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 附則 

 

 今日、我が国には、肝炎ウイルスに感染し、あるいは肝炎に罹（り）患した者が多数存在

し、肝炎が国内最大の感染症となっている。 

 肝炎は、適切な治療を行わないまま放置すると慢性化し、肝硬変、肝がんといったより重

篤な疾病に進行するおそれがあることから、これらの者にとって、将来への不安は計り知れ

ないものがある。 

 戦後の医療の進歩、医学的知見の積重ね、科学技術の進展により、肝炎の克服に向けた道

筋が開かれてきたが、他方で、現在においても、早期発見や医療へのアクセスにはいまだ解

決すべき課題が多く、さらには、肝炎ウイルスや肝炎に対する正しい理解が、国民すべてに

定着しているとは言えない。 

 Ｂ型肝炎及びＣ型肝炎に係るウイルスへの感染については、国の責めに帰すべき事由によ

りもたらされ、又はその原因が解明されていなかったことによりもたらされたものがある。

特定の血液凝固因子製剤にＣ型肝炎ウイルスが混入することによって不特定多数の者に感

染被害を出した薬害肝炎事件では、感染被害者の方々に甚大な被害が生じ、その被害の拡大

を防止し得なかったことについて国が責任を認め、集団予防接種の際の注射器の連続使用に

よってＢ型肝炎ウイルスの感染被害を出した予防接種禍事件では、最終の司法判断において

国の責任が確定している。 

 このような現状において、肝炎ウイルスの感染者及び肝炎患者の人権を尊重しつつ、これ

らの者に対する良質かつ適切な医療の提供を確保するなど、肝炎の克服に向けた取組を一層

進めていくことが求められている。 

 ここに、肝炎対策に係る施策について、その基本理念を明らかにするとともに、これを総

合的に推進するため、この法律を制定する。 

 

第一章 総則 
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（目的） 

第一条 この法律は、肝炎対策に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体、医療保険者、    

国民及び医師等の責務を明らかにし、並びに肝炎対策の推進に関する指針の策定につい

て定めるとともに、肝炎対策の基本となる事項を定めることにより、肝炎対策を総合的

に推進することを目的とする。 

 

（基本理念） 

第二条 肝炎対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 

  一 肝炎に関する専門的、学際的又は総合的な研究を推進するとともに、肝炎の予防、  

診断、治療等に係る技術の向上その他の研究等の成果を普及し、活用し、及び発展さ 

せること。 

  二 何人もその居住する地域にかかわらず等しく肝炎に係る検査（以下「肝炎検査」と  

いう。）を受けることができるようにすること。 

  三 肝炎ウイルスの感染者及び肝炎患者（以下「肝炎患者等」という。）がその居住す  

る地域にかかわらず等しく適切な肝炎に係る医療（以下「肝炎医療」という。）を受 

けることができるようにすること。 

  四 前三号に係る施策を実施するに当たっては、肝炎患者等の人権が尊重され、肝炎患  

者等であることを理由に差別されないように配慮するものとすること。 

 

（国の責務） 

第三条 国は、前条の基本理念（次条において「基本理念」という。）にのっとり、肝炎対  

策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

 

（地方公共団体の責務） 

第四条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、肝炎対策に関し、国との連携を図りつつ、 

その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

 

（医療保険者の責務） 

第五条 医療保険者（介護保険法（平成九年法律第百二十三号）第七条第七項に規定する医 

療保険者をいう。）は、国及び地方公共団体が講ずる肝炎の予防に関する啓発及び知識

の普及、肝炎検査に関する普及啓発等の施策に協力するよう努めなければならない。 

 

（国民の責務） 

第六条 国民は、肝炎に関する正しい知識を持ち、肝炎患者等が肝炎患者等であることを理 

由に差別されないように配慮するとともに、肝炎の予防に必要な注意を払うよう努め、

必要に応じ、肝炎検査を受けるよう努めなければならない。 
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（医師等の責務） 

第七条 医師その他の医療関係者は、国及び地方公共団体が講ずる肝炎対策に協力し、

肝炎 

の予防に寄与するよう努めるとともに、肝炎患者等の置かれている状況を深く認識し、

良質かつ適切な肝炎医療を行うよう努めなければならない。 

 

（法制上の措置等） 

第八条 政府は、肝炎対策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講 

じなければならない。 

 

第二章 肝炎対策基本指針 

 

（肝炎対策基本指針の策定等） 

第九条 厚生労働大臣は、肝炎対策の総合的な推進を図るため、肝炎対策の推進に関する基 

本的な指針（以下「肝炎対策基本指針」という。）を策定しなければならない。 

２ 肝炎対策基本指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

 一 肝炎の予防及び肝炎医療の推進の基本的な方向 

 二 肝炎の予防のための施策に関する事項 

 三 肝炎検査の実施体制及び検査能力の向上に関する事項 

 四 肝炎医療を提供する体制の確保に関する事項 

 五 肝炎の予防及び肝炎医療に関する人材の育成に関する事項 

 六 肝炎に関する調査及び研究に関する事項 

 七 肝炎医療のための医薬品の研究開発の推進に関する事項 

 八 肝炎に関する啓発及び知識の普及並びに肝炎患者等の人権の尊重に関する事項 

 九 その他肝炎対策の推進に関する重要事項 

３ 厚生労働大臣は、肝炎対策基本指針を策定しようとするときは、あらかじめ、関係行 

政機関の長に協議するとともに、肝炎対策推進協議会の意見を聴くものとする。 

４ 厚生労働大臣は、肝炎対策基本指針を策定したときは、遅滞なく、これをインターネ  

ットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。 

５ 厚生労働大臣は、肝炎医療に関する状況の変化を勘案し、及び肝炎対策の効果に関す 

る評価を踏まえ、少なくとも五年ごとに、肝炎対策基本指針に検討を加え、必要がある

と認めるときには、これを変更しなければならない。 

６ 第三項及び第四項の規定は、肝炎対策基本指針の変更について準用する。 

 

（関係行政機関への要請） 

第十条 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対して、肝炎対  

策基本指針の策定のための資料の提出又は肝炎対策基本指針において定められた施策

であって当該行政機関の所管に係るものの実施について、必要な要請をすることができ



る。 

 

第三章 基本的施策 

 

第一節 肝炎の予防及び早期発見の推進 

 

（肝炎の予防の推進） 

第十一条 国及び地方公共団体は、肝炎の予防に関する啓発及び知識の普及その他の肝炎 

の予防の推進のために必要な施策を講ずるものとする。 

 

（肝炎検査の質の向上等） 

第十二条 国及び地方公共団体は、肝炎の早期発見に資するよう、肝炎検査の方法等の検討、  

肝炎検査の事業評価の実施、肝炎検査に携わる医療従事者に対する研修の機会の確保そ

の他の肝炎検査の質の向上等を図るために必要な施策を講ずるとともに、肝炎検査の受

検率の向上に資するよう、肝炎検査に関する普及啓発その他必要な施策を講ずるものと

する。 

 

第二節 肝炎医療の均てん化の促進等 

 

（専門的な知識及び技能を有する医師その他の医療従事者の育成） 

第十三条 国及び地方公共団体は、インターフェロン治療等の抗ウイルス療法、肝庇護療 

法その他の肝炎医療に携わる専門的な知識及び技能を有する医師その他の医療従事者 

の育成を図るために必要な施策を講ずるものとする。 

 

（医療機関の整備等） 

第十四条 国及び地方公共団体は、肝炎患者等がその居住する地域にかかわらず等しくその

状態に応じた適切な肝炎医療を受けることができるよう、専門的な肝炎医療の提供等を

行う医療機関の整備を図るために必要な施策を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、肝炎患者等に対し適切な肝炎医療が提供されるよう、前項  

の医療機関その他の医療機関の間における連携協力体制の整備を図るために必要な施

策を講ずるものとする。 

 

（肝炎患者の療養に係る経済的支援） 

第十五条 国及び地方公共団体は、肝炎患者が必要に応じ適切な肝炎医療を受けることが  

できるよう、肝炎患者に係る経済的な負担を軽減するために必要な施策を講ずるものと 

する。 

 

（肝炎医療を受ける機会の確保等） 



第十六条 国及び地方公共団体は、肝炎患者が肝炎医療を受けるに当たって入院、通院等 

に支障がないよう医療機関、肝炎患者を雇用する者その他の関係する者間の連携協力体

制を確保することその他の肝炎患者が肝炎医療を受ける機会の確保のために必要な施

策を講ずるとともに、医療従事者に対する肝炎患者の療養生活の質の維持向上に関する

研修の機会を確保することその他の肝炎患者の療養生活の質の維持向上のために必要

な施策を講ずるものとする。 

 

（肝炎医療に関する情報の収集提供体制の整備等） 

第十七条 国及び地方公共団体は、肝炎医療に関する情報の収集及び提供を行う体制を整備 

するために必要な施策を講ずるとともに、肝炎患者等、その家族及びこれらの者の関係

者に対する相談支援等を推進するために必要な施策を講ずるものとする。 

 

第三節 研究の推進等 

 

第十八条 国及び地方公共団体は、革新的な肝炎の予防、診断及び治療に関する方法の開発 

その他の肝炎の罹患率及び肝炎に起因する死亡率の低下に資する事項についての研究

が促進され、並びにその成果が活用されるよう必要な施策を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、肝炎医療を行う上で特に必要性が高い医薬品及び医療機器の 

早期の薬事法（昭和三十五年法律第百四十五号）の規定による製造販売の承認に資する

ようその治験が迅速かつ確実に行われ、並びに肝炎医療に係る標準的な治療方法の開発

に係る臨床研究が円滑に行われる環境の整備のために必要な施策を講ずるものとする。 

 

第四章 肝炎対策推進協議会 

 

第十九条 厚生労働省に、肝炎対策基本指針に関し、第九条第三項（同条第六項において準 

用する場合を含む。）に規定する事項を処理するため、肝炎対策推進協議会（以下「協

議会」という。）を置く。 

 

第二十条 協議会は、委員二十人以内で組織する。 

２ 協議会の委員は、肝炎患者等及びその家族又は遺族を代表する者、肝炎医療に従事す 

る者並びに学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。 

３ 協議会の委員は、非常勤とする。 

４ 前三項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定め  

る。 

 

  附 則 

 

（施行期日） 



第一条 この法律は、平成二十二年一月一日から施行する。 

 

（肝硬変及び肝がんに関する施策の実施等） 

第二条 国及び地方公共団体は、肝硬変及び肝がんに関し、その治療を行う上で特に必要 

性が高い医薬品及び医療機器の早期の薬事法の規定による製造販売の承認に資する

ようその治験が迅速かつ確実に行われ、並びに新たな治療方法の研究開発の促進その

他治療水準の向上が図られるための環境の整備のために必要な施策を講ずるものと

する。 

２ 肝炎から進行した肝硬変及び肝がんの患者に対する支援の在り方については、これ 

らの患者に対する医療に関する状況を勘案し、今後必要に応じ、検討が加えられるも

のとする。 



 

 
 

肝炎対策の推進に関する基本的な指針 

 
平成 23 年５月 16 日 
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 肝炎とは、肝臓の細胞が破壊されている状態であり、その原因は、ウイルス性、ア

ルコール性、自己免疫性等に分類され、多様である。我が国では、B 型肝炎ウイルス

又は C 型肝炎ウイルス（以下「肝炎ウイルス」という。）感染に起因する肝炎患者が肝

炎にり患した者の多くを占めており、B 型肝炎及び C 型肝炎に係る対策が喫緊の課題

となっている。 
 近年の国における B 型肝炎及び C 型肝炎に係る対策については、平成 14 年度以降、

C 型肝炎等緊急総合対策を実施し、平成 19 年度には、都道府県に対し、肝疾患診療連

携拠点病院（以下「拠点病院」という。）の整備について要請する等の取組を進めてき

た。 
また、平成 20 年度以降、肝炎の治療促進のための環境整備、肝炎ウイルス検査の促

進、肝炎に係る診療及び相談体制の整備、国民に対する肝炎に係る正しい知識の普及

啓発並びに肝炎に係る研究の推進の５本の柱からなる肝炎総合対策を進めてきた。 
さらに、研究分野に関しては、平成 20 年６月に、肝炎の専門家からなる肝炎治療戦

略会議が「肝炎研究７カ年戦略」を取りまとめ、これに基づき肝炎研究に取り組んで

きたところである。 
しかしながら、肝炎ウイルスに感染しているものの自覚のない者が多数存在すると

推定されることや、肝炎ウイルスに起因する肝炎、肝硬変又は肝がんに係る医療（以

下「肝炎医療」という。）の体制が十分整備されていない地域があること等、肝炎医療

を必要とする者に適切に肝炎医療を提供していくためには、いまだ解決すべき課題が

多い。また、肝炎ウイルスの感染経路等についての国民の理解が十分でないことや、

肝炎ウイルス検査を受検する必要性に関する認識が十分でないことに加え、一部では、

肝炎ウイルスに持続感染している者（ウイルス性肝炎から進行した肝硬変又は肝がん

の患者を含む。以下「肝炎患者等」という。）に対する不当な差別が存在することが指



 

 
 

摘されている。このような状況を改善し、今後、肝炎対策のより一層の推進を図るた

めには、国や地方公共団体のみならず、あらゆる関係者が一体となって、より一層の

連携を図ることが必要である。 
本指針は、このような現状の下に、肝炎患者等を早期に発見し、また、肝炎患者等

が安心して治療を受けられる社会を構築するため、国、地方公共団体等が取り組むべ

き方向性を示すことにより、肝炎対策のより一層の推進を図ることを目的とし、肝炎

対策基本法（平成 21 年法律第 97 号）第９条第１項の規定に基づき策定するものであ

る。 
なお、我が国では、現在、肝炎にり患した者に占める患者数の多さから、B 型肝炎

及び C 型肝炎に係る対策が喫緊の課題となっている。このため、本指針においては、

B 型肝炎及び C 型肝炎に係る対策に関する事項を定めるものとする。 
 
第１ 肝炎の予防及び肝炎医療の推進の基本的な方向 

（１）基本的な考え方 

肝炎（B 型肝炎及び C 型肝炎をいう。以下同じ。）は、適切な治療を行わないまま

放置すると慢性化し、肝硬変や肝がんといったより重篤な病態に進行するおそれがあ

る。このため、肝炎患者等が生活する中で関わる全ての者が肝炎に対する理解を深め、

これらの者の協力の下、肝炎患者等が安心して生活できる環境づくりに取り組むこと

が必要である。 
また、肝炎対策は、肝炎患者等を含めた国民の視点に立ち、国民の理解、協力を得

て、肝炎患者等を含む関係者が一体となって、連携して対策を進めることが重要であ

る。 
 
（２）肝炎ウイルス検査の更なる促進 

肝炎ウイルスの感染経路は様々であり、個々人が肝炎ウイルスに感染した可能性が

あるか否かを一概に判断することは困難であることから、全ての国民が、少なくとも

一回は肝炎ウイルス検査を受検する必要があると考えられる。このため、肝炎ウイル

ス検査の受検体制を整備し、受検の勧奨を行うことが必要である。 
 
（３）適切な肝炎医療の推進 

肝炎患者等の健康保持のためには、個々の状況に応じた適切な治療を受けること

が重要である。 

肝炎患者等に対し、病態に応じた適切な肝炎医療を提供するためには、専門的な

知識や経験が必要であるため、個々の肝炎患者等は、肝炎医療を専門とする医療機

関（以下「専門医療機関」という。）において治療方針の決定を受けることが望まし

い。 
また、専門医療機関において治療方針の決定を受けた肝炎患者等は、継続して適

切な治療を受けることが必要である。 
このため、肝炎患者等が、居住地域にかかわらず適切な肝炎医療を受けられるよ



 

 
 

う、地域の特性に応じた肝疾患診療体制の整備の促進に向けた取組を進める必要が

ある。 
また、肝炎ウイルスを排除し又はその増殖を抑制する抗ウイルス療法（肝炎の根

治目的で行うインターフェロン治療又は B 型肝炎の核酸アナログ製剤治療をいう。

以下同じ。）については、肝硬変や肝がんといった、より重篤な病態への進行を予防

し、又は遅らせることが可能であり、また、ウイルス量が低減することにより二次

感染の予防につながるという側面がある。このため、引き続き、抗ウイルス療法に

対する経済的支援に取り組み、その効果を検証していく必要がある。 
 

（４）肝炎医療を始めとする研究の総合的な推進 

肝炎は国内最大級の感染症であり、感染を放置すると肝硬変や肝がんといった重

篤な病態に進行する。このため、肝炎医療の水準の向上等に向けて、肝炎に関する

基礎、臨床及び疫学研究等を総合的に推進する必要がある。 
また、肝炎患者等の負担軽減に資するよう、肝炎対策を総合的に推進するための

基盤となる行政的な課題を解決するために必要な研究についても進める必要がある。 
 

（５）肝炎に関する正しい知識の更なる普及啓発 

肝炎ウイルスは、感染しても自覚症状に乏しいことから、感染に気付きにくく、ま

た、感染を認識していても、感染者が早急な治療の必要性を認識しにくい。このため、

国民一人一人が自らの肝炎ウイルスの感染の有無を把握し、肝炎についての正しい知

識を持つよう、更なる普及啓発に取り組む必要がある。 
さらに、肝炎患者等に対する不当な差別を解消し、また、感染経路についての知識

不足による新たな感染を予防するためにも、肝炎についての正しい知識の普及が必要

である。 
 
（６）肝炎患者等及びその家族等に対する相談支援や情報提供の充実 

肝炎患者等及びその家族等の多くは、肝炎が肝硬変や肝がんといった、より重篤

な病態へ進行することに対する将来的な不安を抱えている。また、治療における副

作用等、治療開始前及び治療中において、精神的な負担に直面することも多い。こ

のため、こうした肝炎患者等及びその家族等の不安や精神的負担の軽減に資するた

め、肝炎患者等及びその家族等への相談支援を行う必要がある。 
また、肝炎患者等及びその家族等を含む国民の視点に立った分かりやすい情報提

供について、取組を強化する必要がある。 
 

第２ 肝炎の予防のための施策に関する事項 

（１）今後の取組の方針について 

   感染経路についての知識不足による新たな感染を予防するため、全ての国民に対

して肝炎についての正しい知識を普及することが必要である。 
   また、国は、地方公共団体に対して、妊婦に対する B 型肝炎抗原検査を妊婦健康



 

 
 

診査の標準的な検査項目として示すほか、各医療機関において、当該検査の結果が

陽性であった妊婦から出生した乳児に対する B 型肝炎ワクチンの接種等の適切な対

応が行われるよう指導を求める等の B 型肝炎母子感染予防対策を講じており、引き

続きこの取組を進める。 
さらに、B 型肝炎の感染はワクチンによって予防可能であることから、水平感染

防止の手段の一つとして、B 型肝炎ワクチンの予防接種の在り方について検討を行

う必要がある。 
 
 （２）今後取組が必要な事項について 

ア 国は、肝炎ウイルスへの新たな感染の発生を防止するため、日常生活上の感染

予防の留意点を取りまとめた啓発用の資材や、集団生活が営まれる各施設におけ

る感染予防ガイドライン等を作成するための研究を推進する。また、当該研究の

成果物を活用し、地方公共団体等と連携を図り、普及啓発を行う。 
イ 国は、ピアスの穴あけ等血液の付着する器具の共有を伴う行為や性行為等、感

染の危険性のある行為に興味を抱く年代に対して、肝炎についての正しい知識と

理解を深めるための情報を取りまとめ、地方公共団体等と連携を図り、普及啓発

を行う。 
ウ 国及び地方公共団体は、医療従事者等の感染のリスクの高い集団を中心として、

B 型肝炎ワクチンの有効性、安全性等に関する情報提供を行う。 
エ 国は、水平感染防止の手段としての B 型肝炎ワクチン接種の有効性、安全性

等に関する情報を踏まえ、当該ワクチンの予防接種の在り方について検討を行う。 
 

第３ 肝炎検査の実施体制及び検査能力の向上に関する事項 

（１）今後の取組の方針について 

肝炎ウイルスの感染状況を本人が把握するための肝炎ウイルス検査については、医

療保険者や事業主等の多様な実施主体において実施されていることや、プライバシー

に配慮して匿名で実施されている場合があること等から、当該検査の受検状況の実態

を把握することは困難な状況にある。しかしながら、肝炎ウイルス検査体制の整備及

び普及啓発を効果的に実施するためには、施策を行う上での指標が必要であり、この

ため、従前から実施している肝炎ウイルス検査の受検者数の把握のための調査に加え

て、肝炎ウイルス検査の受検率について把握するための調査及び研究が必要である。 
また、肝炎ウイルス検査の未受検者や、受検しているが検査結果を正しく認識して

いない者等、感染の事実を認識していない肝炎患者等が多数存在することが推定され

る。このため、感染経路は様々であり、本人の自覚なしに感染している可能性がある

ことを含めて、肝炎に関する正しい知識の普及啓発を行い、全ての国民が少なくとも

一回は肝炎ウイルス検査を受検することが必要であることを周知する。また、希望す

る全ての国民が肝炎ウイルス検査を受検できる体制を整備し、その効果を検証するた

めの研究を推進する必要がある。 
さらに、肝炎ウイルス検査の結果について、受検者各自が正しく認識できるよう、



 

 
 

肝炎の病態等に係る情報提供を行うとともに、肝炎医療に携わる者に対し、最新の肝

炎ウイルス検査に関する知見の修得のための研修の機会を確保する必要がある。 
 

（２）今後取組が必要な事項について 
ア 国は、国民の肝炎ウイルス検査に係る受検率や検査後の受診状況等について

把握するための調査及び研究を行う。 
イ 国は、現在、地方公共団体が実施主体となって行っている肝炎ウイルス検査

について、地方公共団体に対し、引き続き、検査実施とその体制整備を要請す

るとともに、肝炎ウイルス検査の個別勧奨や出張型検診等を推進することによ

り、更なる検査実施を支援する。 
ウ 国及び地方公共団体は、住民に向けた肝炎ウイルス検査に関する広報を強化

する。あわせて、職域において健康管理に携わる者や、医療保険者、事業主等

の関係者の理解と協力の下、引き続き、これらの関係者から、労働者に対する

受検勧奨が行われるよう要請する。 
エ 国は、多様な検査機会が確保されるよう、医療保険者が健康保険法（大正 11
年法律第 70 号）に基づき行う健康診査等及び事業主が労働安全衛生法（昭和 47
年法律第 57 号）に基づき行う健康診断に併せて実施する肝炎ウイルス検査につ

いては、継続して実施されるよう医療保険者及び事業主に対して要請する。ま

た、医療保険者や事業主が肝炎ウイルス検査を実施する場合の検査結果につい

て、プライバシーに配慮した適正な通知と取扱いがなされるよう、医療保険者

及び事業主に対して改めて周知する。 
オ 国は、肝炎ウイルス検査の受検前及び結果通知時において、受検者各自が、

病態、治療及び予防について正しく認識できるよう、肝炎の病態、治療及び予

防に関する情報を取りまとめ、地方公共団体等と連携を図り、普及啓発を行う。 
カ 国及び地方公共団体は、医療機関に対し、手術前等に行われる肝炎ウイルス

検査の結果について、受検者に適切に説明を行うよう要請する。また、国は、

医療機関において手術前等に行われる肝炎ウイルス検査の結果の説明状況等に

ついて、実態把握のための調査研究を行う。 
キ 国は、独立行政法人国立国際医療研究センター肝炎情報センター（以下「肝

炎情報センター」という。）に対し、国立国際医療研究センターの中期目標及び

中期計画に基づき、拠点病院において指導的立場にある医療従事者に対して、

最新の知見を踏まえた肝炎検査及び肝炎医療に関する研修が行われるよう要請

する。 
 

第４ 肝炎医療を提供する体制の確保に関する事項 

（１）今後の取組の方針について 

肝炎ウイルス検査の結果、診療が必要と判断された者が医療機関で受診しない、ま

た、たとえ医療機関で受診しても、必ずしも適切な肝炎医療が提供されていないとい

う問題点が指摘されている。 



 

 
 

このため、全ての肝炎患者等が継続的かつ適切な肝炎医療を受けることができる体

制を整備するため、拠点病院を中心として、「都道府県における肝炎検査後肝疾患診

療体制に関するガイドライン」（平成 19 年全国 C 型肝炎診療懇談会報告書）に基づ

き、拠点病院、専門医療機関及びかかりつけ医が協働する仕組みとして、地域におけ

る肝炎診療ネットワークの構築を進める必要がある。また、地域や職域において健康

管理に携わる者を含めた関係者の連携の下、肝炎患者等に対する受診勧奨及び肝炎ウ

イルス検査後のフォローアップを実施することにより、肝炎患者等の適切な医療機関

への受診を進める必要がある。 
また、肝炎患者等が、働きながら継続的に治療を受けることができる環境づくり

に向けて、引き続き、事業主、職域において健康管理に携わる者及び労働組合を始

めとした関係者の協力を得られるよう、必要な働きかけを行う必要がある。 
さらに、肝炎患者等の経済的負担軽減のための抗ウイルス療法に係る肝炎医療費

助成の実施及び肝炎医療に係る諸制度の周知により、肝炎の早期かつ適切な治療を

推進する。 
 

（２）今後取組が必要な事項について 

ア 国は、地方公共団体と連携して、肝炎患者等が個々の病態に応じた適切な肝炎

医療を受けられるよう、肝炎ウイルス検査後のフォローアップや受診勧奨等の支

援を地域や職域において中心となって進める人材の育成を推進する。また、肝炎

患者等に対する情報提供や、拠点病院、専門医療機関及びかかりつけ医の連携等

に資するため、肝炎の病態、治療方法、肝炎医療に関する制度等の情報を取りま

とめた手帳等を肝炎患者等に対して配布する。 

イ 国は、地域や職域において健康管理に携わる者が肝炎患者等に対して提供する

ために必要な情報を取りまとめ、地方公共団体や医療保険者等と連携を図り、普

及啓発を行う。 

ウ 国は、肝炎情報センターが拠点病院の医療従事者を対象として実施する研修を

効果的に進めるための技術的支援を行う。また、国及び都道府県は、拠点病院が

行う研修について、より効果的な実施方法等について検討し、研修内容の充実を

図る。 

エ 国は、地域における診療連携の推進に資する研究を行い、その成果物を活用し、

地域の特性に応じた診療連携体制の強化を支援する。 

オ 国は、職域における肝炎患者等に対する理解を深めるため、肝炎の病態、治療

方法及び肝炎患者等に対する望ましい配慮についての先進的な取組例等の情報

を取りまとめ、各事業主団体と連携を図り、普及啓発を行う。 

カ 国は、就労を維持しながら適切な肝炎医療を受けることができる環境の整備等

について、各事業主団体に対し、協力を要請する。 

キ 国は、肝炎医療費助成制度、高額療養費制度、傷病手当金、障害年金等の肝炎

医療に関する制度について情報を取りまとめ、地方公共団体と連携を図り、拠点

病院の肝疾患相談センターを始めとした医療機関等における活用を推進する。 



 

 
 

ク 肝炎情報センターは、肝炎医療に係る最新情報、拠点病院及び専門医療機関等

のリスト並びに拠点病院において対応可能な肝炎医療の内容に関して情報収集

を行い、当該情報を肝炎情報センターのホームページに分かりやすく掲載するこ

と等により、医療従事者及び国民に向けて可能な限り迅速に周知を図る。 

 
第５ 肝炎の予防及び肝炎医療に関する人材の育成に関する事項 

（１）今後の取組の方針について 

  肝炎ウイルスへの新たな感染を防止し、肝炎医療の水準を向上させるためには、

肝炎の予防及び医療に携わる人材の育成が重要である。 

このため、肝炎ウイルスへの新たな感染の発生の防止に資するよう、肝炎の感染

予防について知識を持つ人材を育成するとともに、肝炎ウイルス感染が判明した後

に適切な肝炎医療に結びつけるための人材を育成する必要がある。 

また、肝炎医療に携わる者が、最新の肝炎検査に関する知見を修得することは、

適切な治療方針の決定や患者に対し的確な説明を行う上で非常に重要であるため、

肝炎医療に携わる者の資質向上を図る必要がある。 

さらに、地域における肝炎に係る医療水準の向上等に資する指導者を育成するこ

とが必要である。 

 

（２）今後取組が必要な事項について 

ア 国は、肝炎ウイルスへの新たな感染の発生を防止するため、日常生活上の感染

予防の留意点を取りまとめた啓発用の資材や、集団生活が営まれる各施設におけ

る感染予防ガイドライン等を作成するための研究を推進する。また、当該研究の

成果物を活用し、地方公共団体等と連携を図り、普及啓発を行う。（再掲） 

イ 国は、地方公共団体と連携して、肝炎患者等が個々の病態に応じた適切な肝炎

医療を受けられるよう、肝炎ウイルス検査後のフォローアップや受診勧奨等の支

援を地域や職域において中心となって進める人材の育成を推進する。（再掲） 

ウ 国は、肝炎情報センターに対し、国立国際医療研究センターの中期目標及び中

期計画に基づき、拠点病院において指導的立場にある医療従事者に対して、最新

の知見を踏まえた肝炎検査及び肝炎医療に関する研修が行われるよう要請する。

（再掲） 

エ 国は、肝炎情報センターが拠点病院の医療従事者を対象として実施する研修を

効果的に進めるための技術的支援を行う。また、国及び都道府県は、拠点病院が

行う研修について、より効果的な実施方法等について検討し、研修内容の充実を

図る。（再掲） 

 

第６ 肝炎に関する調査及び研究に関する事項 

（１）今後の取組の方針について 

肝炎研究については、これまでの成果を肝炎対策に適切に反映するため、研究実績

を総合的に評価、検証するとともに、今後、行政的な課題を解決するために必要な研



 

 
 

究を実施していく必要がある。 
また、肝炎対策を総合的に推進するための基盤となる肝炎研究を推進するとともに、

将来の肝炎研究を担う若手研究者の育成を行い、肝炎研究の人的基盤の拡大を目指す。 
さらに、肝炎研究について、国民の理解を得られるよう、分かりやすい情報発信を

推進する必要がある。なお、研究成果の公表に当たっては、差別や偏見を招くことの

ないよう、十分に配慮するものとする。 
 
（２）今後取組が必要な事項について 

ア 国は、「肝炎研究７カ年戦略」に基づく肝炎研究を一層推進するとともに、そ

の研究成果について評価、検証を行い、肝炎対策推進協議会に報告する。 
イ 国は、肝炎研究分野において、若手研究者の人材育成を積極的に行う。 
ウ 国は、「肝炎研究７カ年戦略」に基づく肝炎研究に加え、肝炎対策の推進に資

することを目的として、以下の行政的な研究を行う。 
（ア）日常生活上の感染予防の留意点を取りまとめた啓発用の資材や、集団生活

が営まれる各施設における感染予防ガイドライン等を作成するための研究 
（イ）医療機関において手術前等に行われる肝炎ウイルス検査の結果の説明状況

等について、実態を把握するための研究 
（ウ）地域における診療連携の推進に資する研究 
（エ）職域における肝炎患者等に対する望ましい配慮の在り方に関する研究 
（オ）具体的な施策の目標設定に資する肝炎、肝硬変及び肝がん等の病態別の実

態を把握するための調査研究 
（カ）肝炎患者等に対する偏見や差別の実態を把握し、その被害の防止のための

ガイドラインを作成するための研究 
（キ）その他肝炎対策の推進に資する研究 
エ 国は、肝炎研究について国民の理解を得られるよう、当該研究の成果について

分かりやすく公表し、周知を図る。 
 
第７ 肝炎医療のための医薬品の研究開発の推進に関する事項 

（１）今後の取組の方針について 

肝炎は重篤な疾病であり、肝炎医療に係る医薬品を含めた医薬品の開発等に係る

研究が促進され、薬事法（昭和 35 年法律第 145 号）の規定に基づく製造販売の承

認が早期に行われるよう、治験及び臨床研究を推進し、さらに、肝炎医療のための

医薬品を含めた、特に医療上必要性が高い医薬品及び医療機器が速やかに医療現場

に導入されるよう、審査の迅速化等の必要な措置を講じる必要がある。 

 

（２）今後取組が必要な事項について 

ア 国は、肝炎医療の医療水準の向上等に資する新医薬品の開発等に係る研究を推

進する。 

イ 国は、肝炎医療に係る新医薬品を含めた医薬品開発等に係る治験及び臨床研究



 

 
 

を推進する。 

ウ 国は、肝炎医療に係る新医薬品、新医療機器等について、優れた製品を迅速に

医療の現場に提供できるよう、有効性や安全性に関する審査体制の充実強化等を

図る等承認審査の迅速化や質の向上に向けた取組を推進する。 

エ 国は、肝炎医療に係る新医薬品等のうち、欧米諸国で承認等されているが国内

で未承認の医薬品等であって医療上必要性が高いと認められるものについて、関

係企業に治験実施等の開発要請の取組を行う。 

オ 国は、肝炎医療に係る新医薬品等のうち、医療上の有用性等の要件を満たす医

薬品については、優先して承認審査を進める。 

 

第８ 肝炎に関する啓発及び知識の普及並びに肝炎患者等の人権の尊重に関する事項 

（１）今後の取組の方針について 

肝炎に係る正しい知識については、国民に十分に浸透していないと考えられる。こ

うした中において、肝炎ウイルス検査の受検を勧奨し、また、肝炎ウイルスの新たな

感染を予防するためには、全ての国民に対して、肝炎の予防、病態及び治療に係る正

しい理解が進むよう普及啓発及び情報提供を推進する必要がある。 
また、早期に適切な治療を促すため、肝炎患者等が肝炎の病態及び治療に係る正し

い知識を持つことができるよう、普及啓発及び情報提供を積極的に行うとともに、肝

炎患者等が、不当な差別を受けることなく、社会において安心して暮らせる環境づく

りを目指し、肝炎患者等とその家族等、医療従事者、事業主等の関係者を始めとした

全ての国民が、肝炎について正しい知識を持つための普及啓発を推進する必要がある。 
 
（２）今後取組が必要な事項について 

  ア 国は、平成 22 年５月の世界保健機関（WHO）総会において、世界肝炎デー

の実施が決議されたことを踏まえ、日本肝炎デーを設定する。あわせて、国及

び地方公共団体は、財団法人ウイルス肝炎研究財団が従来から実施してきた「肝

臓週間」と連携し、肝炎に関する集中的な普及啓発を行う。 
  イ 国及び地方公共団体は、あらゆる世代の国民が、肝炎に係る正しい知識を持

つための普及啓発を行う。 
ウ 国及び地方公共団体は、国民に対し、近年、我が国における感染事例の報告が

ある急性Ｂ型肝炎（ジェノタイプ A）は、従来に比し、感染が慢性化することが

多いとされていることに鑑み、母子感染や乳幼児期の水平感染に加えて、性行為

等により感染する可能性があり、予防策を講じる必要があることについて普及啓

発を行う。 
エ 国及び地方公共団体は、肝炎患者等への受診勧奨を行うため、医療保険者、医

師その他の医療従事者の団体、職域において健康管理に携わる者の団体、事業

主団体等の協力を得て、肝炎の病態、知識や肝炎医療に係る制度について普及

啓発を行う。 
オ 国は、肝炎患者等、医師等の医療従事者、職域において健康管理に携わる者、



 

 
 

事業主等の関係者が、それぞれにとって必要な情報を取りまとめ、普及啓発を

行う。 
カ 国は、就労を維持しながら適切な肝炎医療を受けることができる環境の整備等

について、各事業主団体に対し、協力を要請する。（再掲） 
キ 国は、地域の医療機関において、肝炎に係る情報提供が適切になされるよう、

肝炎情報センターに対し、情報提供の機能を充実させるよう要請する。 
ク 国及び都道府県は、拠点病院の肝疾患相談センターを周知するための普及啓発

を行う。 
ケ 国は、医療保険者や事業主が肝炎ウイルス検査を実施する場合の検査結果につ

いて、プライバシーに配慮した適正な通知と取扱いについて、医療保険者及び

事業主に対して改めて周知する。（再掲） 
コ 国は、肝炎患者等に対する偏見や差別の実態を把握し、その被害の防止のため

のガイドラインを作成するための研究を行い、その成果物を活用し、地方公共

団体と連携を図り、普及啓発を行う。 
 

第９ その他肝炎対策の推進に関する重要事項 

（１）肝炎患者等及びその家族等に対する支援の強化及び充実 

ア 今後の取組の方針について 

肝炎患者等及びその家族等が、肝炎医療を受けながら、生活の質の向上を図る

ことができるよう、相談支援体制の充実を図り、精神面でのサポート体制を強化

する。また、肝炎患者等が不当な差別を受けた場合、肝炎患者等一人一人の人権

を尊重し、不当な差別を解消するため、適切な対応を講じることができる体制づ

くりを進める必要がある。 
イ 今後取組が必要な事項について 
（ア）国は、都道府県と連携して、肝炎患者等及びその家族等の不安を軽減する

ための情報提供を進めるとともに、肝炎患者等及びその家族等と、医師を始

めとした医療従事者とのコミュニケーションの場を提供する。 
（イ）国は、肝炎情報センターに対し、拠点病院の相談員が必要とする情報につ

いて整理し、積極的に情報提供が行われるよう要請する。 
（ウ）国は、地方公共団体と連携して、法務省の人権擁護機関の人権相談窓口の

周知を図る。 
 
（２）肝硬変及び肝がん患者に対する更なる支援の在り方 

肝炎から進行した肝硬変及び肝がんは、根治的な治療法が少なく、また、患者の高

齢化が進んでいる現状がある。このため、肝硬変及び肝がん患者の不安を軽減するた

めに、以下の取組を講じるものとする。 
ア 国は、肝硬変及び肝がんを含む肝疾患について、「肝炎研究７カ年戦略」に基

づく研究を推進する。あわせて、国及び地方公共団体は、肝硬変及び肝がんを含

む肝疾患に係る肝炎医療の水準の向上等を図るため、医療従事者への研修等人材



 

 
 

育成を推進する。 
イ 国は、都道府県と連携して、肝炎から進行した肝硬変及び肝がん患者を含む肝

炎患者等及びその家族等の不安を軽減するための情報提供を進めるとともに、肝

炎患者等及びその家族等と、医師を始めとした医療従事者とのコミュニケーショ

ンの場を提供する。 
ウ 平成 22 年度から、一定の条件の下、身体障害者福祉法（昭和 24 年法律第 283

号）における身体障害として、新たに肝臓機能障害の一部について、障害認定の

対象とされた。その認定を受けた者の肝臓移植、肝臓移植後の抗免疫療法とそれ

らに伴う医療については、自立支援医療（更生医療）の対象となっており、引き

続き当該措置を継続する。 
エ 国は、肝炎から進行した肝硬変及び肝がんの患者に対する更なる支援の在り方

について検討する上での情報を収集するため、肝硬変及び肝がん患者に対する肝

炎医療や生活実態等に関する現状を把握するための調査研究を行う。 
 
（３）地域の実情に応じた肝炎対策の推進 

都道府県においては、肝炎対策基本法の趣旨に基づき、都道府県単位での肝炎対策

を推進するための計画を策定する等、地域の実情に応じた肝炎対策を講じるための体

制を構築し、管内市区町村と連携した肝炎対策を推進することが望まれる。 

また、地方公共団体は、積極的に、国を始めとする他の行政機関との連携を図りつ

つ肝炎対策を講じることが望まれる。 

 
（４）国民の責務に基づく取組 

肝炎対策基本法第６条の規定に鑑み、肝炎対策は、肝炎患者等とその家族等を含

めた国民が主体的かつ積極的に活動する必要があり、以下の取組を進めることが重

要である。 
ア 国民一人一人が、肝炎は放置すると肝硬変や肝がんという重篤な病態へと進

展する可能性があり、各人の健康保持に重大な影響をもたらし得る疾病である

ことを理解した上で、少なくとも一回は肝炎ウイルス検査を受検し、自身の肝

炎ウイルス感染の有無について、早期に認識を持つよう努めること。 
イ 国民一人一人が、肝炎ウイルスへの新たな感染の可能性がある行為について

正しい知識を持ち、新たな感染が生じないよう行動すること。また、肝炎ウイ

ルスの感染に関する知識が不足していること等により、肝炎患者等に対する不

当な差別や、それに伴う肝炎患者等の精神的な負担が生じることのないよう、

正しい知識に基づく適切な対応に努めること。 
 
（５）肝炎対策基本指針の見直し及び定期報告 

肝炎対策基本法第９条第５項においては、「厚生労働大臣は、肝炎医療に関する状

況の変化を勘案し、及び肝炎対策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも５年ごと

に、肝炎対策基本指針に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなけ



 

 
 

ればならない。」とされている。 
本指針は、肝炎をめぐる現状を踏まえ、肝炎対策を総合的に推進するために基本と

なる事項について定めたものである。今後は、本指針に定める取組を進めていくこと

となるが、国、地方公共団体等における取組について、定期的に調査及び評価を行い、

肝炎をめぐる状況変化を的確に捉えた上で、必要があるときは、策定から５年を経過

する前であっても、本指針について検討を加え、改正するものとする。なお、本指針

に定められた取組の状況は、肝炎対策推進協議会に定期的に報告するものとする。 
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～肝臓病患者さんの病態と生活に関するアンケート調査～ 

より良い毎日のために 
 
 
 
 
 
 

 
『病態別の患者の実態把握の為の調査』 

および 
『肝炎患者の病態に即した相談に対応できる 

  相談員育成のための研修プログラム策定 』 
に関する研究のための 

肝臓病患者の病態と生活の調査 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
厚生労働省 難病がん等の疾患分野の医療の実用化研究事業（肝炎関係研究分野） 
 

【病態別の患者の実態把握のための調査および肝炎患者の病態に即した相談に対応できる 
相談員育成のための研修プログラム策定に関する研究】班   主任研究者 八橋  弘 

 
お問合せ先 担当者：八橋  弘   電話(代表)：0957－52－3121 

（国立病院機構長崎医療センター 臨床研究センター 治療研究部） 
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はじめに 

 

本アンケート調査では、肝臓病を患っておられる患者さんに、病気の状態

と生活の状況をお尋ねした上で、その結果をまとめて集計、分析を行い、肝

臓病患者さんが、何にお困りなのか、何をお悩みなのかを明らかにしたいと

考えています。 

患者さんによっては病状が重い方、軽い方がおられます。また、経済的に

支援が必要な方や家族、職場の方々の理解と協力が得られていない方などが

おられます。 

そのような様々な状況にある肝臓病患者さんの状況を詳しく把握するた

め、本アンケートのページ数は 20 枚近くとなりました。これらにご記入い

ただくに当たっては 30 分以上の時間が必要となり、ご負担をおかけするこ

とを大変心苦しく思っております。 

しかし、ひとりひとりの肝臓病患者さんが、このアンケートにお答えてい

ただくことで、今まで目が届きにくかった患者さんの苦悩を少しでも明らか

にしたいと思っております。そして、その問題点を解決する方策、道筋を明

らかにしたいと考えております。本アンケート調査結果を国としての肝炎対

策に反映させることで、肝臓病患者さんには、今よりもより良い毎日を送っ

ていただくことを切に願っております。 

本アンケート調査に、ご協力いただければ幸いです。 

八橋 弘 
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・本アンケート調査は、独立行政法人国立病院機構の肝疾患共同研究施設の１

つである、当院の肝臓専門外来を受診されている患者さんに、ご協力をお願

いしております。 

・本アンケートは無記名（名前を書かない）アンケート調査です。 

・秘密の保護には万全を期していますので、ありのままを記入してください。 

・分からない質問や、答えにくい質問には､お答えいただく必要はありません。 

・記入に当たっては特に説明がない限り、あてはまる番号１つに○をつけてく

ださい。 

・本アンケートを記入するにあたって、質問事項を一読されてから記入される

ことをお勧めします。 

 

 

研究事業名： 厚生労働省 

 難病・がん等の疾患分野の医療の実用化研究事業（肝炎関係研究分野） 

研究課題名： 病態別の患者の実態把握のための調査および肝炎患者の病態に即した相談 

 に対応できる相談員育成のための研修プログラム策定に関する研究 

 

調査責任施設： 独立行政法人国立病院機構 長崎医療センター 

部    署： 臨床研究センター 治療研究部 

調査責任者： 八橋  弘 

お問合せ先： 担当 八橋  弘  電話(代表)：0957－52－3121 

 （独立行政法人国立病院機構 長崎医療センター 臨床研究センター 治療研究部） 

 

解析実務委託： 株式会社ブレイン・フォース・システム 

 （東京都千代田区三番町７－５ コーポ麹町２０２号） 

 

調 査 期 間：平成２４年２月１日～７月３１日（当日消印有効） 

 

調査票回収方法：調査票のご記入後、同封の返信用封筒にて、平成２４年７月３１日まで 

に郵送をお願いします。 
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Ａ．あなたとあなたの世帯について、お尋ねします。 

世帯とは、住居と生計をともにしている方々（世帯員）の集まりをいいます。 

 

A-1 あなたの現在のお住まいを教えてください。 

          （都、道、府、県）              （市、区、郡） 

 

A-2 あなたの出生年月を教えてください。元号に○をつけて、年月をお答えください。 

1 明治  2 大正  3 昭和  4 平成 

   年    月 

 

A-3 あなたの性別を教えてください。 

1 男性  2 女性 

 

A-4 あなたの身長と体重を教えてください。 

・身長      cm   ・体重      kg    

 

A-5 配偶者はいますか (配偶者は事実上夫婦として生活している場合も含みます) 。 

1  配偶者がいる   2  未婚    3  死別   4  離別 

 

A-6 あなたは現在、どなたと一緒に住んでいますか。 

1 ひとり住まい     1 に○をつけた方は A-10 に進んでください 

2 家族・親族と同居   3 友人・知人と同居   4 施設に入居     

5 その他（                              ） 

 

A-7 ふだん一緒にお住まいで生計をともにしている方（世帯員）は、あなたを含めて何人で

すか。 

    人   そのうち収入のある方は    人 

 

A-8 あなたの世帯には、18 歳未満の方はいますか。 

1 いる          2 いない 

 

A-9 あなたの世帯は、65 歳以上の方のみですか。 

1 はい       2 いいえ 
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A-10 あなたや家族の中で、日常的に介護が必要な方はどなたですか。 

1 本人   2 家族  3 いない 

 

A-10-1 介護が必要な状況をお答えください。 

1 常時必要  2 たまに必要 

 

A-11 現在お住まいの住居について教えてください。 

1 持ち家    2 民間・公営賃貸住宅    3 社宅・公務員住宅 

4 間借り    5 その他 

 

A-12 あなたの世帯で車をお持ちですか。 

1 持っている   2 持っていない 

 

A-13 あなたは世帯主または世帯を代表する方ですか。 

1 はい       

2 いいえ     

 

A-14 現在の暮らしの状況を総合的にみて、どう感じていますか。 

    1 大変苦しい      2 やや苦しい     3 ふつう 

4 ややゆとりがある   5 大変ゆとりがある 

 

A-15 あなたの世帯の平成 23年（平成 23年 1月 1日～12月 31日）の所得額
※
はどのぐらい

でしたか。教えてください。 

1 100万円未満 

2 100～300万円未満 

3 300～600万円未満 

4 600～1000万円未満 

5 1000万円以上 

6 答えたくない 

 

    ※なお、所得額とは、 

○給与所得のみの方は、事業主が発行する給与所得の源泉徴収票の支払金額欄に記された

金額のことです。 

○確定申告をされている方は、所得税の確定申告書の所得金額合計欄に記された金額のこ

とです。 
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Ｂ．あなたの病気の状態について、お尋ねします。 

 

Ｂ-1 あなたの肝臓病の状態についてお尋ねします。 

 

B-1-1 あなたの病名は何と言われていますか。 

1 慢性肝炎   

2 肝硬変    

3 肝がん    

4 キャリアー  

5 脂肪肝    

6 その他（                         ） 

 

B-1-2 あなたの肝臓病の原因は何と言われていますか。 

1 Ｂ型ウイルス感染    

2 Ｃ型ウイルス感染    

3 生活習慣（食事、飲酒）    

4 その他（                      ） 

 

B-1-3 肝臓病と分かってからおよそ何年経ちましたか。 

1 5年未満  2 5年以上  3 10年以上  4 20年以上  5 30年以上 

 

B-1-4 今まで受けていた治療についてお尋ねします。分かる範囲で結構ですので、あてはま

る番号すべてに○をつけてください。 

1 ウルソ 

2 強力ミノファーゲン 

3 インターフェロン 

4 抗ウイルス剤（バラクルード、ヘプセラ、ゼフィックスなど） 

5 小柴胡湯などの漢方薬 

6 瀉血療法 

7 リーバクト 

8 がん治療 

9 肝移植 

10 その他（                      ） 
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B-1-5 今の体の状態について、あてはまる番号すべてに○をつけてください。 

1  体がだるい 9  手がよく震える 

2  食欲がない 10  手足がつる 

3  夜良く眠れない 11  一人では歩けない 

4  体がかゆい 12  息が苦しい 

5  喉が渇く 13  黄疸がある（目が黄色い） 

6  お腹が痛む 14  手足の皮膚に、自然と出血したあとがでる 

7  お腹が張る 15  手が紅いと主治医から言われている 

8  足がむくむ 16  その他（                 ）   

 

Ｂ-2 普段のあなたの健康状態についてお尋ねします。あてはまる番号１つに○をつけてく

ださい。 

B-2-1 歩いて移動するとき、どの程度不便を感じていますか。 

1  不便ではない    2  少し不便     3  中程度 

4  かなり不便     5  歩き回ることができない 

 

B-2-2 自分で身体を洗ったり着替えをするなど、身の回りのことをするのに、どの程度問題

がありますか。 

1  問題はない     2  少しある     3  中程度 

4  かなりある     5  身の回りのことができない 

 

B-2-3 普段の活動（仕事、勉強、余暇活動など）を行うのに、どの程度問題がありますか。 

1  問題はない     2  少しある     3  中程度 

4  かなりある     5  活動できない 

 

B-2-4 痛みや不快感は、どの程度ありますか。 

1  ない        2  少しある     3  中程度 

4  かなりある     5  極度の痛みや不快感がある 

 

B-2-5 不安やふさぎ込みは、どの程度ありますか。 

1  ない        2  少しある     3  中程度 

4  かなりある     5  極度の不安やふさぎ込みがある 
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Ｂ-3 最近のあなたの血液検査の結果についてお尋ねします。 

B-3-1 血小板の数はいくらですか。 

1  10万未満 

2  10万以上 15万未満 

3  15万以上 20万未満 

4  20万以上 

5  わからない 

 

B-3-2 ＡＦＰ（アルファフェトプロテイン）の値はいくらですか。 

1  6 ng/ml未満 

2  6 ng/ml以上 20 ng/ml未満 

3  20 ng/ml以上 

4  わからない 

 

B-3-3 Ａｌｂ(アルブミン)の値はいくらですか。 

1  4.0 g/dl以上 

2  3.5 g/dl以上 4.0 g/dl未満 

3  3.0 g/dl以上 3.5 g/dl未満 

4  3.0 g/dl未満 

5 わからない 

 

Ｂ-4 現在、肝臓病で治療を受けている医療機関についてお尋ねします。 

B-4-1 過去１年間で、何回入院しましたか。 

1 過去 1年間は入院していない 

2 過去 1年間に 1回入院した 

3 過去 1年間に 2回入院した 

4 過去 1年間に 3回以上入院した 

 

B-4-2 最近１年間は、どれくらいの通院頻度でしたか。 

1 1週間に 1回以上 

2 2週間に 1回程度 

3 1ヶ月に 1回程度 

4 2ヶ月に 1回程度 

5 3ヶ月に 1回程度 

6 半年に 1回程度 

7 1年に 1回程度 

8 それ以外（                ） 
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B-4-3 肝臓病の治療のために、最近１ヶ月間で病院に支払った医療費（診察・検査・薬代）

および交通費の総額はおよそいくらでしたか。 

1 5千円未満 

2 5千円～1万円未満 

3 1～3万円未満 

4 3～5万円未満 

5 5万円以上 

 

B-4-4 肝臓病の治療のために、最近１年間で支払った医療費の総額はいくらですか。 

1 10万円未満 

2 10～20万円未満 

3 20～30万円未満 

4 30～50万円未満 

5 50～100万円未満 

6 100万円以上 

 

B-4-5 １回の通院にかかる時間（片道）はどのくらいですか。 

1 1時間以内  2 1～2時間未満  3 2～3時間未満  4 3時間以上 

 

B-4-6 １回の受診で受付から会計を済ませるまでの、病院での拘束時間はどのくらいですか。 

1 2時間以内  2 2～4時間未満  3 4～6時間未満  4 6時間以上 

 

B-4-7 肝臓病以外に定期通院を必要とするような病気がある場合、その病名をカッコの中に

記入しください。（例えば、脳梗塞、心筋梗塞、糖尿病など） 

 病名（                            ） 



 - 10 - 

 

Ｃ．ウイルス性肝炎（Ｂ型肝炎、Ｃ型肝炎）の方にお尋ねします。 

該当しない方は、Ｄに進んでください。 

 

C-1 肝炎の感染経路について主治医からどのように説明を受けていますか。 

1 手術（出産含む）の輸血・止血剤     

2 集団予防接種   

3 家族内感染（母子感染、父子感染） 

4 感染経路はわからない 

5 説明を受けていない     

6 その他（                             ） 

 

C-2 肝炎に感染していることで、差別を受けるなど、いやな思いをしたことがありますか。 

1 特に無い 

2 いやな思いをしたことがある 

（具体的なことがあれば、かっこの中にお書きください） 

 

 

 

 

Ｃ型肝炎の方に、インターフェロン治療についてお尋ねします。Ｂ型肝炎の方は C-9 に進ん

でください。 

C-3 インターフェロン治療についてお尋ねします。 

1 インターフェロン治療をしたことがある（現在治療中の方も含みます）    

2 インターフェロン治療をしたことはない 

3 その他（              ） 

 

C-4 インターフェロン治療を受けたことがある方に、その時の副作用についてお尋ねします。 

1 薬の副作用はきつかった 

2 薬の副作用はそれほどでもなかった 

3 その他（                            ） 

 

C-5 インターフェロン治療を受けたことがある方に、現在の状態についてお尋ねします。 

1 過去のインターフェロン治療によりウイルスが駆除されたと説明されている 

2 過去にインターフェロン治療を受けたが、現在もウイルスが残っていると説明さ

れている 

3 現在インターフェロン治療を受けている 

4 その他（                              ） 
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C-6 インターフェロン治療によりウイルスが駆除されたと説明されている方に、インターフ

ェロン治療についてお尋ねします。 

1 インターフェロン治療に満足している 

2 インターフェロン治療に満足していない 

どのような点が満足できなかったのか、かっこの中にお書きください 

 

 

 

C-7 インターフェロン治療をしたが、現在もウイルスが残存していると説明されている方に、

新しい治療薬についてお尋ねします。 

1 新しい治療薬がでたら、もういちど治療を受けたい 

2 新しい治療薬がでても、治療は受けたくない 

3 わからない 

 

C-8 インターフェロン治療をしたことがない方に、今後のインターフェロン治療の希望の有

無についてお尋ねします。 

1 インターフェロン治療を受けてみたい 

2 わからない 

3  インターフェロン治療は受けたくない 

受けたくない理由を、かっこの中にお書きください。 

 

 

 

 

 

Ｂ型肝炎の方に、バラクルード、ゼフィックス、ヘプセラなどの抗ウイルス薬についてお尋

ねします。 

C-9 抗ウイルス薬についてお尋ねします。 

1 現在、抗ウイルス薬を服用している 

2 現在、抗ウイルス薬を服用していない 

 

C-10 現在、抗ウイルス薬を服用している方に、主治医からの治療効果についての説明の有

無についてお尋ねします。 

1 「抗ウイルス薬の治療効果は良い」と主治医から説明を受けている 

2 「抗ウイルス薬の治療効果には問題がある」と主治医から説明を受けている 

3 主治医から説明を受けていない 

4 わからない 
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Ｄ．肝硬変と診断された方にお尋ねします。 

該当しない方は、Ｅに進んでください。 

 

D-1 吐血したことがありますか。 

1 ある        2 ない        3 わからない 

 

D-2 食道静脈瘤に対する内視鏡（胃カメラ）治療（食道静脈瘤結紮術：ＥＶＬ、食道静脈瘤

硬化療法：ＥＩＳ）を受けたことがありますか。 

1 ある        2 ない        3 わからない 

 

D-3 肝硬変が原因でお腹に水（腹水）が溜まっていると言われたことがありますか。 

1 ある        2 ない         3 わからない 

 

D-4 お腹に水（腹水）が溜まっていると言われたことがある方にお尋ねします。 

治療として、お腹の水（腹水）を針を刺して抜き取った経験をお持ちですか。 

1 ある        2 ない         3 わからない 

 

D-5 肝性脳症（肝臓の状態がよくないことが原因で脳の機能が一時的に低下した状態）で、

意識をなくしたことがありますか。 

1 ある        2 ない         3 わからない 

 

D-6 足元がふらついて一人で歩くことができないことや、人からの介助がないと歩くことが

できないことが、この１ヶ月間にどの程度ありましたか。 

1 常時あった    2  １日に１回程度   3 週１回程度    

4 月に１回程度   5 全くなかった     6 わからない 

 

D-7 腹水、黄疸などの身体症状を伴う肝硬変の患者さんや、肝臓移植を受けられた患者さん

では、一定の条件の下、平成 22 年 4 月から身体障害者手帳の交付を受けられるように

なっていますが、このことをご存知ですか？ 

1 知らなかった  2 知っている 
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D-8 肝臓病患者さんの身体障害者手帳の交付について知っている方（D-7 の質問で 2 を選択

した方）にお尋ねします。 

現在、肝臓機能障害による身体障害者手帳をお持ちですか。 

1 持っている 

2 持っていない 

 

D-9 現在、肝臓機能障害による身体障害者手帳をもっていない方（D-8 の質問で 2 を選択し

た方）にお尋ねします。その理由をお教えください。 

1 申請したが、非該当だった 

2 申請しようとしたが、医師から無理だと説明されたため断念した 

3  2以外の理由により、申請しなかった 

4  申請中 

 

D-10 肝臓機能障害による身体障害者手帳をお持ちの方（D-8の質問で 1を選択した方）にお

尋ねします。 

身体障害者手帳に記載されている等級をお答えください。 

1 １級 

2 ２級 

3 ３級 

4  ４級 
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Ｅ．肝がんと診断された方にお尋ねします。 

該当しない方は、～休憩コーナー～に進んでください。 

 

E-1 今まで受けた肝がんの治療法について、あてはまる番号すべてに○をつけてください。 

1  外科手術 

2 ラジオ波治療 

3 エタノール注入治療 

4 血管造影下治療 

5 放射線治療 

6 抗がん剤治療（飲み薬での治療） 

7 その他（                        ） 

 

E-2 肝がんの治療を受けていやだと思った理由について、あてはまる番号すべてに○をつけ

てください。 

1  治療は痛みを伴うから 

2 治療後の吐き気が強いから   

3  治療後発熱を伴うから 

4 治療を受けるたびに体が弱っていくことを実感するから 

5 体調が戻らないから 

6 治療を受ける前の生活に戻れないから 

7 その他（                        ） 

 

E-3 肝がんの治療のために今までに入院した回数は、およそ何回ですか。 

1  1回   2  2回   3  3回   4  4回   5  5回以上 

 

E-4 肝がんと診断されてから何年が経過しましたか。 

1 1年未満  2 1～3年未満  3 3～5年未満  4 5～10年未満  5 10年以上 
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～ 休憩コーナー ～ 

 

 

今まで、アンケートに答えていただき有難うございます。ここでひと休みして、

私からの４つの質問について、しばらく考えてみてください。 

 

 

質問 1．皆さんは（無病息災）という言葉をご存知でしょうか？ 

（無病息災）について辞書を引いて調べてみると、病気せず、健康であること。元

気なこと。「無病」は病気にかかっていないこと。と書かれてあります。「息」はや

める、防ぐ意。「息災」とはもとは仏の力によって災害・病気など災いを除く意味

で、それが転じて、健康で元気な様を言います。 

 

質問 2．無病息災に似た言葉で、（一病息災）という言葉をご存知でしょうか？  

（広辞苑）によると、（一病息災）とは、持病が一つくらいある方が、無病の人よ

りも健康に注意し、かえって長生きであるということ、と書かれてあります。 

健康は、人間の幸せの中で、大きいものの一つです。健康だから得られる幸せも

たくさんあります。しかし、残念なことに、健康である多くの方の中で、健康のあ

りがたさ、幸せを実感している方は少ないかと思います。健康にあまり注意しない

で生活している人もたくさんいます。健康のありがたさ、大切さとは、失ってみて

はじめて、その大きさに気づくものです。 

しかし、肝臓病の患者さんは、肝臓病であることを自覚して、毎日、慎ましく規

則正しい生活をされ、節制されている方が多いと思います。さらに病院に定期的に

通院されて治療も受けられている。健康であることの大切さを皆さんは実感されて

いると思います。 
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質問 3．平安時代から続いてきた日本の食習慣である「七草がゆ」。新年が明けて

１月７日には、春の七草を摘み、お粥にして食べることで、一年間の（無病息災）

を願う、という意味が込められています。では、春の七草の種類をご存知ですか？ 

その答えは、（せり なずな ごぎょう はこ(く)べら ほとけのざ すずな 

すずしろ）です。 

 

質問 4．では、秋の七草の種類まで、ご存知でしょうか？ 

その答えは（おみなえし、ススキ、ききょう、なでしこ、ふじばかま、くず、は

ぎ）です。花の頭文字をとって（おすきなふくは）と覚えるそうです。 

ちなみに、秋になると道端で風になびく（ススキ）をよくみかけ、一見寂しそう

な風情をかもし出していますが、（ススキの花言葉）は（心が通じる）だそうです。 

医者と患者との関係も（ススキの花言葉）のようでありたいと願っています。 
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Ｆ．あなたの日常生活や仕事の状況などについて、お尋ねします。 

 

F-1  同居している方々は、あなたが肝臓病であることをご存知ですか。 

1 全員に良く知って貰っている 

2 一部の人が知っている 

    3 全員知らないと思う 

 

F-2  同居している方々は、あなたの肝臓病に理解を示していますか。 

    1 良く理解していると思う    2 おおよそ理解していると思う 

    3 理解していないと思う     4 全く理解していないと思う 

 

F-3  病気のことで、あなたが最も気軽に相談できる方はどなたですか。 

1 家族・親族  2 知人・友人     3 近所の人   4 職場の同僚 

5 患者会の方々（肝臓友の会など）   6 医師      7 看護師 

8 患者仲間（インターネットも含む） 9 相談できる人がいない 

10 その他（                              ） 

 

F-4  あなたの主治医は、あなたの質問に親切に答えてくれていますか。 

1 良く答えてくれている    2 まあ答えてくれている    

3 あまり答えてくれていない  4 まったく答えてくれていない 

 

F-5  あなたの日常の生活状況について教えてください。 

1 一人で自由に外出が出来る 

2 一人で外出は出来るが困難を伴う 

3 一人では外出できず介助が必要である 

 

F-6 病気が、仕事や家事に与えた影響の度合いについてお聞かせ下さい。 

1 病気にかかる前と同様に仕事や家事を続けている 

2 病気のために仕事や家事の時間を減らしたり、仕事や家事の種類、内容を変更し

たりした 

3 病気のために仕事や家事を辞めた 

4 その他 
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F-7 仕事をお持ちの方にお尋ねします。職場の方々には、あなたの病気のことを知らせてい

ますか。 

1 知らせている            2 知らせていない 
 

F-8 仕事をお持ちの方にお尋ねします。職場の方々は、あなたの病気に理解を示してくれて

いますか。 

1 良く理解してくれている  2 一応、理解してくれている 

3 あまり理解してくれない  4 全く理解してくれない 
 

F-9 仕事をお持ちの方にお尋ねします。仕事をしながらの肝臓病治療は負担に感じますか。 

1 全く感じない            2 少し負担に感じる   

3 かなり負担に感じる       4 大変負担に感じる 
 

F-10 家事をしながらの肝臓病治療は負担に感じますか 

1 全く感じない            2 少し負担に感じる   

3 かなり負担に感じる       4 大変負担に感じる 
 

F-11 日常生活で、肝臓病を患っていることによる悩みやストレスはありますか。 

1  ある           2  ない         2 に○をつけた方は F-14に 

 進んでください 
 

F-12 悩みやストレスの原因について、下表であてはまる番号すべてに〇をつけてください。 

また、その中で最も気になる原因の番号を表下の番号記入欄に記入してください。 

1  家族との人間関係           12  妊娠・出産 

2  家族以外との人間関係         13  育児 

3  恋愛・性に関すること         14  家事  

4  結婚                 15  自分の学業・受験・進学 

5  離婚                 16  子供の教育  

6  いじめ、セクシャル・ハラースメント  17  自分の仕事      

7  生きがいに関すること         18  家族の仕事 

8  自由にできる時間の不足        19  住まいや生活環境 

9  収入・家計・借金等          20  その他 

10  自分の病気や介護             （          ） 

11  家族の病気や介護           21  わからない 

最も気になる原因の番号記入欄          番 
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F-13 悩みやストレスの相談状況について、下表であてはまる番号すべてに〇をつけてくだ

さい。 

 また、質問 F-12の最も気になる原因についての相談の場合あてはまる番号のうち、主

なものを 2つまで表下の番号記入欄に記入してください。 

1 家族に相談している 7 病院・診療所の看護師に相談している 

2 友人・知人に相談している 8 患者どうしでインターネットを利用 

3  職場の上司、学校の先生に相談 して相談している 

している 9 01～08以外で相談している 

4 保健所・福祉事務所などの公的機関 （職場の相談窓口等） 

の相談窓口を利用している 10 相談したいが誰にも相談できない 

(電話・インターネット等での相談含む) でいる 

5 患者会の電話相談を利用している 11  相談したいが相談先がわからない 

6 病院・診療所の医師に相談している 12  相談する必要がない 

    最も気になる原因の相談状況の番号記入欄        番と     番 

 

F-14 肝炎の助成制度（インターフェロン治療ないしＢ型肝炎抗ウイルス薬（核酸アナログ

製剤治療））を受けたことがありますか。受けたことがある方は、１～３に○をつけ、

１ヶ月あたりの自己負担額の上限額を教えてください。 

1  1万円  2  2万円  3 その他（     ） 

 

F-15 生活保護は受けていますか。 

1  受けている  2  受けていない 

 

F-16 あなたの加入している医療保険はどれですか。 

1  国民健康保険   2  被雇用者保険（協会けんぽ、組合健保、共済組合等）  

3  後期高齢者医療制度（長寿医療制度）  4  その他 

 

F-17 年金を受給されていますか。 

1 はい    2 いいえ 

 

F-18 年金を受給されている方にお尋ねします。年金の種類について、あてはまるすべて

の番号に○をつけてください。 

1 国民年金  2 厚生年金  3 共済年金  4 遺族年金  5 その他 
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F-19 あなたが受けた教育の状況について教えてください。「在学中」の方はその学校につい

て、「卒業」された方は最終卒業学校について、それぞれ○をつけてください。 

1 在学中 1 小学・中学 2 高校・旧制中学 

 

2 卒業 3 専門学校 4 短大・高専 

  

5 大学 6 大学院 

 

 

 

 

 

 

 

F-20 あなたの仕事内容について教えてください。 

1  無職     2 会社員        3 公務員    4 自営業     

5 派遣社員   6 パート・アルバイト  7 その他 

 

F-21 現在、会社員・公務員の方は、現時点までの合計の勤続年数を教えてください。 

    年 

 

F-22 現在は退職し、かつて会社員・公務員だった方は、過去の合計の勤続年数を教えてく

ださい。 

    年 
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Ｇ．さいごに、あなたのお考えをお聞かせください。 

 

G-1 国（厚生労働省）の「肝炎対策の推進」で重要と思われるものを３つ選び、番号に○を

つけてください。下欄カッコの中に、重要と思う順に１位～３位の番号を記入してくだ

さい。 

1 肝炎患者（肝硬変・肝がん患者を含む）の医療費・生活支援 

2 肝炎などの治療薬、治療方法などの開発、保険認可 

3 肝炎相談窓口の充実 

4 ウイルス検査の受診率向上 

5 患者に対しての市町村などの保健指導 

6 専門医療機関とかかりつけ医との連携 

7 その他（                          ） 

  

第１位（    ） 第２位（    ） 第３位（    ） 
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G-2 ご自分の肝臓病に関連しての悩みや、希望されることなどについて自由にお書きくださ

い。 
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ご協力ありがとうございました。 
 

 

 

本調査票は同封の返信用封筒に入れて、平成２４年７月３１日 

（当日消印有効）までに、本調査用紙および返信用封筒にも 

無記名の状態で郵送をお願いします。 

 



～肝臓病患者さんの病態と生活に関するアンケート調査～ 
集計結果、全体像 

A.患者基本情報に関する質問 

B.病気の状態に関する質問 

C.ウイルス肝炎患者（C型肝炎、B型肝炎）を対象とした質問 

D.肝硬変患者を対象とした質問 

E.肝癌患者を対象とした質問 

F.日常生活、仕事に関する質問 

G.肝炎対策、自由記述 



A-1  あなたの現在のお住まいを教えてください。(N=6331) 

N=6331 1999 

1487 

1168 

816 810 

51 

31.6%  23.5%  18.4%  12.9%  12.8%  0.8%  

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 
人 



A-2 あなたの出生年月を教えてください 
（年代別集計） 

11 137 202 
343 

500 

222 
42 2 19 

9 54 

162 

473 

1080 

1396 

374 
13 40 

12 32 
77 

185 

436 383 

98 

5 24 

年代 B型 C型 
B/C 
以外 

総計 

20代以下 11 9 12 32 

30代 137 54 32 223 

40代 202 162 77 441 

50代 343 473 185 1001 

60代 500 1080 436 2016 

70代 222 1396 383 2001 

80代 42 374 98 514 

90代 2 13 5 20 

無回答 19 40 24 83 

総計 1478 3601 1252 6331 



A-2 あなたの出生年月を教えてください 

2
0
代
以
下

 

3
0
代

 

4
0
代

 

5
0
代

 

6
0
代

 

7
0
代

 

8
0
代

 

9
0
代

 

無
回
答

 

11人 

137人 

202人 

343人 

500人 

222人 

42人 
2人 19人 

 B型 （N=1478） 

2
0
代

以
下

 

3
0
代

 

4
0
代

 

5
0
代

 

6
0
代

 

7
0
代

 

8
0
代

 

9
0
代

 

無
回
答

 

9人 54人 
162人 

473人 

1080人 

1396人 

374人 

13人 40人 

 C型 （N=3601） 

2
0
代
以
下

 

3
0
代

 

4
0
代

 

5
0
代

 

6
0
代

 

7
0
代

 

8
0
代

 

9
0
代

 

無
回
答

 

12人 32人 
77人 

185人 

436人 
383人 

98人 

5人 24人 

 B/C以外 （N=1252） 



A-3 あなたの性別を教えてください 

１．男性 ２．女性 無回答 総計 

2818 
(44.5%) 

3465 
(54.7%) 

48 
(0.8%) 

6331 

１．男性 ２．女性 無回答 

2818 

3465 

48 



A-4 あなたの身長と体重を教えて下さい 
（身長） 

身長 回答数 頻度 
頻度 

（有効回答のみ） 

130cm未満 2 0.0 0.0 

130cm台 36 0.6 0.6 

140cm台 775 12.2 12.4 

150cm台 2410 38.1 38.6 

160cm台 1992 31.5 31.9 

170cm台 946 14.9 15.2 

180cm以上 79 1.2 1.3 

無回答 91 1.4 

総計 6331 100.0 100.0 2 36 

775 

2410 

1992 

946 

79 



A-4 あなたの身長と体重を教えて下さい 
（体重） 

体重 回答数 頻度 頻度 
（有効回答のみ） 

40kg未満 119 1.9 1.9 

40kg台 1272 20.1 20.5 

50kg台 2217 35.0 35.7 

60kg台 1634 25.8 26.3 

70kg台 713 11.3 11.5 

80kg台 194 3.1 3.1 

90kg台 47 0.7 0.8 

100kg以上 21 0.3 0.3 

無回答 114 1.8 

総計 6331 100.0 100.0 119 

1272 

2217 

1634 

713 

194 
47 21 



 A-5 配偶者はいますか 
（事実上夫婦として生活している場合も含む） 

4597 

460 
778 

403 
4 

選択項目 回答数 頻度 頻度           
（有効回答のみ） 

1.配偶者がいる 4597 72.6 73.7  

2.未婚 460 7.3 7.4  

3.死別 778 12.3 12.5  

4.離別 403 6.4 6.5  

不明 4 0.1 

無回答 89 1.4 

 合計 6331 100.0 100.0 



A-6 あなたは現在どなたと一緒に住んでいますか 

選択項目 回答数 頻度 
頻度      

（有効回答のみ） 

1.ひとり住まい 896 14.2 14.8  

2.家族・親族と同居 5086 80.3 84.1  

3.友人・知人と同居 30 0.5 0.5  

4.施設に入居 14 0.2 0.2  

5.その他 21 0.3 0.3  

6.不明 2 0.0 

7.無回答 282 4.5   

 合計 6331 100.0  100.0 

896 

5086 

30 14 21 2 



0～9人、 
5188人、 

95.5% 

無回答、 
247人、 

4.5% 

A-7-1 ふだん一緒にお住まいで生計をともにしている方（世帯員）はあなたを
含めて何人ですか 

（A-6で1のひとり住まいと答えた方896人を除く5435人を対象） 

選択項目 回答数 頻度 

0～9人 5188 95.5 

無回答 247 4.5 

合計 5435 100.0 



A-7-2 A-7-1の0~9人と回答された方5188人の内、世帯員の中で収入のある
方は何人ですか 

0～6人、 
4577人、 

88% 

無回答、 
611人、 

12% 

選択項目 回答数 頻度 

0～6人 4577 88.2 

無回答 611 11.8 

5188 100.0 



A-8 あなたの世帯には18歳未満の方はいますか 

選択項目 回答数 頻度 頻度          
（有効回答のみ） 

1.いる 851 13.4 15.8  

2.いない 4528 71.5 84.2  

不明 0 0.0   

無回答 952 15.0   

 合計 6331 100.0 100 .0 

1.いる 2.いない 

851 

4528 



A-9 あなたの世帯は65歳以上の方のみですか 

1.はい 2.いいえ 

1698 

3677 
選択項

目 
回答数 頻度 頻度          

（有効回答のみ） 

1.はい 1698 26.8 31.6  

2.いいえ 3677 58.1 68.4  

不明 0 0.0   

無回答 956 15.1   

 合計 6331 100.0 100 .0 



A-10 あなたの家族の中で日常的に介護が必要な方はどなたですか 

選択項目 回答数 頻度 頻度          
（有効回答のみ） 

1.本人 335 5.3 5.6  

2.家族 572 9.0 9.6  

3.いない 5059 79.9 84.8  

不明 17 0.3   

無回答 348 5.5   
 合計 6331 100.0 100.0  

335 572 

5059 

17 



A-10-1 介護が必要な状況をお答え下さい 

368 

723 

0 

選択項目 回答数 頻度 頻度 
（有効回答のみ） 

1.常時必要 368 5.8 33.7  

2.たまに必要 723 11.4 66.3  

不明 0 0.0   
無回答 5240 82.8   
 合計 6331 100.0 100 .0 



A-11 現在お住まいの住居について教えて下さい 

選択項目 回答数 頻度 
頻度          

（有効回答の
み） 

1.持ち家 4989 78.8 80.1  

2.民間・公営 
賃貸住宅 

972 15.4 15.6  

3.社宅・公務員 
住宅 

60 0.9 1.0  

4.間借り 79 1.2 1.3  

5.その他 128 2.0 2.1  

不明 4 0.1   

無回答 99 1.6   

 合計 6331 100.0 100.0 

4989 

972 

60 79 128 4 



A-12 あなたの世帯で車をお持ちですか 

選択項目 回答数 頻度 頻度          
（有効回答のみ） 

1.持っている 4895 77.3 78.6  

2.持っていない 1335 21.1 21.4  

不明 0 0.0   

無回答 101 1.6   

 合計 6331 100.0 100.0  

4895 

1335 

0 



A-13 あなたは世帯主または世帯を代表する方ですか 

選択項目 回答数 頻度 頻度          
（有効回答のみ） 

1.はい 3732 58.9 59.7  

2.いいえ 2515 39.7 40.3  

不明 0 0.0   

無回答 84 1.3   

 合計 6331 100.0 100.0 

1.はい 2.いいえ 3.不明 

3732 

2515 

0 



A-14 現在の暮らしの状況を総合的にみてどう感じていますか 

選択項目 回答数 頻度 頻度          
（有効回答のみ） 

１．大変苦しい 573 9.1 9.2  

２．やや苦しい 1570 24.8 25.3  

３．普通 3450 54.5 55.5  

４．ややゆとりがある 551 8.7 8.9  

５．大変ゆとりがある 70 1.1 1.1  

不明 6 0.1   

無回答 111 1.8   
 合計 6331 100.0 100.0 

573 

1570 

3450 

551 

70 6 



A-15 あなたの世帯の平成23年（平成23年1月1日～12月31日）の所得額は 
どのくらいでしたか 

選択項目 回答数 頻度 頻度          
（有効回答のみ） 

１．100万円未満 533 8.4 9.1  
２．100～300万円未満 2403 38.0 40.9  
３．300～600万円未満 1754 27.7 29.9  
４．600～1000万円未満 648 10.2 11.0  
５．1000万円以上 244 3.9 4.2  
６．答えたくない 289 4.6 4.9  

不明 4 0.1 

無回答 456 7.2 

 合計 6331 100.0 100.0 

533 

2403 

1754 

648 

244 289 

4 



B-1-1 あなたの病名は何と言われていますか 

選択項目 回答数 

１．慢性肝炎 3225 
２．肝硬変 1043 
３．肝癌 643 
４．キャリアー 626 
５．脂肪肝 483 
６．その他 740 

不明 4 
無回答 236 

 合計 7000 

3225 

1043 

643 626 
483 

740 

4 



B-1-S あなたの病名は何と言われていますか 
(重複分を不明回答とした場合） 

選択項目 回答数 頻度 頻度          
（有効回答のみ） 

１．慢性肝炎 2861 45.2 52.0  
２．肝硬変 753 11.9 13.7  
３．肝癌 368 5.8 6.7  
４．キャリアー 503 7.9 9.1  
５．脂肪肝 340 5.4 6.2  
６．その他 681 10.8 12.4  

不明 589 9.3 

無回答 236 3.7   

 合計 6331 100.0 100.0  

2861 

753 

368 
503 

340 

681 589 



B-1-C あなたの病名は何と言われていますか 
（重複回答の場合の優先順位を3,2,1,5,7,8,6,4とし、7,8は6その他の回答から切り出し、残りを6とした） 

選択項目 回答数 頻度 頻度          
（有効回答のみ） 

１．慢性肝炎 3027 47.8 49.7  
２．肝硬変 857 13.5 14.1  
３．肝癌 643 10.2 10.6  
４．キャリアー 503 7.9 8.3  
５．脂肪肝 389 6.1 6.4  
６．その他 370 5.8 6.1  
７．PBC 182 2.9 3.0  
８．AIH 120 1.9 2.0  

不明 0 0.0 

無回答 240 3.8 

 合計 6331 100.0 100.0  

3027 

857 
643 

503 
389 370 

182 120 
0 



B-1-2C あなたの肝臓病の原因は何と言われていますか 
（1-4、2-4、3-4、1-2の重複回答は１，２，３,１とした場合） 

選択項目 回答数 頻度 
頻度          

（有効回答
のみ） 

１．B型ウィルス感染 1500 23.7 24.3  

２．C型ウィルス感染 3539 55.9 57.3  

３．生活習慣 （食事・飲酒） 569 9.0 9.2  

４．その他 563 8.9 9.1  
不明 1 0.0   

無回答 159 2.5   
 合計 6331 100.0 100.0  

1500 

3539 

569 563 

1 



B-1-3 肝臓病とわかってから何年経ちましたか 

選択項目 回答数 頻度 頻度          
（有効回答のみ） 

１．5年未満 1092 17.2 17.8  

２．5年以上 866 13.7 14.1  

３．10年以上 1870 29.5 30.5  

４．20年以上 1559 24.6 25.4  

５．30年以上 741 11.7 12.1  
不明 9 0.1   

無回答 194 3.1 

 合計 6331 100.0 100.0 

1092 

866 

1870 

1559 

741 

9 



B-1-4 今までに受けていた治療についてあてはまる番号すべてに 
○をつけて下さい。 

選択項目 回答数 

１．ウルソ 3061 

２．強力ミノファーゲン 1077 

３．インターフェロン 2595 

４．抗ウィルス剤 
（ﾊﾞﾗｸﾙｰﾄﾞ、ﾍﾌﾟｾﾗ、ｾﾞﾌｨｯｸｽ等） 

944 

５．小柴胡湯等の漢方薬 492 

６．瀉血療法 111 

７．リーバクト 290 

８．がん治療 611 

９．肝移植 12 

１０．その他 446 

不明 0 
無回答 989 

 合計 10628 

3061 

1077 

2595 

944 

492 

111 
290 

611 

12 

446 

0 



B-1-5 今の体の状態についてあてはまる番号全てに○をつけてください 

選択項目 回答数 

１．体がだるい 1955 

２．食欲が無い 437 

３．夜、良く眠れない 1448 

４．体がかゆい 1659 

５．喉が渇く 1101 

６．お腹が痛む 219 

７．お腹が張る 674 

８．足が浮腫む 1200 

９．手がよく震える 359 

１０．手足がつる 1690 

１１．一人では歩けない 56 

１２．息が苦しい 269 

１３．黄疸がある（目が黄色い） 80 

１４．手足の皮膚に自然と出血
した跡がでる 

616 

１５．手が紅いと主治医から言
われている 

250 

１６．その他 373 

不明 3 

無回答 1693 

 合計 14082 

1955 

437 

1448 

1659 

1101 

219 

674 

1200 

359 

1690 

56 

269 

80 

616 

250 

373 

3 



B-2-1 歩いて移動するとき、どの程度不便を感じていますか 

選択項目 回答数 頻度 頻度          
（有効回答のみ） 

１．不便ではない 4528 71.5 74.1  

２．少し不便 978 15.4 16.0  

３．中程度 277 4.4 4.5  

４．かなり不便 205 3.2 3.4  

５．歩き回る事が 
できない 

125 2.0 2.0  

不明 36 0.6 

無回答 182 2.9 

 合計 6331 100.0 100.0 

4528 

978 

277 205 125 36 



B-2-2 自分で身体を洗ったり着替えたりするなど、身の回りの事をするのに
どの程度問題がありますか 

選択項目 回答数 頻度 頻度          
（有効回答のみ） 

１．問題は無い 5547 87.6 88.8  

２．少しある 460 7.3 7.4  

３．中程度 136 2.1 2.2  

４．かなりある 72 1.1 1.2  
５．身の回りの事が出

来ない 
29 0.5 0.5  

不明 6 0.1   

無回答 81 1.3   

 合計 6331 100.0 100.0  

5547 

460 
136 72 29 6 



B-2-3 普段の活動（仕事、勉強、余暇活動など）を行うのに、どの程度問題
がありますか 

選択項目 回答数 頻度 頻度          
（有効回答のみ） 

１．問題は無い 4232 66.8 68.4  

２．少しある 1324 20.9 21.4  

３．中程度 321 5.1 5.2  

４．かなりある 192 3.0 3.1  

５．活動できない 118 1.9 1.9  
不明 9 0.1   

無回答 135 2.1 
 合計 6331 100.0 100.0  

4232 

1324 

321 192 118 9 



B-2-4 痛みや不快感はどの程度ありますか 

選択項目 回答数 頻度 
頻度          

（有効回答のみ） 

 

１．ない 4156 65.6 67.2  
２．少しある 1514 23.9 24.5  
３．中程度 299 4.7 4.8  

４．かなりある 171 2.7 2.8  
５．極度の痛みや 
不快感がある 

44 0.7 0.7  

不明 5 0.1 
無回答 142 2.2 
 合計 6331 100.0 100.0  

4156 

1514 

299 171 44 5 



B-2-5 不安やふさぎ込みはどの程度ありますか 

選択項目 回答数 頻度 頻度          
（有効回答のみ） 

１．ない 3249 51.3 52.3  

２．少しある 2294 36.2 37.0  

３．中程度 390 6.2 6.3  

４．かなりある 227 3.6 3.7  
５．極度の不安や
ふさぎ込みがある 

48 0.8 0.8  

不明 12 0.2   

無回答 111 1.8   

 合計 6331 100.0 100.0  

3249 

2294 

390 227 48 12 



B-3-1 血小板の数はいくらですか 

選択項目 回答数 頻度 頻度          
（有効回答のみ） 

１．10万未満 1079 17.0 19.8  

２．10万～15万未満 1089 17.2 20.0  

３．15万～20万未満 931 14.7 17.1  

４．20万以上 802 12.7 14.7  

５．わからない 1542 24.4 28.3  

不明 12 0.2   
無回答 876 13.8   

 合計 6331 100.0 100.0  

1079 1089 
931 

802 

1542 

12 



B-3-2 AFP（ｱﾙﾌｧﾌｪﾄﾌﾟﾛﾃｲﾝ）の値はいくらですか 

選択項目 回答数 頻度 頻度          
（有効回答のみ） 

１．6未満 2393 37.8 46.1  

２．6～20未満 738 11.7 14.2  

３．20以上 269 4.2 5.2  

４．わからない 1787 28.2 34.5  

不明 7 0.1   

無回答 1137 18.0   
 合計 6331 100.0 100.0  

2393 

738 

269 

1787 

7 



B-3-3 Alb（ｱﾙﾌﾞﾐﾝ）の値はいくらですか 

選択項目 回答数 頻度 頻度          
（有効回答のみ） 

１．4.0g/dl以上 2904 45.9 53.8  

２．3.5g/dl以上4.0g/dl未満 834 13.2 15.4  

３．3.0g/dl以上3.5g/dl未満 235 3.7 4.4  

４．3.0g/dl未満 136 2.1 2.5  

５．わからない 1292 20.4 23.9  

不明 6 0.1 

無回答 924 14.6 
 合計 6331 100.0 100.0  

2904 

834 

235 136 

1292 

6 



B-4-1 最近１年間で何回入院しましたか 

選択項目 回答数 頻度 頻度          
（有効回答のみ） 

１．過去１年間は入院
していない 4281 67.6 74.0  

２．過去１年間に1回入
院した 945 14.9 16.3  

３．過去1年間に2回入
院した 357 5.6 6.2  

４．過去１年間に3回以
上入院した 204 3.2 3.5  

不明 4 0.1   
無回答 540 8.5 

 合計 6331 100.0 100.0  

4281 

945 

357 204 
4 



B-4-2 最近１年間はどれくらいの通院頻度でしたか 

選択項目 回答数 頻度 頻度          
（有効回答のみ） 

１．1週間に1回程度 576 9.1 9.7  
２．2週間に1回程度 234 3.7 3.9  
３．1ヶ月に1回程度 1342 21.2 22.6  
４．2ヶ月に1回程度 1368 21.6 23.0  
５．3ヶ月に1回程度 1670 26.4 28.1  
６．半年に1回程度 578 9.1 9.7  
７．1年に1回程度 65 1.0 1.1  
８．それ以外 116 1.8 1.9  
不明 144 2.3 

無回答 238 3.8   

 合計 6331 100.0 100.0  

576 

234 

1342 1368 

1670 

578 

65 116 144 



B-4-3 肝臓病の治療の為に最近1ヶ月で病院に支払った医療費（診察・検査・薬） 
及び交通費の総額はおよそいくらでしたか 

選択項目 回答数 頻度 頻度          
（有効回答のみ） 

１．5千円未満 1934 30.5 33.6  

２．5千円～1万円
未満 

1997 31.5 34.7  

３．1～3万円未満 1412 22.3 24.5  

４．3～5万円未満 166 2.6 2.9  

５．5万円以上 248 3.9 4.3  

不明 12 0.2   
無回答 562 8.9   
 合計 6331 100.0 100.0  

1934 1997 

1412 

166 248 
12 



B-4-4 肝臓病治療の為に最近1年間で支払った医療費の総額はいくらですか 

選択項目 回答数 頻度 頻度          
（有効回答のみ） 

１．10万円未満 3758 59.4 68.3  
２．10～20万円未満 1055 16.7 19.2  
３．20～30万円未満 318 5.0 5.8  
４．30～50万円未満 220 3.5 4.0  
５．50～100万円未満 123 1.9 2.2  
６．100万円以上 32 0.5 0.6  
不明 3 0.0   
無回答 822 13.0   

 合計 6331 100.0 100.0  

3758 

1055 

318 220 123 32 3 



B-4-5 1回の通院にかかる時間（片道）はどのくらいですか 

選択項目 回答数 頻度 頻度          
（有効回答のみ） 

１．1時間未満 4965 78.4 80.5  
２．1～2時間 

未満 
959 15.1 15.6  

３．4～6時間 
未満 

160 2.5 2.6  

４．6時間以上 80 1.3 1.3  
不明 15 0.2   

無回答 152 2.4   

 合計 6331 100.0 100.0  

4965 

959 

160 80 15 



B-4-6 1回の受診で受付から会計を済ませるまでの病院での拘束時間はど
のくらいですか 

選択項目 回答数 頻度 頻度          
（有効回答のみ） 

１．2時間未満 2464 38.9 40.2  

２．2～4時間未満 3228 51.0 52.6  

３．4～6時間未満 421 6.6 6.9  

４．6時間以上 21 0.3 0.3  

不明 24 0.4   
無回答 173 2.7   

 合計 6331 100.0 100.0  

2464 

3228 

421 

21 24 



B-4-7 肝臓病以外に定期通院を必要とする様な病気が有る場合、その病名を
カッコの中に記入して下さい 

選択項目 回答数 

高血圧 737 
糖尿病 665 
心臓病 192 
眼科 188 

甲状腺 117 
脳梗塞 110 
皮膚科 48 

リュウマチ 40 
病気あり 2785 
不明 0 

無回答 3546 
 合計 8428 

737 665 

192 188 117 110 48 40 

2785 

0 



C-1 肝炎の感染経路について主治医からどのように説明を受けていますか 
（ウィルス性肝炎(C型=3601人/B型=1478人）の方にお尋ねしています） 

選択項目 回答数 頻度 

頻度          
（有効回答
のみ） 

 

１．手術（出産を含む）の輸
血・止血剤 

1021 20.1 22.9  

２．集団予防接種 378 7.4 8.5  

３．家族内感染（母子感染・
父子感染） 

587 11.6 13.2  

４．感染経路はわからない 1741 34.3 39.0  

５．説明を受けていない 570 11.2 12.8  

６．その他 166 3.3 3.7  
不明 259 5.1   
無回答 357 7.0 

 合計 5079 100.0 100.0  

1021 

378 

587 

1741 

570 

166 
259 



C-2 肝炎に感染していることで、差別を受けるなど嫌な思いをしたことがありますか 

選択項目 回答数 頻度 頻度          
（有効回答のみ） 

１．特に無い 4007 78.9 83.7  

２．嫌な思いを
したことが有る 

782 15.4 16.3  

不明 4 0.1   
無回答 286 5.6   
 合計 5079 100.0 100.0  

4007 

782 

4 



C-3 インターフェロン治療についてお尋ねします 
（C型肝炎と診断された方=3601人） 

選択項目 回答数 頻度 
頻度          

（有効回答のみ） 

 

１．インターフェロン治療
をしたことがある（現在治
療中の方も含みます） 

2407 66.8 71.0  

２．インターフェロン治療
をしたことはない 

968 26.9 28.5  

３．その他 17 0.5 0.5  
不明 1 0.0   

無回答 208 5.8   

 合計 3601 100.0 100.0  

１
．
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ロ
ン
治

療
を
し
た
こ
と
が
あ
る
（
現

在
治
療
中
の
方
も
含
み
ま
す

 

２
．
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ロ
ン
治

療
を
し
た
こ
と
は
な
い

 

３
．
そ
の
他

 

不
明

 

2407 

968 

17 1 



C-4 インターフェロン治療を受けたことがある方（2407人）にその時の 
副作用についてお尋ねします 

選択項目 回答数 頻度 頻度          
（有効回答のみ） 

１．薬の副作用は
きつかった 

1487 61.8 63.3  
２．薬の副作用は
それほどでもな

かった 
797 33.1 33.9  

３．その他 65 2.7 2.8  
不明 14 0.6   

無回答 44 1.8   

 合計 2407 100.0 100.0  

1487 

797 

65 14 



C-5 インターフェロン治療を受けたことがある方（2407人）に、現在の状態に
ついてお尋ねします 

選択項目 回答数 頻度 
頻度          

（有効回答 
のみ） 

１．過去のIFN治療によ
りウィルスが駆除 

  されたと説明されて
いる 

917 38.1 41.2  

２．過去にIFN治療を受
けたが、現在も 

  ウィルスが残ってい
ると説明されて 

  いる 

976 40.5 43.9  

３．現在IFN治療を受け
ている 

265 11.0 11.9  

４．その他 67 2.8 3.0  

不明 108 4.5   

無回答 74 3.1 

 合計 2407 100.0 100.0  

１．過去のIFN治療によりウィル

スが駆除されたと説明されてい

る 

２．過去にIFN治療を受けたが、

現在もウィルスが残っていると

説明されている 

３．現在IFN治療を受けている 

４．その他 

不明 

917 

976 

265 

67 

108 



C-6 インターフェロン治療によりウィルスが駆除されたと説明されている方（917人）に、
インターフェロン治療についてお尋ねします 

選択項目 
回答
数 

頻度 頻度          
（有効回答のみ） 

１．IFN治療に満足 
  している 

808 88.1 91.2  

２．IFN治療に満足 
  していない 

78 8.5 8.8  

不明 6 0.7   
無回答 25 2.7   
 合計 917 100.0 100.0  

808 

78 
6 



C-7 インターフェロン治療をしたが、現在もウィルスが残存していると説明さ
れている方（976人）に、新しい治療薬についてお尋ねします 

選択項目 回答数 頻度 
頻度          

（有効回答の
み） 

１．新しい治療薬がでた
ら、もう一度治療を受け

たい 
479 49.1 51.7  

２．新しい治療薬がでて
も、治療は受けたくない 

201 20.6 21.7  

３．わからない 247 25.3 26.6  
不明 6 0.6   

無回答 43 4.4   
 合計 976 100.0 100.0  

479 

201 
247 

6 



C-8 インターフェロン治療をしたことがない方（968人）に、今後のインター 
フェロン治療の希望の有無についてお尋ねします 

選択項目 回答数 頻度 頻度          
（有効回答のみ） 

１．インター
フェロン治療を
受けてみたい 

113 11.7 15.0  

２．わからない 330 34.1 43.7  

３．インター
フェロン治療
は受けたくな

い 

312 32.2 41.3  

不明 18 1.9 

無回答 195 20.1   

 合計 968 100.0 100.0  

113 

330 312 

18 



C-9 B型肝炎の方（1478人）に、ﾊﾞﾗｸﾙｰﾄﾞ、ｾﾞﾌｨｯｸｽ、ﾍﾌﾟｾﾗなどの 
抗ウィルス薬についてお尋ねします 

選択項目 回答数 頻度 
頻度          
（有効回答 
のみ） 

１．現在、抗ウィルス
薬を服用している 

856 57.9 61.6  

２．現在、抗ウィルス
薬を服用していない 

533 36.1 38.4  

不明 0 0.0   
無回答 89 6.0   
 合計 1478 100.0 100.0  

１．現在、抗ウィル

ス薬を服用してい

る 

２．現在、抗ウィル

ス薬を服用してい

ない 

不明 

856 

533 

0 



C-10 現在、抗ウィルス薬を服用している方（856人）に、主治医からの治療
効果についての説明の有無についてお尋ねします 

選択項目 回答数 頻度 
頻度          

（有効回答 
のみ） 

１．「抗ウィルス薬の
治療効果は良い」と
主治医から説明を

受けている 

771 90.1 92.7  

２．「抗ウィルス薬の
治療効果には問題
がある」と主治医か
ら説明を受けている 

15 1.8 1.8  

３．主治医から説明
を受けていない 

22 2.6 2.6  

４．わからない 24 2.8 2.9  

不明 6 0.7   

無回答 18 2.1   

 合計 856 100.0 100.0  

１．「抗ウィルス薬の治療効

果は良い」と主治医から説

明を受けている 

２．「抗ウィルス薬の治療効

果には問題がある」と主治

医からせつめいを受けて… 

３．主治医から説明を受け

ていない 

４．わからない 

不明 

771 

15 

22 

24 

6 



D-1 吐血したことがありますか 
（肝硬変と診断された方=1043人にお尋ねしています） 

選択項目 回答数 頻度 
頻度          

（有効回答 
のみ） 

１．ある 124 11.9 13.2  

２．ない 803 77.0 85.2  

３．わからない 15 1.4 1.6  

不明 1 0.1   
無回答 100 9.6   
 合計 1043 100.0 100.0  

124 

803 

15 1 



D-2 食道静脈瘤に対する内視鏡（胃カメラ）治療 
（食道静脈瘤結札紮術：EVL）を受けたことがありますか 

選択項目 回答数 頻度 頻度          
（有効回答のみ） 

１．ある 566 54.3 61.1  

２．ない 330 31.6 35.6  

３．わからない 30 2.9 3.2  

不明 0 0.0   

無回答 117 11.2   

 合計 1043 100.0 100.0  

566 

330 

30 0 



D-3 肝硬変が原因でお腹に水（腹水）が溜まっていると言われたことがありますか 

選択項目 回答数 頻度 頻度          
（有効回答のみ） 

１．ある 243 23.3 25.6  

２．ない 665 63.8 70.0  

３．わからない 42 4.0 4.4  

不明 1 0.1   

無回答 92 8.8   

 合計 1043 100.0 100.0  

243 

665 

42 
1 



D-4 お腹に水（腹水）が溜まっていると言われたことがある方（243人）にお尋ねします。
治療としてお腹の水（腹水）を針を刺して抜き取った経験をお持ちですか 

選択項目 回答数 頻度 頻度          
（有効回答のみ） 

１．ある 56 23.0 23.5  

２．ない 180 73.8 75.6  

３．わからない 1 0.8 0.8  

不明 0 0.0   

無回答 6 2.5   

 合計 243 100.0 100.0  

56 

180 

2 0 



D-5 肝性脳症（肝臓の状態が良くないことが原因で脳の機能が一時的に低下した状態）
で、意識をなくしたことがありますか 

選択項目 回答数 頻度 
頻度          

（有効回答のみ） 

 

１．ある 76 7.3 8.9  

２．ない 734 70.4 85.6  

３．わからない 47 4.5 5.5  

不明 0 0.0   

無回答 186 17.8   

 合計 1043 100.0 100.0  

76 

734 

47 0 



D-6 足元がふらついて一人で歩くことが出来ないことや、人からの介助がないと歩く
ことが出来ないことが、この１ヶ月間にどの程度ありありましたか 

（肝硬変と診断された方=1043人にお尋ねしています） 
 

選択項目 回答数 頻度 頻度          
（有効回答のみ） 

１．常時あった 40 3.8 4.5  
２．１日に1回程度 14 1.3 1.6  
３．週1回程度 19 1.8 2.2  

４．月に1回程度 40 3.8 4.5  

５．全くなかった 711 68.2 80.5  
６．わからない 59 5.7 6.7  

不明 2 0.2   
無回答 158 15.1   
 合計 1043 100.0 100.0  

40 14 19 40 

711 

59 
2 



D-7 腹水・黄疸などの身体症状を伴う肝硬変の患者さんや、肝移植を受けられ
た患者さんでは、平成22年4月から身体障害者手帳の交付を受けられるように

なっていますが、このことをご存知ですか 

選択項目 回答数 頻度 頻度          
（有効回答のみ） 

１．知らなかった 734 70.4 88.1  

２．知っている 99 9.5 11.9  

不明 0 0.0   

無回答 210 20.1   

 合計 1043 100.0 100.0  

734 

99 
0 



D-8 肝臓病患者さんの身体障害者手帳の交付について知っている方（99人）にお尋ねし
ます。現在、肝機能障害による身体障害者手帳をおもちですか 

選択項目 回答数 頻度 頻度          
（有効回答のみ） 

１．持っている 16 16.2 17.2  

２．持っていない 77 77.8 82.8  

不明 0 0.0   

無回答 6 6.1   

 合計 99 100.0 100.0  
16 

77 

0 



D-9 現在、肝機能障害による身体障害者手帳を持っていない方（77人）に
お尋ねします。その理由をお教え下さい 

選択項目 回答数 頻度 頻度          
（有効回答のみ） 

１．申請したが、非
該当だった 

11 14.3 19.3  

２．申請しようとした
が、医師から無理だ
と説明されたため断

念した 

16 20.8 28.1  

３．2以外の理由に
より申請しなかった 

30 39.0 52.6  

４．申請中 0 0.0 0.0  

不明 0 0.0 

無回答 20 26.0   

 合計 77 100.0 100.0  

１．申請したが、非

該当だった 

２．申請しようとした

が、医師から無理… 

３．2以外の理由に

より申請しなかった 

４．申請中 

不明 

11 

16 

30 

0 

0 



D-10 肝機能障害による身体障害者手帳をお持ちの方（16人）にお尋ねします。
身体障害者手帳に記載されている等級をお答え下さい 

選択項目 回答数 頻度 
頻度          

（有効回答の
み） 

１． 1級 5 31.3 41.7  

２． 2級 4 25.0 33.3  

３． 3級 2 12.5 16.7  

４． 4級 1 6.3 8.3  

不明 0 0.0   

無回答 4 25.0   

 合計 16 100.0 100.0  

１． 1級 ２． 2級 ３． 3級 ４． 4級 不明 

5 

4 

2 

1 

0 



E-1 今まで受けた肝癌の治療法について、あてはまる番号全てに○をつけて下さい。 
 （肝癌と診断された方＝643人にお尋ねしています） 

選択項目 回答数 

１．外科手術 266 

２．ラジオ波治療 330 

３．エタノール注入
治療 

151 

４．血管造影下治療 256 

５．放射線治療 37 

６．抗ガン剤治療 
  （飲み薬での治

療） 
81 

７．その他 41 

不明 0 

無回答 27 

 合計 1189 

１．外科手術 

２．ラジオ波治療 

３．エタノール注入治療 

４．血管造影下治療 

５．放射線治療 

６．抗ガン剤治療（飲み薬で

の治療） 

７．その他 

不明 

266 

330 

151 

256 

37 

81 

41 

0 



E-2 肝癌の治療を受けて嫌だと思った理由について、あてはまる番号全てに
○をつけて下さい 

選択項目 回答数 

１．治療は痛みを伴うから 211 

２．治療後の吐き気が強い
から 

70 

３．治療後発熱を伴うから 143 

４．治療を受ける度に体が
弱っていく事を実感するか

ら 
108 

５．体調が戻らないから 64 

６．治療を受ける前の生活
に戻れないから 

58 

７．その他 46 

不明 0 

無回答 259 
 合計 959 

１．治療は痛みを伴うから 

２．治療後の吐き気が強い

から 

３．治療後発熱を伴うから 

４．治療を受ける度に体が

弱っていく事を実感する… 

５．体調が戻らないから 

６．治療を受ける前の生活

に戻れないから 

７．その他 

不明 

211 

70 

143 

108 

64 

58 

46 

0 



E-3 肝癌治療の為に今までに入院した回数は、およそ何回ですか 
 

選択項目 回答数 頻度 頻度          
（有効回答のみ） 

１． 1回 170 26.4 27.7  

２． 2回 131 20.4 21.4  

３． 3回 92 14.3 15.0  

４． 4回 64 10.0 10.4  

５． 5回以上 156 24.3 25.4  

不明 1 0.2   

無回答 29 4.5   

 合計 643 100.0 100.0  

170 

131 

92 

64 

156 

1 



E-4 肝癌と診断されてから何年が経過しましたか 

選択項目 回答数 頻度 
頻度          

（有効回答の
み） 

１．1年以内 106 16.5 17.2  

２．1～3年
未満 

167 26.0 27.1  

３．3～5年
未満 

154 24.0 25.0  

４．5～10年
未満 

121 18.8 19.6  

５．10年以
上 

68 10.6 11.0  

不明 2 0.3   

無回答 25 3.9   

 合計 643 100.0 100.0  

１．1年以内 

２．1～3年未満 

３．3～5年未満 

４．5～10年未満 

５．10年以上 

不明 

106 

167 

154 

121 

68 

2 



F-1 同居している方々は、あなたが肝臓病であることをご存知ですか 

選択項目 回答数 頻度 

頻度          
（有効回答 

のみ） 

 

１．全員が良く知っ
て貰っている 

4738 74.8 85.7  

２．一部の人が
知っている 

643 10.2 11.6  

３．全員知らないと
思う 

149 2.4 2.7  

不明 1 0.0   

無回答 800 12.6   

 合計 6331 100.0 100.0  

１．全員が良

く知って貰っ

ている 

２．一部の人

が知っている 

３．全員知ら

ないと思う 

不明 

4738 

643 

149 

1 



F-2 同居している方々は、あなたの肝臓病に理解を示していますか 

選択項目 回答数 頻度 
頻度          
（有効回答 
のみ） 

 

１．良く理解してい
ると思う 

2972 46.9 54.3  

２．おおよそ理解し
ていると思う 

2108 33.3 38.5  

３．理解していない
と思う 

303 4.8 5.5  

４．全く理解してい
ないと思う 

93 1.5 1.7  

不明 6 0.1   

無回答 849 13.4   

 合計 6331 100.0 100.0  

１．良く理解して

いると思う 

２．おおよそ理解

していると思う 

３．理解していな

いと思う 

４．全く理解して

いないと思う 

不明 

2972 

2108 

303 

93 

6 



F-3 病気のことで、あなたが最も気軽に相談できる方はどなたですか 
（重複回答を含む） 

選択項目 回答数 

１．家族・親族 4364 

２．知人・友人 491 

３．近所の人 29 

４．職場の同僚 42 

５．患者会の方々 
  （肝臓友の会など） 

40 

６．医師 2345 

７．看護師 129 

８．患者仲間 
(インターネットも含む） 

76 

９．相談できる人が 185 

１０．その他 37 
不明 0 

無回答 279 

 合計 8017 

１．家族・親族 

２．知人・友人 

３．近所の人 

４．職場の同僚 

５．患者会の方々（肝臓友… 

６．医師 

７．看護師 

８．患者仲間(インターネッ… 

９．相談できる人が 

１０．その他 

不明 

4364 

491 

29 

42 

40 

2345 

129 

76 

185 

37 

0 



F-3-S 病気のことで、あなたが最も気軽に相談できる方はどなたですか 
 (重複分を不明回答とした場合） 

選択項目 回答数 頻度 
頻度          

（有効回答の
み） 

１．家族・親族 3079 48.6 66.4  

２．知人・友人 175 2.8 3.8  

３．近所の人 4 0.1 0.1  

４．職場の同僚 14 0.2 0.3  

５．患者会の方々
（肝臓友の会など） 

5 0.1 0.1  

６．医師 1133 17.9 24.4  

７．看護師 10 0.2 0.2  

８．患者仲間(イン
ターネットも含む） 

21 0.3 0.5  

９．相談できる人が 165 2.6 3.6  

１０．その他 28 0.4 0.6  

不明 1418 22.4   

無回答 279 4.4   

 合計 6331 100.0 100.0  

１．家族・親族 

２．知人・友人 

３．近所の人 

４．職場の同僚 

５．患者会の方々（肝… 

６．医師 

７．看護師 

８．患者仲間(イン… 

９．相談できる人が 

１０．その他 

不明 

3079 

175 

4 

14 

5 

1133 

10 

21 

165 

28 

1418 



F-4 あなたの主治医は、あなたの質問に親切に答えてくれますか 

選択項目 回答数 頻度 
頻度          

（有効回答の
み） 

１．良く答えて
くれる 

4639 73.3 75.7  

２．まあ答えて
くれる 

1350 21.3 22.0  

３．あまり答え
てくれていない 

129 2.0 2.1  

４．まったく答
えてくれていな

い 
13 0.2 0.2  

不明 4 0.1   

無回答 196 3.1   

 合計 6331 100.0 100.0  

１．良く答えてくれる 

２．まあ答えてくれる 

３．あまり答えてくれ

ていない  

４．まったく答えてく

れていない 

不明 

4639 

1350 

129 

13 

4 



F-5 あなたの日常の生活状況について教えてください 

選択項目 回答数 頻度 

頻度          
（有効回答 
のみ） 

 

１．一人で自由に
外出が出来る 

5622 88.8 91.1  

２．一人で外出は
出来るが困難 

  を伴う 
418 6.6 6.8  

３．一人では外出
できず介助が 
  必要である 

128 2.0 2.1  

不明 6 0.1   

無回答 157 2.5   

 合計 6331 100.0 100.0  

１．一人で自由に外

出が出来る 

２．一人で外出は出

来るが困難を伴う 

３．一人では外出で

きず介助が必要であ

る 

不明 

5622 

418 

128 

6 



F-6 病気が、仕事や家事に与えた影響の度合いについてお聞かせ下さい 

選択項目 
回答
数 

頻度 
頻度          

（有効回答 
のみ） 

１．病気にかかる前と
同様に仕事や家事を

続けている 
3957 62.5 67.0  

２．病気のために仕
事や家事の時間を減
らしたり、仕事や家事
の種類、内容を変更

したりした。 

1215 19.2 20.6  

３．病気のために仕
事や家事を辞めた 

483 7.6 8.2  

４．その他 251 4.0 4.2  

不明 0 0.0   

無回答 425 6.7   

 合計 6331 100.0 100.0  

１．病気にかかる前と同様に

仕事や家事を続けている 

２．病気のために仕事や家

事の時間を減らしたり、仕事

や家事の種類、内容を変… 

３．病気のために仕事や家

事を辞めた 

４．その他 

不明 

3957 

1215 

483 

251 

0 



F-7 仕事をお持ちの方にお尋ねします。職場の方々には、あなたの 
病気のことをしらせていますか 

選択項目 回答数 頻度 頻度          
（有効回答のみ） 

１．知らせている 1481 53.3 65.6  

２．知らせていない 778 28.0 34.4  

不明 1 0.0   

無回答 521 18.7   

 合計 2781 100.0 100.0  

1481 

778 

1 



F-8 仕事をお持ちの方にお尋ねします。職場の方々は、あなたの病気に 
理解を示してくれていますか 

選択項目 回答数 頻度 
頻度          

（有効回答の
み） 

１．良く理解して 
くれている 

504 18.1 28.6  

２．一応、理解して
くれている 

955 34.3 54.1  

３．あまり理解して
くれない 

201 7.2 11.4  

４．全く理解してく
れない 

104 3.7 5.9  

不明 2 0.1 

無回答 1015 36.5   

 合計 2781 100.0 100.0 

１．良く理解してくれている 

２．一応、理解してくれてい

る 

３．あまり理解してくれない 

４．全く理解してくれない 

不明 

504 

955 

201 

104 

2 



F-9 仕事をお持ちの方にお尋ねします。仕事をしながらの肝臓病治療は 
負担に感じますか 

選択項目 回答数 頻度 頻度          
（有効回答のみ） 

１．全く感じない 807 29.0 36.4  

２．少し負担に感じる 1075 38.7 48.5  

３．かなり負担に感じる 222 8.0 10.0  

４．大変負担に感じる 112 4.0 5.1  

不明 7 0.3   

無回答 558 20.1   

 合計 2781 100.0 100.0  

807 

1075 

222 
112 

7 



F-10 家事をしながらの肝臓病治療は負担に感じますか 

選択項目 回答数 頻度 
頻度          

（有効回答のみ） 

 

１．全く感じない 2242 35.4 52.8  

２．少し負担 
に感じる 

1559 24.6 36.7  

３．かなり負担
に感じる 

323 5.1 7.6  

４．大変負担に
感じる 

121 1.9 2.9  

不明 7 0.1 

無回答 2079 32.8   

 合計 6331 100.0 100.0  

2242 

1559 

323 
121 7 



F-11 日常生活で、肝臓病を患っていることによる悩みやストレスはありますか 

選択項目 回答数 頻度 頻度          
（有効回答のみ） 

１．ある 2408 38.0 47.6  

２．ない 2649 41.8 52.4  

不明 0 0.0   

無回答 1274 20.1   

 合計 6331 100.0 100.0  

１．ある ２．ない 不明 

2408 
2649 

0 



F-12 悩みやストレスの原因について、下表であてはまる番号すべてに○をつけてくださ
い。また、その中で最も気になる原因の番号を表下の番号記入欄に記入してください 

選択項目 回答数 

１．家族との人間関係 431 
２．家族以外との人間関係 497 
３．恋愛・性に関すること 215 
４．結婚 128 
５．離婚 32 
６．いじめ、セクシャル・ 
ハラースメント 

38 

７．生きがいに関すること 590 
８．自由に出来る時間の不足 304 
９．収入・家計・借金等 758 
１０．自分の病気や介護 1032 
１１．家族の病気や介護 403 
１２．妊娠・出産 104 
１３．育児 55 
１４．家事 341 
１５．自分の学業・受験・進学 12 
１６．子供の教育 80 
１７．自分の仕事 673 
１８．家族の仕事 132 
１９．住まいや生活環境 279 
２０．その他 219 
２１．わからない 42 

不明 1 
無回答 206 

 合計 6572 

１．家族との人間関係 

２．家族以外との人間関係 

３．恋愛・性に関すること 

４．結婚 

５．離婚 

６．いじめ、セクシャル・ハラースメント 

７．生きがいに関すること 

８．自由に出来る時間の不足 

９．収入・家計・借金等 

１０自分の病気や介護 

１１．家族の病気や介護 

１２．妊娠・出産 

１３．育児 

１４．家事 

１５．自分の学業・受験・進学 

１６．子供の教育 

１７．自分の仕事 

１８．家族の仕事 

１９．住まいや生活環境 

２０．その他 

２１．わからない 

不明 

431 
497 

215 
128 

32 
38 

590 
304 

758 
1032 

403 
104 

55 
341 

12 
80 

673 
132 

279 
219 

42 
1 



F-12 最も気になる原因の番号記入欄 

選択項目 回答数 

１．家族との人間関係 87 
２．家族以外との人間関係 69 
３．恋愛・性に関すること 36 
４．結婚 20 
５．離婚 4 
６．いじめ、セクシャル・ 
ハラースメント 

8 

７．生きがいに関すること 132 
８．自由に出来る時間の不足 37 
９．収入・家計・借金等 248 
１０．自分の病気や介護 412 
１１．家族の病気や介護 101 
１２．妊娠・出産 31 
１３．育児 10 
１４．家事 41 
１５．自分の学業・受験・進学 1 
１６．子供の教育 8 
１７．自分の仕事 137 
１８．家族の仕事 7 
１９．住まいや生活環境 20 
２０．その他 119 
２１．わからない 13 

不明 49 
無回答 818 

 合計 2408 

１．家族との人間関係 

２．家族以外との人間関係 

３．恋愛・性に関すること 

４．結婚 

５．離婚 

６．いじめ、セクシャル・ハラースメ… 

７．生きがいに関すること 

８．自由に出来る時間の不足 

９．収入・家計・借金等 

１０．自分の病気や介護 

１１．家族の病気や介護 

１２．妊娠・出産 

１３．育児 

１４．家事 

１５．自分の学業・受験・進学 

１６．子供の教育 

１７．自分の仕事 

１８．家族の仕事 

１９．住まいや生活環境 

２０．その他 

２１．わからない 

不明 

87 
69 

36 
20 

4 
8 

132 
37 

248 
412 

101 
31 

10 
41 

1 
8 

137 
7 
20 

119 
13 

49 



F-13 悩みやストレスの相談状況について、下表であてはまる番号すべてに○をつけてください。また、質問Ｆ－１

２の最も気になる原因についての相談の場合あてはまる番号のうち、主なものを２つまで表下の番号記入欄に記
入してください 

選択項目 回答数 

１．家族に相談している 1248 

２．友人・知人に相談している 412 

３．職場の上司、学校の先生に 
  相談している 

32 

４．保健所・福祉事務所などの公的機関 
  の相談窓口を利用している 
  （電話・インターネット等での相談含む） 

83 

５．患者会の電話相談を利用している 17 

６．病院・診療所の医師に相談している 792 

７．病院・診療所の看護師に相談している 119 

８．患者どうしでインターネットを利用 
   して相談している 

24 

９．０１～０８以外で相談している 
  （職場の相談窓口等） 

23 

１０．相談したいが誰にも相談できない 
   でいる 

327 

１１．相談したいが相談先がわからない 247 

１２．相談する必要がない 167 

不明 0 
無回答 401 
 合計 3892 

１．家族に相談している 

２．友人・知人に相談している 

３．職場の上司、学校の先生に相… 

４．保健所・福祉事務所などの公… 

５．患者会の電話相談を利用して… 

６．病院・診療所の医師に相談し… 

７．病院・診療所の看護師に相談… 

８．患者どうしでインターネットを… 

９．０１～０８以外で相談している… 

１０．相談したいが誰にも相談で… 

１１．相談したいが相談先がわか… 

１２．相談する必要がない 

不明 

1248 

412 

32 

83 

17 

792 

119 

24 

23 

327 

247 

167 

0 



F-13 最も気になる原因の相談状況の番号記入欄 

選択項目 回答数 

１．家族に相談している 796 

２．友人・知人に相談している 225 

３．職場の上司、学校の先生に相談して
いる 

25 

４．保健所・福祉事務所などの公的機関
の相談窓口を利用している（電話・イン
ターネット等での相談含む） 

53 

５．患者会の電話相談を利用している 8 

６．病院・診療所の医師に相談している 537 

７．病院・診療所の看護師に相談している 56 

８．患者どうしでインターネットを利用して
相談している 

15 

９．０１～０８以外で相談している 
  （職場の相談窓口等） 

37 

１０．相談したいが誰にも相談できないで
いる 

251 

１１．相談したいが相談先がわからない 184 

１２．相談する必要がない 72 

不明 1 
無回答 1031 
 合計 3291 

１．家族に相談している 

２．友人・知人に相談している 

３．職場の上司、学校の先生に… 

４．保健所・福祉事務所などの… 

５．患者会の電話相談を利用し… 

６．病院・診療所の医師に相談… 

７．病院・診療所の看護師に相… 

８．患者どうしでインターネット… 

９．０１～０８以外で相談してい… 

１０．相談したいが誰にも相談… 

１１．相談したいが相談先がわ… 

１２．相談する必要がない 

不明 

796 

225 

25 

53 

8 

537 

56 

15 

37 

251 

184 

72 

1 



F-14 肝炎の助成制度（インターフェロン治療ないしＢ型肝炎抗ウイルス薬（核酸アナログ製剤治療））

を受けたことがありますか。受けたことがある方は、１～３に○をつけ、１ヶ月あたりの自己負担額の
上限額を教えてください 

選択項目 回答数 頻度 頻度          
（有効回答のみ） 

１．１万円 1252 19.8 57.3  

２．２万円 414 6.5 18.9  

３．その他 520 8.2 23.8  

不明 6 0.1   

無回答 4139 65.4   

 合計 6331 100.0 100.0  

1252 

414 
520 

6 



F-15 生活保護は受けていますか 

選択項目 回答数 頻度 頻度          
（有効回答のみ） 

１．受けている 256 4.0 4.4  

２．受けていない 5599 88.4 95.6  

不明 2 0.0   

無回答 474 7.5   

 合計 6331 100.0 100.0  256 

5599 

2 



F-16 あなたの加入している医療保険はどれですか 

選択項目 回答数 頻度 頻度          
（有効回答のみ） 

１．国民健康保険 3036 48.0 52.8  

２．被雇用者保険（協会
けんぽ、組合健保、共済
組合等） 

1763 27.8 30.6  

３．後期高齢者医療制
度（長寿医療制度） 

845 13.3 14.7  

４．その他 109 1.7 1.9  

不明 135 2.1   

無回答 443 7.0   

 合計 6331 100.0 100.0  

１．国民健康保険 

２．被雇用者保険（協

会けんぽ、組合健保、

共済組合等） 

３．後期高齢者医療制

度（長寿医療制度） 

４．その他 

不明 

3036 

1763 

845 

109 

135 



F-17 年金を受給されていますか 

選択項目 回答数 頻度 頻度          
（有効回答のみ） 

１．はい 3967 62.7 65.4  

２．いいえ 2097 33.1 34.6  

不明 1 0.0   

無回答 266 4.2   

 合計 6331 100.0 100.0  

１．はい ２．いいえ 不明 

3967 

2097 

1 



F-18 年金を受給されている方にお尋ねします。年金の種類について、 
あてはまる番号すべてに○をつけてください 

選択項目 回答数 

１．国民年金 1954 

２．厚生年金 2247 

３．共済年金 511 

４．遺族年金 335 

５．その他 110 

不明 0 

無回答 39 

 合計 5196 

1954 

2247 

511 
335 

110 
0 



F-19-Ⅰ あなたが受けた教育の状況について教えてください。「在学中」の方はその学校
について、「卒業」された方は最終卒業学校について、それぞれ○をつけてください 

選択項目 回答数 頻度 頻度          
（有効回答のみ） 

１．在学中 21 0.3 0.4  

２．卒業 5622 88.8 99.6  

不明 2 0.0   

無回答 686 10.8   

 合計 6331 100.0 100.0  

１．在学中 ２．卒業 不明 

21 

5622 

2 



F-19-Ⅱ 「在学中」の方はその学校について、「卒業」された方は最終卒業学校
について、それぞれ○をつけてください 

選択項目 回答数 頻度 頻度          
（有効回答のみ） 

１．小学・中学 1213 19.2 20.6  

２．高校・旧制中学 2723 43.0 46.2  

３．専門学校 565 8.9 9.6  

４．短大・高専 435 6.9 7.4  

５．大学 896 14.2 15.2  

６．大学院 67 1.1 1.1  

不明 2 0.0   

無回答 430 6.8   

 合計 6331 100.0 100.0  

1213 

2723 

565 
435 

896 

67 2 



F-20 あなたの仕事内容について教えてください 

選択項目 回答数 頻度 
頻度          

（有効回答の
み） 

１．無職 2810 44.4 50.6  

２．会社員 907 14.3 16.3  

３．公務員 217 3.4 3.9  

４．自営業 690 10.9 12.4  

５．派遣社員 37 0.6 0.7  

６．パート・ 
アルバイト 

556 8.8 10.0  

７．その他 340 5.4 6.1  

不明 34 0.5 

無回答 740 11.7 

 合計 6331 100.0 100.0 

2810 

907 

217 

690 

37 

556 
340 

34 



F-21 現在、会社員・公務員の方は、現時
点までの合計の勤続年数を教えて下さい 

回答, 
1241人, 

20%

無回答
（会社員・公務

員では無い方

も含む）, 
5090人, 

80%

回答数 1241人
平均勤続年数 27.3年

F-22 現在は退職し、かつて会社員・公務

員だった方は、過去の合計の勤続年数を
教えて下さい 

回答, 
2334人, 

37%

無回答
（かつて会社員・

公務員では無い

方も含む）, 
3997人, 

63%

回答数 2334人
過去の合計の平均勤続年 30.1年



G-1 国（厚生労働省）の「肝炎対策の推進」で重要と思われるものを３つ選び、 
番号に○をつけてください 

選択項目 回答数 

１．肝炎患者（肝硬変・肝が
ん患者を含む）の医療費・生

活支援 
3999 

２．肝炎などの治療薬、治療
方法などの開発、保険認可 

4074 

３．肝炎相談窓口の充実 1257 

４．ウイルス検査の受診率
向上 

1403 

５．患者に対しての市町村な
どの保健指導 

553 

６．専門医療機関とかかりつ
け医との連携 

1989 

７．その他 102 

不明 1 
無回答 1615 
 合計 14993 

１．肝炎患者（肝硬変・肝がん患

者を含む）の医療費・生活支援 

２．肝炎などの治療薬、治療方

法などの開発、保険認可 

３．肝炎相談窓口の充実 

４．ウイルス検査の受診率向上 

５．患者に対しての市町村など

の保健指導 

６．専門医療機関とかかりつけ

医との連携 

７．その他 

不明 

3999 

4074 

1257 

1403 

553 

1989 

102 

1 



G-1 国（厚生労働省）の「肝炎対策の推進」で重要と思われるものを3つ選び、重要と思

う順に1～3位の番号を記入して下さい    第１位 

選択項目 回答数 頻度 
頻度          

（有効回答 
のみ） 

１．肝炎患者（肝硬変・肝
がん患者を含む）の 

   医療費・生活支援 
2903 45.9 53.4  

２．肝炎などの治療薬、 
  治療方法などの開発、  

  保険認可 
1817 28.7 33.4  

３．肝炎相談窓口の充実 112 1.8 2.1  
４．ウイルス検査の 
   受診率向上 

289 4.6 5.3  

５．患者に対しての 
 市町村などの保健指導 

47 0.7 0.9  

６．専門医療機関と 
 かかりつけ医との連携 

243 3.8 4.5  

７．その他 30 0.5 0.6  
不明 4 0.1 

無回答 886 14.0   
 合計 6331 100.0 100.0  

１．肝炎患者（肝硬変・肝が

ん患者を含む）の医療… 

２．肝炎などの治療薬、治

療方法などの開発、保険… 

３．肝炎相談窓口の充実 

４．ウイルス検査の受診率

向上 

５．患者に対しての市町村

などの保健指導 

６．専門医療機関とかかり

つけ医との連携 

７．その他 

不明 

2903 

1817 

112 

289 

47 

243 

30 

4 



G-1 国（厚生労働省）の「肝炎対策の推進」で重要と思われるものを3つ選び、重要と

思う順に1～3位の番号を記入して下さい   第2位 

選択項目 回答数 頻度 
頻度          

（有効回答 
のみ） 

１．肝炎患者（肝硬変・肝
がん患者を含む）の医療

費・生活支援 
1319 20.8 25.0  

２．肝炎などの治療薬、治
療方法などの開発、保険

認可 
2563 40.5 48.5  

３．肝炎相談窓口の充実 300 4.7 5.7  
４．ウイルス検査の受診

率向上 
405 6.4 7.7  

５．患者に対しての市町
村などの保健指導 

166 2.6 3.1  

６．専門医療機関とかかり
つけ医との連携 

517 8.2 9.8  

７．その他 14 0.2 0.3  
不明 4 0.1   

無回答 1043 16.5   
 合計 6331 100.0 100.0  

１．肝炎患者（肝硬変・肝が

ん患者を含む）の医療… 

２．肝炎などの治療薬、治

療方法などの開発、保険… 

３．肝炎相談窓口の充実 

４．ウイルス検査の受診率

向上 

５．患者に対しての市町村

などの保健指導 

６．専門医療機関とかかり

つけ医との連携 

７．その他 

不明 

1319 

256  

300 

405 

166 

517 

14 

4 



G-1 国（厚生労働省）の「肝炎対策の推進」で重要と思われるものを3つ選び、重要と思

う順に1～3位の番号を記入して下さい  第3位 

選択項目 回答数 頻度 
頻度          

（有効回答の
み） 

１．肝炎患者（肝硬変・肝
がん患者を含む）の医療

費・生活支援 
500 7.9 10.0  

２．肝炎などの治療薬、治
療方法などの開発、保険

認可 
449 7.1 9.0  

３．肝炎相談窓口の充実 1080 17.1 21.6  
４．ウイルス検査の受診

率向上 
989 15.6 19.8  

５．患者に対しての市町
村などの保健指導 

412 6.5 8.2  

６．専門医療機関とかかり
つけ医との連携 

1521 24.0 30.5  

７．その他 43 0.7 0.9  
不明 7 0.1   

無回答 1330 21.0   
 合計 6331 100.0 100.0  

１．肝炎患者（肝硬変・肝

がん患者を含む）の医… 

２．肝炎などの治療薬、治

療方法などの開発、保… 

３．肝炎相談窓口の充実 

４．ウイルス検査の受診率

向上 

５．患者に対しての市町村

などの保健指導 

６．専門医療機関とかかり

つけ医との連携 

７．その他 

不明 

500 

449 

1080 

989 

412 

1521 

43 

7 



身体障害者手帳制度における肝臓機能障害について（概要） 

 

１．経過 

 ・ 薬害肝炎全国原告団・弁護団との大臣協議（平成 20 年９月９日）にお

いて、肝機能障害を身体障害に位置付けることを検討する旨回答。 

・ 肝機能障害の評価に関する検討会（平成 20 年 10 月 27 日設置、計７回

開催）において、認定基準等について議論。 

 ・ 同検討会が、「肝機能障害が重症化し、治療による症状の改善が見込め

ず回復困難になっているものについては身体障害の対象となる」との報告

書を取りまとめる。（平成 21 年８月 24 日） 

・ 疾病・障害認定審査会身体障害認定分科会（平成 21 年９月 11 日）にお

いて、認定基準も含め、肝機能障害を身体障害者手帳の交付対象範囲に追

加することについて了承。 

・ 身体障害者福祉法の政省令の改正案を 12 月に公布し、平成２２年４月か

ら施行。 

 

２．対象者 

対象者については、肝臓機能障害となった原因は問わず、また、その障害

程度等級は、身体障害者福祉法の考え方の下、これまで対象とされてきた他

の内部障害の等級も参考として、１級から４級までの障害として認定。 

 

（参考１） 身体障害者福祉法に基づく身体障害の考え方 

以下の考え方に合致するものを、身体障害の対象としてきている。 

① 身体機能に一定以上の障害があること 

② 永続する障害であること 

③ 日常生活が著しい制限を受ける程度であること 

 

（参考２）認定基準の考え方について 

 

・ 国際的な肝臓機能障害の重症度分類「チャイルド・ピュー分類」による

血液検査等の値に応じた「点数」等を踏まえ、３段階のうち最重度の「グ

レードＣ」に該当する患者が対象。 

 

・ これに日常生活の制限の程度を考慮して、１級～４級までを認定。 

http://www.mhlw.go.jp/shingi/situbyo.html�


肝機能障害の障害認定について 

○身体障害者の範囲 

• 一定の障害が永続している 
• 日常生活活動に著しい制限を受けている 

Ch
ild

-P
ug

h
分

類
 

Ａ 

 

Ｂ 

 

Ｃ 
 

  

         経 過 
 

一定の期間 

 
有
症
状 

Child-Pugh分類：重症度の指標 

身体障害として 
認 定 

肝臓移植とこれに伴う医療を 
自立支援医療の対象とする 

・・・ 

（既に肝臓移植を行った者も、 
身体障害として認定する） 

治療による治癒、改善の可能性あり 

チ
ャ
イ
ル
ド
・
ピ
ュ
ー
分
類 



認定基準の考え方 

 
＜一定の障害の永続＞ 
○ Child-Pugh分類グレードCの状態が一定期間（3ヶ月）継続していることを確認 
   チャイルド・ピュー 
＜日常生活活動の制限＞ 
○ 日常生活活動の制限を示す項目（日常生活の制限、臨床症状等）の確認 

  【肝機能障害重症度分類（Child-Pugh 分類）】 
  1点 2点 3 点 

肝性脳症 なし 軽度(I～II) 昏睡(III度以上) 

腹水 なし 軽度 中程度以上 

血清アルブミン(g/dl) >3.5 2.8-3.5 <2.8 

PT（プロトロンビン）時間（％） >70% 40-70% <40% 

総ビリルビン値（mg/dl） <2 2.0-3.0 >3 

グレード A:5～6 点  グレード B: 7～9点  グレード C: 10～15点 

  肝性脳症の判定は、犬山シンポジウム（1981）を使用する 

【項目の例】 
＜日常生活活動の制
限と関連のある臨床症
状＞  
・全身倦怠感 
・食欲不振      
・皮下出血（血小板数） 
・有痛性筋痙攣             
・食道静脈瘤 
・腹膜炎 
  
＜日常生活活動＞ 
・安静の必要性 
・日常生活における行
動制限 

重症の肝機能障害 

項目（血清アルブミン値等）の値・状態に応
じた点数の総計により、A,B,Cの3段階のグ
レードが決定。点数の総計が高いほど重症。 



上肢機能 移動機能

１　両下肢の機能を
 全廃したもの

２　両下肢を大腿の
  ２分の１以上で欠
  くもの

　体幹の機能障害
により坐っているこ
とができないもの

  不随意運動
・失調等によ
り上肢を使用
する日常生活
動作がほとん
ど不可能な
もの

平衡機能
障害

心臓機能障
害

１　両上肢の機能を
 全廃したもの

２　両上肢を手関節
 以上で欠くもの

下 肢 体 幹

乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害

上 肢
 肝臓機能
 障害

１級

　両眼の視力（万国
式試視力表によって
測ったものをいい、
屈折異常のある者
については、きょう
正視力について測っ
たものをいう。以下
同じ。）の和が0.01
以下のもの

　不随意運動
・失調等によ
り歩行が不可
能なもの

心 臓 の 機
能の障害に
よ り 自 己 の
身辺の日常
生活活動が
極度に制限
さ れ る も の

小腸機能障
害

ぼうこう又は
直腸の機能
障害

身体障害者障害程度等級表（身体障害者福祉法施行規則別表第５号）

級別 視 覚 障 害

聴覚又は平衡機能の障害 音声機
能、言語
機能又
はそしゃ
く機能の
障害

肢 体 不 自 由
心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫
若しくは肝臓の機能の障害

聴 覚 障 害

ヒト免疫不
全ウイルス
による免疫
機能障害

ヒト免疫不
全 ウ イ ル ス
に よ る 免 疫
の機能の障
害 に よ り 日
常生活がほ
と ん ど 不 可
能 な も の

肝臓の機
能の障害に
よ り日 常生
活活動がほ
とんど 不可
能 な も の

２級

１  両眼の視力の和
　が0.02以上0.04以
　下のもの

２　両眼の視野がそ
　れぞれ10度以内
　でかつ両眼による
　視野について視能
　率による損失率が
　95パーセント以上
　のもの

　両耳の聴力レベル
がそれぞれ 100デシ
ベル以上のもの（両耳
全ろう）

１　体幹の機能障
　害により坐位又
　は起立位を保つ
　ことが困難なもの

２　体幹の機能障
　害により立ち上
　がることが困難
　なもの

肝臓の機
能の障害に
よ り日 常生
活活動が極
度に制限さ
れ る も の

じん臓の機
能の障 害に
よ り 自 己 の
身辺の日常
生活活動が
極度に 制限
さ れ る も の

　ヒト免疫不
全ウイルス
による免疫
の機能の障
害により日
常生活が著
しく制限され
るもの(社会
での日常生
活活動が著
しく制限され
るものを除
く。）

　肝臓の機
能の障害に
より日常生
活活動が著
しく制限され
るもの(社会
での日常生
活活動が著
しく制限され
るものを除
く。）

　心臓の機
能の障害に
より家庭内
での日常生
活活動が著
しく制限され
るもの

　じん臓の機
能の障害に
より家庭内
での日常生
活活動が著
しく制限され
るもの

 じん臓機能
 障害

呼吸器機能
障害

呼 吸 器 の
機能の 障害
に よ り 自 己
の身辺 の日
常生活 活動
が 極 度 に 制
限されるもの

ぼうこう又
は直腸 の機
能 の 障 害 に
よ り 自 己 の
身辺の 日常
生活活 動が
極 度 に 制 限
さ れ る も の

小 腸 の 機
能 の 障 害 に
よ り 自 己 の
身辺の 日常
生活活 動が
極 度 に 制 限
さ れ る も の

　音声機
能, 言語
機能又
はそしゃ
く機能の
喪失

１　両上肢のおや指
  及びひとさし指を
  欠くもの

２　両上肢のおや指
  及びひとさし指の
  機能を全廃したも
　の

３　一上肢の機能の
　著しい障害

４　一上肢のすべて
  の指を欠くもの

５　一上肢のすべて
　の指の機能を全
　廃したもの

１　両上肢の機能の
　著しい障害

２　両上肢のすべて
  の指を欠くもの

３　一上肢を上腕の
　２分の１以上で欠
　くもの

４　一上肢の機能を
　全廃したもの

１　両下肢の機能の
　著しい障害

２　両下肢を下腿の
　２分の１以上で欠
　くもの

　小腸の機
能の障害に
より家庭内で
の日常生活
活動が著しく
制限されるも
の

ヒト免疫不
全 ウ イ ル ス
に よ る 免 疫
の機能の障
害 に よ り 日
常生活が極
度 に 制 限 さ
れ る も の

　体幹の機能障害
により歩行が困難
なもの

　不随意運動
・失調等によ
り上肢を使用
する日常生活
動作が著しく
制限されるも
の

　不随意運動
・失調等によ
り歩行が家庭
内での日常
生活活動に
制限されるも
の

 

　不随意運動
・失調等に
より上肢を使
用する日常生
活動作が極
度に制限され
るもの

　不随意運動
・失調等によ
り歩行が極度
に制限される
もの

　呼吸器の
機能の障害
により家庭
内での日常
生活活動が
著しく制限さ
れるもの

　ぼうこう又
は直腸の機
能の障害に
より家庭内で
の日常生活
活動が著しく
制限されるも
の

１　両下肢をシヨパ
　ー関節以上で欠く
　もの

２　一下肢を大腿の
　２分の１以上で欠
　くもの

３  一下肢の機能を
　全廃したもの

３級

１　両眼の視力の和
が0.05以上0.08以下
のもの

２　両眼の視野がそ
れぞれ10度以内で
かつ両眼による視野
について視能率によ
る損失率が90パー
セント以上のもの

　両耳の聴力レベル
が 90デシベル以上の
もの（耳介に接しなけ
れば大声語を理解し
得ないもの）

　平衡機
能の極め
て著しい
障害



上肢機能 移動機能

平衡機能
障害

心臓機能障
害

下 肢 体 幹

乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害

上 肢
 肝臓機能
 障害

小腸機能障
害

ぼうこう又は
直腸の機能
障害

級別 視 覚 障 害

聴覚又は平衡機能の障害 音声機
能、言語
機能又
はそしゃ
く機能の
障害

肢 体 不 自 由
心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫
若しくは肝臓の機能の障害

聴 覚 障 害

ヒト免疫不
全ウイルス
による免疫
機能障害

 じん臓機能
 障害

呼吸器機能
障害

４級

１　両眼の視力の和
が0.09以上0.12以下
のもの

２　両眼の視野がそ
れぞれ10度以内の
もの

1　両耳の聴力レベル
　がそれぞれ 80デシ
　ベル以上のもの（耳
　介に接しなければ話
　声語を理解し得ない
　もの）

 ２  両耳による普通
　話声の最良の語音
　明瞭度が50パーセ
　ント以下のもの
 

　音声機
能, 言語
機能又
はそしゃ
く機能の
著しい障
害

　ヒト免疫不
全ウイルス
による免疫
の機能の障
害により社
会での日常
生活活動が
著しく制限さ
れるもの

　肝臓の機
能の障害に
より社会で
の日常生活
活動が著し
く制限され
るもの

１　両上肢のおや指
　を欠くもの
２  両上肢のおや指
  の機能を全廃した
  もの
３  一上肢の肩関
  節, 肘関節又は手
  関節のうち, いず
  れか一関節の機
　能を全廃したもの
４　一上肢のおや指
  及びひとさし指を
  欠くもの
５  一上肢のおや指
　及びひとさし指の
　機能を全廃したも
　の
６　おや指又はひと
　さし指を含めて一
  上肢の三指を欠く
　もの
７  おや指又はひと
  さし指を含めて一
　上肢の三指の機
　能を全廃したもの
８  おや指又はひと
　さし指を含めて一
  上肢の四指の機
　能の著しい障害

１　両下肢のすべて
  の指を欠くもの
２  両下肢のすべて
  の指の機能を全
　廃したもの
３　一下肢を下腿の
  ２分の１以上で欠
　くもの
４　一下肢の機能の
  著しい障害
５　一下肢の股関節
  又は膝関節の機
　能を全廃したもの
６　一下肢が健側に
　比して10センチ
  メートル以上又は
  健側の長さの10
　分の1以上短いも
　の

　 　不随意運動
・失調等によ
る上肢の機能
障害により社
会での日常生
活活動が著し
く制限される
もの

 不随意運動
・失調等によ
り社会での日
常生活活動
が著しく制限
されるもの
 

　心臓の機
能の障害に
より社会で
の日常生活
活動が著しく
制限される
もの

　じん臓の機
能の障害に
より社会で
の日常生活
活動が著しく
制限されるも
の

　呼吸器の
機能の障害
により社会で
の日常生活
活動が著しく
制限されるも
の

　ぼうこう又
は直腸の機
能の障害に
より社会での
日常生活活
動が著しく制
限されるもの

　小腸の機
能の障害に
より社会での
日常生活活
動が著しく制
限されるもの

５級

１　両眼の視力の和
が0.13以上0.2以下
のもの

２　両眼による視野
の２分の１以上が欠
けているもの

　平衡機
能の著し
い障害

１　両上肢のおや指
  の機能の著しい障
  害
２　一上肢の肩関
  節, 肘関節又は手
　関節のうち, いず
　れか一関節の機
　能の著しい障害
３　一上肢のおや指
　を欠くもの
４　一上肢のおや指
  の機能を全廃した
　もの
５　一上肢のおや指
  及びひとさし指の
  機能の著しい障害
６  おや指又はひと
  さし指を含めて一
  上肢の三指の機
　能の著しい障害

１　一下肢の股関節
  又は膝関節の機
　能の著しい障害
２　一下肢の足関節
  の機能を全廃した
　もの
３　一下肢が健側に
　比して５センチメー
　トル以上又は健側
　の長さの15分の1
　以上短いもの

　体幹の機能の著
しい障害

　不随意運動
・失調等によ
る上肢の機能
障害により社
会での日常生
活活動に支障
のあるもの

 不随意運動
・失調等によ
り社会での日
常生活活動に
支障のあるも
の
 



上肢機能 移動機能

平衡機能
障害

心臓機能障
害

下 肢 体 幹

乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害

上 肢
 肝臓機能
 障害

小腸機能障
害

ぼうこう又は
直腸の機能
障害

級別 視 覚 障 害

聴覚又は平衡機能の障害 音声機
能、言語
機能又
はそしゃ
く機能の
障害

肢 体 不 自 由
心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫
若しくは肝臓の機能の障害

聴 覚 障 害

ヒト免疫不
全ウイルス
による免疫
機能障害

 じん臓機能
 障害

呼吸器機能
障害

7　下肢の長さは, 前腸骨棘より内くるぶし下端までを計測したものをいう。

６級

 一眼の視力が0.02
以下, 他眼の視力が
0.6以下のもので,両
眼の視力の和が 0.2
を超えるもの

１　両耳の聴力レベル
が70デシベル以上の
もの（40センチメート
ル以上の距離で発声
された会話語を理解し
得ないもの）

２　一側耳の聴力レベ
ルが90デシベル以上,
他側耳の聴力レベル
が50デシベル以上の
もの

１　一上肢のおや指
  の機能の著しい障
　害
２　ひとさし指を含
　めて一上肢の二
　指を欠くもの
３　ひとさし指を含
　めて一上肢の二
　指の機能を全廃し
　たもの

１　一下肢をリスフ
　ラン関節以上で欠
　くもの
２　一下肢の足関節
  の機能の著しい障
　害

　不随意運動
・失調等によ
る上肢の機能
の劣るもの

 不随意運動
・失調等によ
り移動機能の
劣るもの

1　同一の等級について二つの重複する障害がある場合は, 一級うえの級とする。ただし, 二つの重複する障害が特に本表中に指定せられているものは, 該当等級とする。
2　肢体不自由においては, ７級に該当する障害が２以上重複する場合は, ６級とする。
3　異なる等級について二つ以上の重複する障害がある場合については, 障害の程度を勘案して当該等級より上位の等級とすることができる。
4　「指を欠くもの」とは, おや指については指骨間関節, その他の指については第一指骨間関節以上を欠くものをいう。
5　「指の機能障害」とは, 中手指節関節以下の障害をいい, おや指については, 対抗運動障害をも含むものとする。
6　上肢又は下肢欠損の断端の長さは, 実用調（上腕においては腋窩より, 大腿においては坐骨結節の高さより計測したもの）をもって計測したものをいう。

７級

１　一上肢の機能の
  軽度の障害
２　一上肢の肩関
  節, 肘関節又は手
　関節のうち, いず
　れか一関節の機
　能の軽度の障害
３　一上肢の手指の
  機能の軽度の障
　害
４　ひとさし指を含
　めて一上肢の二
　指の機能の著しい
　障害
５　一上肢のなか
  指, くすり指及び
  小指を欠くもの
６　一上肢のなか
  指, くすり指及び
  小指の機能を全
　廃したもの

備考

１　両下肢のすべて
　の指の機能の著し
　い障害
２　一下肢の機能の
  軽度の障害
３　一下肢の股関
  節, 膝関節又は足
  関節のうち, いず
　れか一関節の機
　能の軽度の障害
４　一下肢のすべて
　の指を欠くもの
５　一下肢のすべて
  の指の機能を全
　廃したもの
６　一下肢が健側に
　比して３センチメ
　ートル以上又は健
　側の長さの20分
　の1以上短いもの

 上肢に不随
意運動・失調
等を有するも
の

　下肢に不随
意運動・失調
等を有するも
の



平成 24年８月 30日 

 

厚生労働大臣 

   小宮山 洋子 殿 

 

肝炎対策推進協議会会長   

林  紀夫 

 

平成 25年度予算要求に係る肝炎対策推進協議会意見書 

 

肝炎対策推進協議会は、肝炎対策基本指針（平成 23年厚生労働大臣告示第 160号。以下

「基本指針」という。）を推進するにあたり、平成 25 年度予算として必要な措置を以下の

通り意見書として取りまとめる。 

 

１．医療費助成について 

 ・ 肝硬変及び肝がん患者等に対する医療費助成を含む支援のあり方を検討すること。 

  

２．肝炎ウイルス検査について 

 ・ 潜在している肝炎患者・感染者を早期発見するため、肝炎ウイルス検診のさらなる

取組を行うこと。 

 ・ 基本指針において「すべての国民が少なくとも一回はウイルス検査を受検すること

が必要」としていることから、国民が希望すれば無料で受検できるよう予算措置を行

うこと。 

 ・ 昨年度の「肝炎検査受検状況実態調査把握事業」の実施結果を踏まえ、ウイルス検

査受検率向上、受検率の把握、陽性者の医療機関への受診勧奨を行うための予算措置

を行うこと。 

 ・ 健康増進事業の肝炎ウイルス検診への個別勧奨メニューを来年度も継続実施するこ

と。また、未実施の自治体に個別勧奨メニューを実施するよう働きかけること。 

 ・ 検査の対象者を拡大するため、および検査を受ける機会を増やす目的で、すでに予

算措置された「出前検査」が職域において円滑に実施できるよう関係部署に働きかけ

ること。 

 

３．医療提供体制の確保について 

 ・ 基本指針では肝炎患者支援手帳について「肝炎患者等に対する情報提供や、拠点病

院、専門医療機関及びかかりつけ医の連携に資する」となっている。この主旨を各都

道府県に徹底し肝炎患者に配布するよう予算措置を行うこと。 



 ・ 基本指針では「肝炎患者は肝炎医療を専門とする医療機関において治療方針の決定

を受けることが望ましい」となっていることから、各地域の特性に応じた診療体制を

作るための地域連携を進める予算措置を行うこと。 

・ 肝炎治療の均てん化を図るため、肝炎治療に係る医師の研修を実施すること。 

・ 地方公共団体、職域などで保健指導、相談事業などを進める「地域肝炎治療コーデ

ネーター」の育成を進めるなど、地域連携の体制を作るための施策の予算措置を行う

こと。 

  

４．調査・研究について 

 ・ 調査・研究を行うための予算措置を継続すること。 

・ 基本指針に盛り込まれた研究等は、肝炎対策の重要事項であり、迅速な対応が求め

られている。研究等の進捗について協議会に報告し、終了前でも予算に反映すること。 

 ・ Ｂ型肝炎に対する新薬開発等に係わる予算措置を継続すること。 

 

５．肝炎に関する啓発及び知識の普及などについて 

・ あらゆる世代の国民が肝炎に係わる正しい知識を持ち、肝炎対策が促進されるよ

うマスメディア等を使って啓発・広報を行うこと。 

 

６．その他 

 ・ 各都道府県で肝炎対策協議会を必要により開催出来るように予算措置を行うこと。 

 ・ 基本指針には「都道府県単位の肝炎対策を推進するための計画を策定し、地域の実

情に応じた肝炎対策を推進することが望ましい」となっていることから、どの様に進

められているか調査・公表し、未実施の都道府県に「肝炎対策計画」を作成するよう

働きかけると共に、必要な予算措置を行うこと。 

 ・ 基本指針では「肝炎患者等が働きながら継続的に治療を受けることができる環境づ

くりに向けて必要な働きかけを行う」とされていることから、具体的な方策について

検討し必要な予算措置を行うこと。 
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1 北 海 道 70 43 3 7 0 0 58 29 0 5,221 696 4 58 52 0 4,525 48 40 3 4 0 0 50 27 0 5,149 637 4 64 49 0 4,512 57 89 1 5 0 0 65 51 0 5,214 651 4 66 49 0 4,563

2 青 森 県 16 2 0 1 0 0 5 2 0 594 337 0 58 22 0 257 25 19 0 1 0 0 7 8 0 604 343 0 59 23 0 261 14 9 0 0 0 0 5 1 221 597 329 0 60 18 0 268

3 岩 手 県 11 12 0 0 0 0 6 6 16 489 163 0 42 4 0 326 3 3 0 0 0 0 10 10 29 485 149 0 39 4 0 336 10 10 0 0 0 0 6 6 21 487 143 0 37 3 0 344

4 宮 城 県 10 0 0 0 0 0 10 2 0 1,000 452 4 33 20 0 548 13 45 0 2 0 0 10 16 112 989 433 1 45 20 0 556 21 11 1 0 0 0 10 13 50 975 411 1 60 17 0 564

5 秋 田 県 7 8 1 1 0 0 5 4 0 591 275 0 37 24 0 316 5 3 0 0 0 0 11 10 0 584 258 1 33 23 0 326 12 13 2 1 0 0 8 9 0 574 240 2 40 16 0 334

6 山 形 県 7 29 1 2 0 0 6 14 113 427 218 2 21 12 0 209 6 7 2 1 0 0 4 7 11 428 210 4 19 13 0 218 8 8 0 1 0 0 8 6 8 422 200 3 24 12 0 222

7 福 島 県 15 12 1 0 0 0 6 10 98 764 402 4 37 18 0 362 12 16 1 1 0 0 4 8 48 740 378 5 38 15 0 362 21 14 0 0 0 0 5 3 11 720 359 5 40 14 0 361

8 茨 城 県 37 0 1 0 0 0 15 0 0 1,291 815 1 42 40 0 476 47 84 0 2 0 0 27 31 80 1,290 796 2 42 35 0 494 31 31 3 1 0 0 23 28 23 1,283 771 3 47 35 0 512

9 栃 木 県 21 7 0 2 0 0 12 11 33 747 424 2 11 23 0 323 15 33 1 1 0 0 11 16 24 730 401 1 12 21 0 329 26 26 0 1 0 0 13 16 14 714 375 1 17 19 0 339

10 群 馬 県 24 31 3 2 0 0 4 6 43 793 569 2 39 17 0 224 27 17 2 1 0 0 2 2 13 787 553 2 34 19 0 234 27 28 1 3 0 0 4 3 21 752 514 6 38 18 0 238

11 埼 玉 県 83 80 7 7 0 0 99 42 54 2,677 1,556 1 154 113 0 1,121 89 85 11 11 0 0 122 45 77 2,652 1,509 3 153 106 0 1,143 70 67 3 3 0 0 112 27 84 2,657 1,471 8 169 102 0 1,186

12 千 葉 県 62 62 1 2 0 0 34 33 27 2,689 1,258 6 19 50 0 1,431 43 43 5 4 0 0 40 39 52 2,563 1,193 1 18 44 0 1,370 57 57 6 4 0 0 56 59 78 2,251 476 2 13 35 0 1,175

13 東 京 都 111 95 9 9 0 0 119 84 1,058 4,457 1,977 2 178 141 0 2,480 87 99 4 4 0 0 69 67 66 4,462 1,898 2 165 127 0 2,564 92 123 11 11 0 0 81 111 275 4,491 1,817 3 185 129 0 2,674

14 神奈川県 74 88 10 2 0 0 52 77 296 3,231 1,564 6 106 84 0 1,667 92 72 8 8 0 0 39 54 253 3,244 1,525 8 112 78 0 1,719 71 90 10 4 0 0 50 49 201 3,229 1,463 6 127 81 0 1,766

15 新 潟 県 22 22 1 1 0 0 21 21 17 873 377 5 80 22 0 496 19 19 0 0 0 0 13 13 26 877 367 5 82 15 0 510 21 21 0 0 0 0 9 9 28 872 345 4 86 11 0 527

16 富 山 県 12 12 2 2 0 0 12 12 0 686 213 0 20 10 0 473 17 17 0 0 0 0 10 10 0 692 208 0 21 17 0 484 6 5 0 0 0 0 8 5 0 685 196 2 28 16 0 489

17 石 川 県 20 14 0 0 0 0 25 7 26 906 290 1 22 26 0 616 14 15 1 1 0 0 14 23 18 906 277 2 22 25 0 629 9 15 3 2 0 0 10 16 43 905 266 2 27 23 0 639

18 福 井 県 7 6 0 0 0 0 9 8 40 496 183 2 24 14 0 313 9 9 0 0 0 0 7 4 13 490 173 1 19 12 0 317 13 13 0 0 0 0 7 9 22 484 157 1 21 10 0 327

19 山 梨 県 14 14 1 1 0 0 8 8 21 493 169 1 6 1 0 324 6 6 0 0 0 0 4 4 5 505 169 1 6 2 0 336 7 7 1 1 0 0 11 11 8 530 172 1 6 2 0 358

20 長 野 県 15 15 1 1 0 0 11 11 0 430 241 0 3 4 0 189 18 17 0 0 0 0 12 10 0 437 238 0 3 4 0 199 15 15 0 0 0 0 10 10 0 442 233 0 0 4 4 209

21 岐 阜 県 20 26 0 2 0 0 37 33 220 1,127 402 4 34 27 0 725 14 19 0 0 0 0 43 38 60 1,135 379 1 37 24 0 756 27 15 1 0 0 0 26 43 15 1,143 363 0 42 20 0 780

22 静 岡 県 39 38 0 0 0 0 26 26 31 1,893 862 2 41 0 0 1,031 62 61 0 0 0 0 18 18 73 1,887 841 2 39 0 0 1,046 43 43 0 0 0 0 24 24 75 1,866 796 1 46 0 0 1,070

23 愛 知 県 60 66 5 8 0 0 74 47 282 2,520 1,266 7 66 100 0 1,254 55 62 3 4 0 0 95 73 97 2,584 1,214 6 64 89 0 1,370 55 55 4 3 0 0 59 96 73 2,572 1,124 5 81 77 0 1,448

24 三 重 県 28 28 1 1 0 0 17 17 329 906 409 0 36 18 0 497 24 24 0 0 0 0 12 12 11 900 390 1 44 14 0 511 14 14 0 0 0 0 11 11 8 883 362 2 47 13 0 521

25 滋 賀 県 18 1 2 0 0 0 6 0 21 594 333 0 41 30 0 261 14 10 0 3 0 0 8 7 20 586 319 0 37 28 0 267 11 32 1 2 0 0 5 16 24 570 296 0 36 26 0 274

26 京 都 府 23 23 3 3 0 0 21 21 14 1,195 634 11 41 29 0 561 28 28 1 1 0 0 16 16 6 1,221 618 7 48 31 0 603 25 25 2 2 0 0 17 17 9 1,197 597 2 54 33 0 600

27 大 阪 府 99 93 13 4 0 0 103 103 299 530 126 0 29 4 0 404 94 89 9 10 0 0 92 88 120 365 156 9 48 10 0 209 117 89 12 15 0 0 95 99 176 414 134 4 36 15 0 280

28 兵 庫 県 88 81 5 8 0 0 67 48 206 3,404 1,463 4 115 106 0 1,941 77 85 4 6 0 0 47 74 109 3,428 1,445 7 111 103 0 1,983 74 84 5 4 0 0 67 46 130 3,392 1,353 5 128 94 0 2,039

29 奈 良 県 19 18 2 2 0 0 21 15 25 919 411 1 25 31 0 508 12 10 2 2 0 0 17 20 18 907 384 1 29 26 0 523 11 14 3 1 0 0 13 12 32 894 356 1 32 23 0 538

30 和歌山県 15 17 0 0 0 0 5 6 29 605 337 3 18 33 0 268 14 13 2 2 0 0 6 7 12 592 320 4 19 28 0 272 20 24 1 1 0 0 9 10 11 579 300 4 22 24 0 279

31 鳥 取 県 9 7 0 0 0 0 8 8 28 606 161 1 16 8 0 445 10 10 0 0 0 0 11 11 17 614 158 1 16 8 0 456 4 4 0 0 0 0 9 9 16 611 147 1 17 8 0 464

32 島 根 県 17 11 0 0 0 0 7 8 51 720 236 0 18 0 0 484 23 24 0 0 0 0 5 5 19 725 238 1 18 0 0 487 7 11 2 0 0 0 6 6 29 715 222 1 21 1 0 493

33 岡 山 県 30 24 2 2 0 0 23 17 101 1,468 548 2 33 35 0 920 16 27 1 1 0 0 11 21 75 1,439 521 1 40 33 0 918 22 17 2 0 0 0 10 10 49 1,392 474 1 45 25 0 918

34 広 島 県 61 61 4 4 0 0 59 57 107 2,695 930 8 68 55 0 1,765 42 42 3 3 0 0 36 36 83 2,696 894 7 71 49 0 1,802 34 34 0 0 0 0 52 51 81 2,694 853 8 73 49 0 1,841

35 山 口 県 27 14 0 1 0 0 12 14 174 826 386 2 22 17 0 440 16 27 1 0 0 0 11 12 28 828 378 4 21 15 0 450 29 27 0 0 0 0 15 13 39 802 345 5 25 13 0 457

36 徳 島 県 21 21 2 2 0 0 12 12 118 590 296 1 30 34 0 294 18 18 1 1 0 0 5 5 3 590 292 4 28 33 0 298 10 10 2 2 0 0 12 12 10 574 264 4 28 28 0 310

37 香 川 県 15 13 0 1 0 0 6 9 62 683 352 0 23 27 0 331 12 13 1 0 0 0 14 14 19 672 331 0 23 23 0 341 8 11 2 1 0 0 11 13 22 654 302 2 24 20 0 352

38 愛 媛 県 19 18 0 0 0 0 22 9 96 1,128 379 1 23 25 0 749 17 8 1 0 0 0 23 19 23 1,144 369 3 19 23 0 775 14 18 0 1 0 0 24 26 33 1,126 334 3 19 18 0 792

39 高 知 県 14 17 1 2 0 0 8 3 15 494 221 1 13 0 0 273 11 8 2 1 0 0 6 10 3 500 222 2 15 1 0 278 13 17 2 3 0 0 4 5 26 504 221 0 22 3 0 283

40 福 岡 県 89 95 9 1 0 0 51 66 742 4,032 1,698 2 90 103 0 2,334 74 102 8 9 0 0 80 68 346 4,011 1,621 1 107 98 0 2,390 77 86 4 9 0 0 70 50 330 3,964 1,521 0 114 90 0 2,443

41 佐 賀 県 39 39 1 1 0 0 13 16 38 940 547 2 27 30 0 393 24 25 2 1 0 0 9 9 16 948 535 3 27 29 0 407 25 24 0 0 0 0 13 13 21 933 512 5 28 29 0 415

42 長 崎 県 12 6 1 1 0 0 57 31 73 1,079 322 4 27 13 0 0 15 15 1 0 0 0 26 47 16 1,080 299 3 25 9 0 780 11 11 0 1 0 0 0 25 23 1,080 276 3 27 7 0 803

43 熊 本 県 31 38 3 4 0 0 22 22 62 1,420 585 0 117 25 0 835 20 22 0 0 0 0 21 25 4 1,443 583 0 117 24 0 860 33 31 2 2 0 0 20 23 0 1,428 551 0 117 24 0 877

44 大 分 県 24 24 0 0 0 0 9 9 18 609 400 1 29 32 0 209 22 21 1 1 0 0 18 18 23 596 379 4 30 25 0 217 14 13 2 2 0 0 10 10 33 575 348 2 37 7 0 227

45 宮 崎 県 14 14 1 1 0 0 10 10 68 708 230 1 14 15 0 478 7 7 0 1 0 0 15 10 31 709 221 1 17 13 0 488 13 7 0 0 0 0 13 13 40 714 215 0 16 13 0 499

46 鹿児島県 22 10 1 0 0 0 18 13 18 1,107 391 2 24 28 0 716 24 24 2 1 0 0 24 24 19 1,114 379 2 27 26 0 735 23 20 0 0 0 0 16 14 24 1,100 352 2 24 22 0 748

47 沖 縄 県 9 9 3 3 0 0 11 13 37 369 165 0 25 19 0 204 9 9 2 1 0 0 7 7 15 382 168 0 29 20 0 214 12 9 0 0 0 0 15 14 7 399 173 1 29 19 0 226

合 計 1,500 1,364 101 91 0 0 1,242 1,020 5,106 62,022 26,269 103 2,035 1,541 0 34,996 1,349 1,452 85 89 0 0 1,142 1,098 2,093 61,710 25,369 118 2,092 1,434 0 36,335 1,334 1,397 89 86 0 0 1,127 1,123 2,444 61,059 23,380 116 2,281 1,315 4 37,072

平成２３年度　肝炎医療受給者証交付申請件数等調

階層区分

２３年４月 ２３年５月 ２３年６月
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1 北 海 道 54 89 2 2 0 0 98 133 0 5,357 662 2 64 43 0 4,695 58 19 8 0 0 0 113 41 884 5,337 601 6 64 38 0 4,736 50 72 4 3 0 0 93 127 2,935 5,455 593 10 40 39 0 4,862

2 青 森 県 17 31 0 0 0 0 5 8 14 574 308 1 51 17 0 266 17 22 0 0 0 0 16 9 0 576 296 1 51 16 0 280 11 19 0 0 0 0 13 14 1 586 293 0 51 18 0 293

3 岩 手 県 7 7 0 0 0 0 8 8 14 495 146 0 37 2 0 349 11 11 2 2 0 0 10 10 17 505 146 0 36 2 0 359 12 12 0 0 0 0 7 7 11 507 140 0 33 1 0 367

4 宮 城 県 7 17 0 1 0 0 7 9 34 940 371 2 56 16 0 569 9 14 0 0 0 0 12 8 19 917 341 3 52 14 0 576 17 7 0 0 0 0 13 6 33 904 321 2 51 12 0 584

5 秋 田 県 3 4 1 1 0 0 9 8 92 564 222 1 47 12 0 342 7 4 1 1 0 0 11 7 209 567 213 0 48 12 0 354 11 13 1 1 0 0 7 12 30 562 204 1 57 12 0 358

6 山 形 県 8 1 1 0 0 0 5 2 7 390 170 1 27 11 0 220 9 14 0 1 0 0 10 11 12 397 164 1 25 9 0 233 7 11 0 0 0 0 2 7 9 386 149 2 25 7 0 237

7 福 島 県 12 18 2 1 0 0 12 5 12 713 347 3 43 12 0 366 19 13 2 2 0 0 12 12 6 697 325 0 38 12 0 372 16 18 2 1 0 0 14 11 13 687 307 1 41 13 0 380

8 茨 城 県 40 39 4 3 0 0 14 17 30 1,234 718 2 47 35 0 516 38 32 8 6 0 0 14 14 29 1,204 681 1 51 36 0 523 42 36 1 3 0 0 20 22 28 1,176 640 4 55 36 0 536

9 栃 木 県 16 7 0 0 0 0 12 7 8 687 347 0 20 17 0 340 25 21 0 0 0 0 8 13 15 683 340 0 26 14 0 343 20 27 0 0 0 0 13 10 15 681 329 0 27 13 0 352

10 群 馬 県 25 31 0 0 0 0 12 7 27 741 493 6 38 16 0 248 18 15 5 2 0 0 9 9 14 718 460 2 40 15 0 258 27 16 2 3 0 0 9 8 11 708 439 1 46 16 0 269

11 埼 玉 県 89 88 7 7 0 0 153 44 107 2,557 1,352 11 162 93 0 1,205 62 61 8 8 0 0 91 35 54 2,525 1,290 7 163 86 0 1,235 78 77 12 12 0 0 42 37 71 2,472 1,222 6 166 87 0 1,250

12 千 葉 県 57 57 7 6 0 0 52 52 47 2,206 1,024 1 13 37 0 1,182 56 56 4 5 0 0 71 70 43 2,198 980 2 21 38 0 1,218 41 40 2 1 0 0 44 45 36 2,143 915 4 18 36 0 1,228

13 東 京 都 77 68 5 5 0 0 71 57 219 4,335 1,646 6 176 119 0 2,689 108 75 12 12 0 0 87 104 152 4,283 1,532 8 199 115 0 2,751 101 127 6 6 0 0 57 76 144 4,280 1,468 3 189 107 0 2,812

14 神奈川県 59 68 4 10 0 0 54 43 147 3,189 1,393 6 126 81 0 1,796 66 68 4 8 0 0 59 59 108 3,169 1,319 13 135 76 0 1,850 52 72 5 3 0 0 52 53 81 3,110 1,220 7 133 75 0 1,890

15 新 潟 県 14 14 0 0 0 0 15 15 36 860 322 13 85 8 0 538 6 6 4 4 0 0 18 18 25 862 310 4 86 6 0 552 9 9 0 0 0 0 20 20 10 864 297 4 86 6 0 568

16 富 山 県 12 12 0 0 0 0 7 9 0 679 181 2 23 14 0 498 12 12 0 0 0 0 9 8 0 688 181 2 21 14 0 507 11 10 0 0 0 0 9 10 0 689 172 1 23 13 0 517

17 石 川 県 14 14 1 1 0 0 14 15 28 906 258 1 29 19 0 648 16 14 1 1 0 0 13 15 18 911 253 1 32 17 0 658 9 16 0 0 0 0 9 11 10 905 241 1 33 15 0 664

18 福 井 県 13 13 1 1 0 0 7 7 12 487 160 2 21 10 0 327 6 6 1 1 0 0 7 7 13 489 156 1 24 11 0 333 10 10 0 0 0 0 4 4 8 489 153 1 25 10 0 336

19 山 梨 県 12 12 0 0 0 0 8 8 19 553 168 1 6 2 0 385 5 5 0 0 0 0 3 3 20 564 155 2 5 2 0 409 11 11 0 0 0 0 7 7 11 568 152 2 5 2 0 416

20 長 野 県 9 9 0 0 0 0 9 8 0 428 211 0 4 3 0 217 9 9 0 0 0 0 17 16 0 423 190 0 4 3 0 233 12 11 0 0 0 0 5 4 217 416 179 0 4 3 0 237

21 岐 阜 県 18 25 1 1 0 0 23 26 24 1,149 356 1 46 17 0 793 21 21 3 1 0 0 32 23 23 1,173 351 2 44 20 0 852 20 21 3 3 0 0 23 32 24 1,150 324 2 45 20 0 826

22 静 岡 県 39 39 0 0 0 0 25 24 65 1,863 758 1 50 0 0 1,105 37 37 0 0 0 0 29 29 30 1,831 710 0 54 0 0 1,121 43 43 0 0 0 0 28 27 20 1,819 679 0 59 0 0 1,140

23 愛 知 県 63 55 9 4 0 0 51 59 107 2,527 1,068 3 93 75 0 1,459 50 60 8 7 0 0 45 51 71 2,515 1,019 5 114 70 0 1,496 50 52 2 9 0 0 25 44 58 2,509 972 2 113 76 0 1,537

24 三 重 県 17 17 2 2 0 0 12 12 25 872 343 2 53 14 0 530 8 8 1 1 0 0 10 10 19 855 318 1 53 13 0 537 21 21 0 0 0 0 8 8 13 854 311 0 51 12 0 543

25 滋 賀 県 17 13 6 3 0 0 12 6 6 575 289 1 36 26 0 286 15 13 2 5 0 0 3 10 21 561 272 2 41 25 0 289 23 20 2 1 0 0 7 4 7 561 269 1 46 26 0 292

26 京 都 府 31 31 6 6 0 0 20 20 22 1,187 567 8 79 37 0 620 27 27 3 3 0 0 21 20 13 1,155 534 5 80 35 0 621 23 23 4 4 0 0 11 11 23 1,113 494 7 79 37 0 619

27 大 阪 府 100 127 7 8 0 0 77 81 159 420 178 8 33 0 0 242 108 109 6 7 0 0 85 93 140 380 145 5 22 7 0 235 90 101 6 6 0 0 74 66 109 321 145 7 31 6 0 176

28 兵 庫 県 64 62 3 4 0 0 65 63 113 3,380 1,289 5 144 91 0 2,091 49 69 6 4 0 0 58 73 111 3,338 1,204 8 139 85 0 2,134 68 48 9 4 0 0 58 52 83 3,336 1,160 6 136 88 0 2,176

29 奈 良 県 11 11 0 2 0 0 10 14 31 868 324 2 31 21 0 544 16 15 2 0 0 0 16 14 28 854 297 1 31 17 0 557 13 13 0 2 0 0 12 7 17 852 283 1 36 17 0 569

30 和歌山県 12 16 0 0 0 0 7 6 14 564 278 3 24 23 0 286 15 15 2 2 0 0 7 8 11 558 270 2 22 24 0 288 23 18 0 0 0 0 9 8 6 560 265 2 24 24 0 295

31 鳥 取 県 10 10 0 0 0 0 9 9 22 612 136 0 18 6 0 476 6 6 0 0 0 0 18 17 11 620 134 0 18 6 0 486 8 8 0 0 0 0 16 15 11 610 125 0 22 6 0 485

32 島 根 県 7 8 0 2 0 0 10 8 16 713 211 1 17 2 0 502 15 12 0 0 0 0 11 12 24 711 199 2 22 2 0 512 10 11 1 1 0 0 7 8 14 705 191 1 21 2 0 514

33 岡 山 県 24 28 2 1 0 0 14 17 28 1,368 438 3 40 22 0 930 33 27 0 0 0 0 12 5 13 1,365 428 4 41 17 0 937 16 22 3 0 0 0 22 19 19 1,361 408 5 45 10 0 953

34 広 島 県 25 25 1 1 0 0 33 31 70 2,676 820 6 79 49 0 1,856 35 35 4 4 0 0 40 39 63 2,640 764 5 82 43 0 1,876 34 34 7 7 0 0 49 48 45 2,602 704 11 81 40 0 1,898

35 山 口 県 14 21 1 0 0 0 16 19 42 802 331 4 25 12 0 471 11 9 2 2 0 0 8 10 28 797 316 2 27 14 0 481 10 11 1 1 0 0 10 10 27 776 288 1 27 12 0 488

36 徳 島 県 9 9 1 1 0 0 8 8 28 555 245 3 24 25 0 310 9 9 0 0 0 0 5 5 13 540 227 2 21 23 0 313 14 14 0 0 0 0 6 6 21 530 213 0 19 21 0 317

37 香 川 県 13 11 0 2 0 0 10 8 27 642 285 2 21 18 0 357 14 16 2 1 0 0 10 12 14 638 271 0 26 18 0 322 15 12 0 1 0 0 5 5 11 636 265 0 27 19 0 371

38 愛 媛 県 12 16 2 1 0 0 21 26 49 1,095 298 2 21 15 0 797 20 18 0 0 0 0 19 15 17 1,087 282 3 27 16 0 805 15 12 2 1 0 0 14 20 15 1,084 275 3 27 16 0 809

39 高 知 県 11 11 1 0 0 0 7 8 6 499 210 0 22 6 0 289 9 12 0 1 0 0 3 2 12 496 206 0 23 6 0 290 9 9 0 0 0 0 9 9 7 499 201 0 24 6 0 298

40 福 岡 県 68 78 4 9 0 0 75 84 121 3,891 1,397 3 119 79 0 2,494 65 71 2 3 0 0 57 67 94 3,846 1,320 5 130 69 0 2,526 74 77 1 2 0 0 65 73 103 3,809 1,239 2 132 64 0 2,570

41 佐 賀 県 29 30 2 1 0 0 13 12 13 917 487 5 29 28 0 430 27 26 1 1 0 0 9 8 8 891 454 3 32 24 0 437 22 23 2 2 0 0 9 10 16 885 440 2 35 21 0 445

42 長 崎 県 12 10 1 1 0 0 28 32 31 1,069 248 3 31 5 0 820 9 13 2 1 0 0 14 22 23 1,063 237 3 32 6 0 825 13 13 1 1 0 0 24 19 24 1,064 224 2 33 5 0 839

43 熊 本 県 32 26 3 2 0 0 18 20 1 1,437 539 0 114 24 0 898 28 37 2 1 0 0 11 10 0 1,427 516 0 110 24 0 911 13 12 1 2 0 0 10 12 0 1,400 479 0 107 23 0 921

44 大 分 県 12 11 0 0 0 0 16 16 21 562 324 1 34 24 0 238 18 18 1 1 0 0 13 13 11 551 306 0 33 22 0 245 15 15 0 0 0 0 16 16 17 552 296 1 36 8 0 256

45 宮 崎 県 13 19 0 0 0 0 11 20 38 698 191 0 17 12 0 507 10 9 2 0 0 0 12 7 15 704 186 0 20 10 0 518 6 7 2 3 0 0 4 9 23 692 174 0 18 9 0 518

46 鹿児島県 16 24 1 2 0 0 24 24 56 1,093 332 5 28 21 0 761 18 20 2 0 0 0 22 20 13 1,098 322 7 31 17 0 776 23 9 0 1 0 0 25 16 15 1,112 315 5 31 16 0 797

47 沖 縄 県 9 12 2 2 0 0 11 12 10 390 161 1 28 16 0 229 5 5 2 2 0 0 6 6 10 399 161 0 28 17 0 238 5 5 4 4 0 0 9 9 6 400 157 0 28 20 0 243

合 計 1,233 1,344 90 93 0 0 1,198 1,127 1,998 60,319 22,602 134 2,331 1,235 0 37,717 1,235 1,194 115 100 0 0 1,166 1,070 2,474 59,806 21,382 121 2,424 1,166 0 38,408 1,223 1,268 86 88 0 0 995 1,054 4,408 59,380 20,330 111 2,441 1,125 0 39,051
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うち２ヶ
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者

うち６ヶ
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者

うち２
回目

利用者

うち３
剤併用
療法利
用者

うち２ヶ
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利用者

うち３
剤併用
療法利
用者

1 北 海 道 49 19 3 3 0 0 79 53 430 5,203 548 8 40 36 0 4,655 59 85 2 9 0 0 53 149 67 5,362 559 6 34 42 0 4,803 49 25 3 1 0 0 64 55 25 5,369 512 6 28 39 0 4,857

2 青 森 県 9 10 2 0 0 0 9 13 0 580 277 0 45 17 0 303 15 10 1 2 0 0 11 10 0 568 259 0 42 15 0 309 18 20 2 0 0 0 4 13 0 573 256 1 37 15 1 317

3 岩 手 県 6 6 0 0 0 0 13 13 14 519 139 0 32 0 0 380 13 13 1 0 0 0 14 14 10 520 134 0 31 0 0 386 9 9 1 1 0 0 6 6 18 528 134 0 28 0 0 394

4 宮 城 県 24 14 0 0 0 0 16 14 22 902 304 1 45 11 0 598 23 13 1 0 0 0 14 11 14 895 283 1 44 12 0 612 14 30 1 0 0 0 13 10 13 878 263 0 34 12 1 615

5 秋 田 県 12 12 2 2 0 0 2 3 13 551 199 2 54 13 0 352 8 9 1 1 0 0 6 5 2 547 187 1 57 13 0 360 6 4 0 0 0 0 4 4 4 548 180 0 48 12 10 368

6 山 形 県 4 3 1 0 0 0 7 4 0 373 136 3 21 5 0 237 12 10 1 1 0 0 3 6 2 372 133 1 24 5 0 239 7 9 0 1 0 0 2 1 6 364 126 1 18 6 0 238

7 福 島 県 22 20 1 3 0 0 13 15 4 663 285 4 36 13 0 378 17 17 0 1 0 0 6 13 6 656 269 3 33 13 0 387 15 17 0 0 0 0 11 6 8 645 250 3 31 13 0 395

8 茨 城 県 43 11 5 1 0 0 15 1 6 1,162 619 3 55 40 0 543 34 82 3 9 0 0 12 29 48 1,150 598 3 53 40 0 552 24 23 2 1 0 0 14 8 14 1,127 565 4 43 37 1 562

9 栃 木 県 18 23 0 0 0 0 11 11 11 673 314 0 29 10 0 359 19 12 0 0 0 0 10 3 10 673 307 0 35 7 0 366 15 22 1 0 0 0 10 14 9 669 293 0 30 8 0 376

10 群 馬 県 18 28 3 1 0 0 5 8 11 685 414 0 43 17 0 271 19 20 2 3 0 0 6 5 5 671 396 1 52 19 0 275 11 16 4 4 0 0 4 6 5 666 386 2 46 20 0 280

11 埼 玉 県 52 51 7 7 0 0 32 27 39 2,466 1,182 5 157 92 0 1,284 67 65 8 7 0 0 42 40 55 2,461 1,143 3 159 93 0 1,318 63 56 4 4 0 0 42 36 40 2,454 1,111 3 147 85 4 1,343

12 千 葉 県 46 46 2 2 0 0 40 41 28 2,113 861 1 12 36 0 1,252 57 57 6 6 0 0 40 40 37 2,109 834 1 9 39 0 1,275 49 49 1 1 0 0 35 35 59 2,102 810 3 6 40 0 1,292

13 東 京 都 83 76 2 2 0 0 85 62 112 4,223 1,375 0 165 102 0 2,848 72 74 12 12 0 0 50 66 141 4,209 1,298 4 158 102 0 2,911 64 61 8 8 0 0 48 37 131 4,173 1,234 6 140 100 0 2,939

14 神奈川県 63 52 5 5 2 0 45 48 68 3,079 1,143 8 132 67 0 1,936 57 53 6 5 1 0 41 46 71 3,046 1,079 7 128 64 1 1,967 42 59 4 6 15 0 47 39 53 3,045 1,041 3 111 66 14 2,004

15 新 潟 県 13 13 1 1 0 0 13 13 22 866 278 4 78 5 0 588 11 11 0 0 0 0 21 21 26 866 255 4 69 5 0 611 18 18 1 1 0 0 23 23 21 870 240 4 54 6 0 630

16 富 山 県 11 11 0 0 0 0 14 10 285 690 164 1 19 11 0 526 5 5 0 0 0 0 4 6 181 677 146 1 15 14 0 531 6 6 0 0 0 0 9 9 21 655 138 1 14 11 0 517

17 石 川 県 14 8 1 1 0 0 8 7 9 900 229 1 30 16 0 671 8 12 0 1 0 0 9 7 18 887 210 1 28 12 0 677 13 9 3 1 0 0 10 9 4 885 198 0 23 12 0 686

18 福 井 県 11 10 0 0 0 0 8 7 7 481 142 0 25 8 0 339 7 8 1 1 0 0 0 0 0 484 141 0 25 8 0 343 6 7 1 1 0 0 2 2 5 478 135 0 22 7 0 343

19 山 梨 県 4 4 0 0 0 0 4 4 12 565 138 1 5 2 0 427 6 6 1 1 0 0 6 6 10 556 123 1 6 2 0 434 12 12 0 0 0 0 7 7 10 563 126 2 10 4 3 438

20 長 野 県 7 7 0 0 0 0 12 12 0 416 167 0 5 3 0 249 19 19 0 0 0 0 10 10 0 421 162 0 5 3 0 259 13 12 0 0 0 0 14 14 0 427 154 0 6 2 0 273

21 岐 阜 県 19 19 2 3 0 0 15 23 13 1,159 317 2 47 20 0 842 19 18 1 1 0 0 18 15 16 1,166 309 2 43 18 0 857 23 21 5 1 0 0 22 18 16 1,164 292 1 35 16 0 872

22 静 岡 県 51 51 0 0 0 0 24 24 28 1,810 642 0 58 0 0 1,168 31 31 0 0 0 0 22 22 38 1,811 631 0 56 0 0 1,180 42 41 0 0 0 0 19 19 39 1,817 620 0 52 2 3 1,197

23 愛 知 県 46 52 8 3 0 0 45 25 43 2,466 914 5 107 68 0 1,552 36 45 6 5 0 0 32 44 35 2,445 857 9 106 67 0 1,588 40 38 6 4 0 0 49 34 37 2,453 833 8 101 66 0 1,620

24 三 重 県 14 14 2 2 0 0 5 5 16 843 294 0 44 14 0 549 11 11 2 2 0 0 14 14 17 836 268 0 37 13 0 568 15 15 2 2 2 2 15 15 11 846 263 0 34 13 2 583

25 滋 賀 県 16 20 0 2 0 0 6 8 9 562 266 0 42 26 0 296 10 15 0 0 0 0 3 5 9 561 263 0 39 27 0 298 10 9 1 0 0 0 2 2 7 559 259 0 36 27 0 302

26 京 都 府 16 16 3 3 0 0 16 15 26 1,076 460 5 70 37 0 616 22 22 1 1 0 0 15 16 34 1,072 438 6 70 35 0 634 23 23 4 4 0 0 17 17 16 1,092 418 6 69 34 0 674

27 大 阪 府 83 81 2 5 0 0 74 82 99 288 104 3 15 5 0 184 69 81 10 2 0 0 63 59 110 272 102 3 16 2 0 170 57 70 10 12 0 0 78 77 85 272 108 4 22 12 0 164

28 兵 庫 県 64 61 7 9 0 0 47 48 78 3,338 1,123 1 131 91 0 2,215 46 74 5 8 0 0 37 56 74 3,325 1,081 3 132 86 0 2,244 57 44 2 3 1 0 42 38 66 3,314 1,039 6 114 79 0 2,275

29 奈 良 県 14 14 0 0 0 0 8 14 12 855 279 5 39 16 0 576 14 12 0 0 0 0 14 12 16 855 266 7 32 14 0 589 6 10 1 1 0 0 12 13 14 841 246 4 29 13 0 595

30 和歌山県 18 24 0 0 0 0 7 6 14 558 259 5 25 21 0 299 19 19 3 3 0 0 14 14 6 564 250 4 24 22 0 314 21 22 1 1 1 0 6 8 11 564 249 1 21 21 0 315

31 鳥 取 県 4 4 0 0 0 0 9 9 11 616 123 3 23 3 0 493 4 4 0 0 0 0 6 6 9 622 115 2 26 1 0 507 8 6 0 0 0 0 10 10 8 610 108 1 24 1 0 502

32 島 根 県 10 7 0 0 0 0 8 6 10 699 181 0 21 3 0 518 3 11 0 0 0 0 7 6 9 680 155 0 17 3 0 525 9 4 2 0 0 0 8 8 10 683 150 0 15 3 0 533

33 岡 山 県 19 19 7 5 0 0 18 23 33 1,332 373 5 47 11 0 959 13 14 1 3 0 0 16 12 15 1,318 343 3 42 16 0 975 11 13 1 0 1 0 20 19 17 1,301 316 1 37 14 0 985

34 広 島 県 39 39 8 8 0 0 34 34 34 2,565 647 9 76 41 0 1,918 32 32 4 4 0 0 31 31 37 2,555 613 2 79 43 0 1,942 30 30 3 3 0 0 41 41 100 2,587 605 2 76 44 1 1,982

35 山 口 県 15 15 3 2 0 0 10 10 24 754 258 2 24 11 0 496 21 21 2 3 0 0 15 13 16 759 250 3 24 10 0 509 18 20 0 1 0 0 8 9 8 752 238 3 19 9 0 514

36 徳 島 県 14 14 1 1 0 0 10 10 15 530 207 2 22 18 0 323 12 12 1 1 0 0 8 8 5 531 201 2 21 18 0 330 4 4 3 3 0 0 5 5 7 527 196 1 16 19 0 331

37 香 川 県 8 13 1 0 0 0 8 7 8 622 246 0 22 16 0 376 11 7 3 2 0 0 14 9 4 617 226 0 22 16 0 391 12 10 1 2 0 0 4 10 5 603 208 0 18 14 0 395

38 愛 媛 県 22 14 1 2 0 0 18 13 17 1,084 262 3 25 16 0 822 15 20 3 1 0 0 19 19 17 1,079 239 5 29 13 0 840 16 16 0 2 0 0 19 18 13 1,090 237 4 30 13 0 853

39 高 知 県 8 10 1 1 0 0 1 3 0 490 191 1 26 6 0 299 13 8 0 0 0 0 4 2 5 486 183 1 23 7 0 303 8 12 1 0 0 0 5 7 4 473 169 0 18 7 0 304

40 福 岡 県 76 58 5 4 0 0 37 60 67 3,753 1,166 3 127 58 0 2,587 67 78 2 1 0 0 51 66 67 3,728 1,100 3 119 54 0 2,628 40 76 4 3 0 0 55 36 54 3,749 1,078 2 109 52 17 2,671

41 佐 賀 県 23 23 2 1 0 0 17 17 12 886 425 2 37 21 0 461 27 24 2 4 0 0 11 11 3 901 431 2 45 19 0 470 19 19 1 1 8 7 5 4 8 899 421 0 47 17 0 478

42 長 崎 県 12 10 1 1 0 0 15 22 15 1,058 212 1 29 6 0 845 18 18 1 1 1 0 15 16 10 1,060 203 1 28 8 0 857 3 9 2 2 0 1 19 10 14 1,056 185 0 23 8 0 871

43 熊 本 県 25 25 4 3 0 0 11 9 0 1,359 429 0 90 20 0 930 24 25 1 1 0 0 15 13 2 1,355 410 0 83 21 0 945 21 22 4 4 0 0 15 13 13 1,355 400 0 78 23 0 955

44 大 分 県 11 11 1 1 0 0 13 13 13 545 276 1 35 16 0 269 25 25 1 1 0 0 11 11 5 526 250 1 36 15 0 276 10 10 1 1 0 0 17 17 6 523 231 1 27 14 0 292

45 宮 崎 県 5 7 2 3 0 0 15 10 11 684 159 2 18 10 0 525 8 8 1 1 0 0 9 13 13 686 153 2 13 9 0 533 9 4 0 0 0 0 9 6 9 684 141 0 12 9 0 543

46 鹿児島県 22 16 3 0 0 0 19 16 15 1,113 300 2 36 15 0 813 13 16 3 0 0 0 11 15 25 1,104 283 1 35 13 0 821 18 21 1 4 0 0 9 20 26 1,118 291 1 37 15 0 827

47 沖 縄 県 6 6 1 1 0 0 12 11 7 396 146 0 28 19 0 250 4 4 0 0 0 0 12 13 13 401 139 1 25 20 0 262 3 4 1 1 0 0 8 8 12 402 138 0 25 19 0 264

合 計 1,169 1,067 100 88 2 0 933 889 1,723 58,551 19,173 104 2,292 1,092 0 39,377 1,115 1,236 99 104 2 0 845 1,008 1,313 58,445 18,275 101 2,229 1,078 1 40,171 987 1,037 93 85 28 10 888 816 1,062 58,353 17,591 85 2,000 1,059 57 40,764
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1 北 海 道 61 45 4 2 54 0 61 49 6 5,376 468 2 28 39 0 4,908 65 53 3 2 59 0 61 62 2 5,427 456 4 23 37 0 4,971 29 54 4 5 37 60 39 63 2 5,554 518 6 19 33 60 5,036

2 青 森 県 26 15 1 3 0 0 6 2 0 571 250 1 35 15 4 321 12 16 1 1 7 0 8 6 0 573 244 0 32 12 9 329 20 13 5 2 12 7 3 6 0 582 250 2 29 10 17 332

3 岩 手 県 14 14 1 2 2 2 9 9 36 555 148 0 27 2 5 407 12 12 2 2 0 0 12 12 91 569 153 0 27 3 8 416 15 13 0 0 15 15 8 8 48 585 161 0 26 3 13 424

4 宮 城 県 16 14 0 2 2 0 12 7 13 882 258 2 29 11 5 624 29 15 1 0 9 0 19 13 18 890 252 3 28 6 10 638 14 22 0 1 13 9 10 18 106 899 251 4 30 6 15 648

5 秋 田 県 15 14 2 2 27 20 5 5 0 560 187 0 41 12 25 373 6 9 0 0 15 17 7 5 0 563 186 0 35 10 34 377 12 10 1 1 9 12 8 12 0 570 186 0 28 10 46 384

6 山 形 県 10 4 0 0 0 0 5 4 1 349 110 1 15 5 0 239 8 12 1 1 1 0 4 6 42 358 111 0 15 6 0 247 8 8 1 0 4 3 6 4 75 351 104 0 11 6 3 247

7 福 島 県 28 20 1 0 4 0 21 14 11 655 251 4 29 11 6 404 26 26 2 0 2 4 10 17 77 673 253 4 28 11 7 420 15 25 3 2 9 2 11 11 79 689 260 4 24 11 9 429

8 茨 城 県 36 27 7 5 10 0 15 15 9 1,118 550 4 43 39 7 568 39 34 7 5 12 10 21 22 47 1,132 550 4 39 42 15 582 55 52 1 4 33 27 15 19 87 1,159 571 3 37 41 44 588

9 栃 木 県 30 9 3 0 3 0 11 9 8 673 287 0 28 7 3 386 30 35 1 2 8 1 9 14 20 685 294 0 25 8 8 391 30 31 6 3 2 7 9 9 97 698 301 0 24 11 13 397

10 群 馬 県 32 14 4 4 0 0 5 4 5 652 367 2 44 23 1 285 32 41 0 2 9 0 9 7 32 664 369 3 40 25 4 295 18 34 2 2 6 15 1 7 70 654 358 2 36 25 11 296

11 埼 玉 県 41 40 4 4 2 2 35 33 22 2,458 1,089 6 139 89 23 1,369 68 67 9 9 33 33 30 29 195 2,375 1,006 5 128 78 29 1,369 98 96 6 6 67 67 48 45 267 2,536 1,101 4 115 79 113 1,435

12 千 葉 県 50 49 1 1 37 37 27 27 84 2,111 810 0 12 38 37 1,301 55 54 8 8 53 53 45 45 163 2,110 637 1 10 42 90 1,330 69 69 4 4 43 43 38 38 135 2,186 638 2 7 44 133 1,362

13 東 京 都 51 61 6 6 14 8 61 44 115 4,141 1,161 5 126 91 8 2,980 102 91 11 11 86 92 68 75 659 4,234 1,194 1 122 96 48 3,040 84 130 21 21 60 51 71 77 276 4,336 1,236 1 108 143 185 3,100

14 神奈川県 49 47 14 4 26 0 43 49 57 3,068 1,029 4 100 67 49 2,039 78 47 9 11 56 36 50 52 197 3,139 1,050 6 90 74 103 2,089 63 80 7 9 53 58 34 43 392 3,157 1,052 6 74 75 142 2,105

15 新 潟 県 11 11 4 4 0 0 21 21 45 879 234 2 46 10 0 643 16 15 2 2 0 0 13 13 81 890 232 2 36 10 0 656 19 19 1 1 19 19 21 21 123 876 221 1 35 10 17 653

16 富 山 県 6 6 0 0 0 0 15 15 0 661 129 1 13 6 0 532 12 11 1 1 3 3 10 9 0 673 125 1 19 6 3 541 10 10 1 1 4 4 7 8 0 684 133 0 19 6 7 549

17 石 川 県 10 11 3 3 1 0 13 10 3 894 198 0 26 13 1 696 19 15 0 2 8 1 16 16 186 905 196 1 23 15 5 709 16 17 1 0 8 7 9 13 214 928 211 1 21 15 16 717

18 福 井 県 6 6 3 0 4 0 6 3 7 479 133 0 16 9 4 346 6 7 0 3 10 5 8 5 87 470 128 0 16 9 5 342 7 6 1 0 12 13 3 8 91 499 146 0 18 8 26 353

19 山 梨 県 5 5 2 2 1 1 5 5 10 561 117 2 10 4 6 444 4 4 1 1 6 6 7 7 33 566 120 2 13 4 9 446 9 9 0 0 4 4 7 7 84 564 115 2 12 5 10 449

20 長 野 県 11 11 0 0 0 0 11 11 0 431 147 0 6 2 0 284 20 20 0 0 0 0 12 12 0 439 143 0 5 2 0 296 17 17 0 0 17 17 11 11 0 469 162 0 5 1 17 307

21 岐 阜 県 15 22 2 3 11 0 9 22 13 1,179 300 1 31 17 11 879 13 16 0 3 21 11 21 9 38 1,188 298 1 26 16 29 890 18 13 2 0 24 21 14 21 207 1,208 306 0 18 16 53 902

22 静 岡 県 29 29 0 0 0 0 15 15 134 1,810 599 0 48 3 18 1,210 20 20 2 2 0 0 13 13 211 1,825 593 2 47 6 40 1,232 54 54 0 0 45 45 26 26 123 1,843 601 2 41 8 64 1,242

23 愛 知 県 46 36 3 8 0 0 35 49 38 2,409 753 4 91 60 0 1,656 52 47 3 3 35 0 43 34 184 2,390 705 5 72 56 0 1,685 46 52 3 3 33 35 34 43 287 2,412 701 6 57 76 33 1,711

24 三 重 県 18 18 0 0 1 1 12 12 12 841 248 0 27 11 3 593 12 12 2 2 11 11 16 16 5 856 246 1 23 13 14 610 13 13 0 0 12 12 8 8 14 872 251 1 21 12 26 621

25 滋 賀 県 11 13 3 1 4 0 9 3 10 550 244 1 35 23 0 306 9 11 0 3 5 7 9 10 39 544 231 1 30 22 9 313 12 7 1 0 11 3 12 6 81 545 222 0 24 18 17 323

26 京 都 府 24 24 2 2 0 0 18 18 10 1,109 405 7 55 35 0 704 30 30 3 3 10 10 18 18 11 1,099 374 2 49 32 7 725 27 27 1 1 16 16 11 11 403 1,094 383 1 47 32 23 711

27 大 阪 府 96 57 13 3 20 0 61 69 91 234 73 2 11 3 0 161 94 100 9 15 49 37 76 72 305 553 175 1 19 15 37 378 76 88 13 17 56 52 73 76 422 681 182 3 22 17 52 499

28 兵 庫 県 74 64 7 5 9 2 54 44 47 3,337 1,019 9 103 76 6 2,318 57 74 7 5 18 12 60 54 299 3,361 993 22 99 128 20 2,368 60 50 8 3 32 12 52 55 468 3,263 909 10 97 59 25 2,354

29 奈 良 県 22 20 3 3 0 0 18 14 10 837 226 2 30 13 0 611 9 10 2 2 4 3 6 10 108 849 231 3 25 17 9 618 7 6 3 3 20 19 9 7 157 841 216 3 19 19 19 625

30 和歌山県 24 14 3 3 14 9 10 8 5 647 32 0 2 0 3 326 14 23 2 2 8 13 14 14 25 599 259 1 15 21 18 340 10 10 1 1 13 8 3 6 110 598 256 3 16 20 27 342

31 鳥 取 県 4 4 0 0 0 0 17 17 24 612 97 1 20 0 0 515 7 7 0 0 0 0 5 5 55 616 94 0 23 0 0 522 5 5 0 0 2 2 11 11 132 636 94 0 17 0 5 542

32 島 根 県 13 12 1 3 0 0 9 10 48 702 160 1 16 6 2 542 11 13 3 2 12 10 7 7 155 705 158 1 15 7 4 547 4 4 1 1 7 8 4 5 72 717 170 0 12 9 16 547

33 岡 山 県 15 11 0 1 1 0 20 18 11 1,298 296 1 37 14 2 1,002 29 19 2 0 8 5 15 16 165 1,316 299 2 29 14 12 1,017 17 21 1 1 14 11 18 17 242 1,332 300 1 24 13 17 1,032

34 広 島 県 34 34 3 3 22 22 40 39 303 2,595 585 3 62 45 7 2,010 47 47 6 6 80 80 54 53 617 2,650 624 3 59 50 56 2,026 37 37 5 5 55 55 18 18 147 2,711 659 5 59 51 107 2,052

35 山 口 県 22 10 4 0 9 0 11 5 7 761 238 2 17 10 4 523 12 18 2 2 7 9 13 12 32 772 240 1 13 9 11 532 17 16 3 3 5 8 11 14 119 774 238 1 12 11 18 536

36 徳 島 県 8 8 1 1 2 2 7 7 13 529 190 1 20 19 2 339 7 7 2 2 6 6 12 12 14 536 186 0 20 18 8 350 11 11 0 0 4 4 3 3 14 542 188 2 24 16 12 354

37 香 川 県 13 14 3 3 5 3 6 6 11 602 200 0 19 13 3 402 12 13 0 1 9 8 6 6 11 610 203 0 18 18 10 407 12 11 2 0 10 4 11 9 124 617 197 0 18 18 14 420

38 愛 媛 県 15 14 4 1 1 0 12 15 18 1,096 227 0 24 16 0 869 25 16 1 3 22 7 13 11 87 1,101 43 0 18 14 4 878 10 28 0 1 12 28 4 9 208 1,126 248 0 17 125 19 878

39 高 知 県 13 9 3 2 3 0 5 1 10 468 160 0 20 8 0 308 16 16 0 2 2 5 7 7 97 473 165 1 18 10 3 308 6 13 0 0 0 0 3 8 59 479 165 1 18 11 4 314

40 福 岡 県 76 65 6 3 23 0 63 52 47 3,838 1,116 1 96 51 89 2,722 65 42 1 3 123 0 46 54 63 3,898 1,146 1 78 51 162 2,752 62 75 11 6 101 25 44 62 593 3,967 1,185 0 74 51 0 0

41 佐 賀 県 35 35 1 1 7 7 7 7 13 885 406 0 49 15 0 479 21 23 3 3 14 14 11 11 42 900 407 0 44 16 2 493 28 25 1 0 13 12 9 10 141 905 403 0 43 16 15 502

42 長 崎 県 13 9 2 3 3 0 11 20 42 1,049 171 2 18 11 2 877 18 13 0 0 4 3 23 17 240 1,070 176 1 16 12 5 883 17 14 4 0 5 5 24 18 115 1,094 182 0 16 13 8 912

43 熊 本 県 25 19 1 1 23 18 14 14 48 1,383 413 0 74 25 9 970 21 30 1 2 23 26 11 16 315 1,406 426 0 63 24 29 980 24 20 3 3 21 18 13 7 341 1,418 428 0 53 27 49 990

44 大 分 県 14 14 1 1 2 2 13 13 16 528 225 0 33 10 1 303 10 10 0 0 2 2 3 3 152 515 213 0 27 9 1 302 14 14 1 1 9 9 12 12 148 849 232 0 23 0 2 617

45 宮 崎 県 12 9 1 1 0 0 12 10 5 699 146 0 10 11 0 553 7 16 1 1 3 1 7 11 44 706 145 1 8 11 1 561 11 6 2 1 4 2 8 8 123 707 139 2 5 11 5 568

46 鹿児島県 20 32 4 4 1 0 15 21 35 1,130 294 2 37 18 2 836 28 0 3 0 6 0 9 0 318 1,136 294 3 34 18 5 842 11 45 2 6 7 9 21 27 82 1,121 276 1 29 18 7 845

47 沖 縄 県 7 7 0 0 0 0 7 7 6 400 131 1 25 18 0 269 11 11 1 1 0 0 9 9 6 401 129 1 24 18 0 272 7 5 3 0 1 0 6 7 40 409 132 1 24 17 0 277

合 計 1,206 1,026 131 100 348 136 897 852 1,459 58,602 16,877 77 1,823 1,024 348 41,432 1,296 1,228 115 131 859 541 946 927 5,568 59,410 16,752 91 1,666 1,121 883 42,315 1,224 1,385 136 118 959 863 821 932 7,118 60,737 17,238 81 1,508 1,226 1,534 40,527
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1 北 海 道 649 633 40 43 689 676 150 60 834 839 4,351 1,673 1,575 4,351

2 青 森 県 200 186 12 10 212 196 19 7 92 92 236 323 295 236

3 岩 手 県 123 122 7 7 130 129 17 17 109 109 325 256 255 325

4 宮 城 県 197 202 4 6 201 208 24 9 146 127 434 371 344 434

5 秋 田 県 104 103 12 11 116 114 51 49 83 84 350 250 247 350

6 山 形 県 94 116 8 8 102 124 5 3 62 72 286 169 199 286

7 福 島 県 218 216 15 11 233 227 15 6 125 125 373 373 358 373

8 茨 城 県 466 451 42 40 508 491 55 37 205 206 401 768 734 401

9 栃 木 県 265 253 12 9 277 262 13 8 129 133 264 419 403 264

10 群 馬 県 278 291 28 27 306 318 15 15 70 72 257 391 405 257

11 埼 玉 県 860 833 86 85 946 918 102 102 848 440 1,065 1,896 1,460 1,065

12 千 葉 県 642 639 47 44 689 683 133 133 522 524 789 1,344 1,340 789

13 東 京 都 1,032 1,080 107 107 1,139 1,187 160 151 867 860 3,348 2,166 2,198 3,348

14 神 奈 川 県 766 796 86 75 852 871 153 94 566 612 1,924 1,571 1,577 1,924

15 新 潟 県 179 178 14 14 193 192 19 19 208 208 460 420 419 460

16 富 山 県 120 117 4 4 124 121 7 7 114 111 487 245 239 487

17 石 川 県 162 160 14 13 176 173 17 8 150 149 577 343 330 577

18 福 井 県 101 101 8 7 109 108 26 18 68 64 305 203 190 305

19 山 梨 県 95 95 6 6 101 101 11 11 77 77 243 189 189 243

20 長 野 県 165 162 1 1 166 163 17 17 134 129 217 317 309 217

21 岐 阜 県 227 236 20 18 247 254 56 32 283 303 669 586 589 669

22 静 岡 県 490 487 2 2 492 489 45 45 269 267 867 806 801 867

23 愛 知 県 599 620 60 61 659 681 68 35 587 599 1,312 1,314 1,315 1,312

24 三 重 県 195 195 12 12 207 207 26 26 140 140 480 373 373 480

25 滋 賀 県 166 164 18 20 184 184 20 10 82 77 254 286 271 254

26 京 都 府 299 299 33 33 332 332 26 26 201 200 587 559 558 587

27 大 阪 府 1,083 1,085 110 104 1,193 1,189 125 89 951 965 2,115 2,269 2,243 2,115

28 兵 庫 県 778 796 68 63 846 859 60 26 654 651 1,784 1,560 1,536 1,784

29 奈 良 県 154 153 18 18 172 171 24 22 156 152 468 352 345 468

30 和 歌 山 県 205 215 15 15 220 230 36 30 97 101 254 353 361 254

31 鳥 取 県 79 75 0 0 79 75 2 2 129 127 344 210 204 344

32 島 根 県 129 128 10 9 139 137 19 18 89 89 457 247 244 457

33 岡 山 県 245 242 22 14 267 256 24 16 199 194 768 490 466 768

34 広 島 県 450 450 48 48 498 498 157 157 487 478 1,687 1,142 1,133 1,687

35 山 口 県 212 209 19 15 231 224 21 17 140 141 544 392 382 544

36 徳 島 県 137 137 14 14 151 151 12 12 93 93 261 256 256 261

37 香 川 県 145 144 15 14 160 158 24 15 105 108 318 289 281 318

38 愛 媛 県 200 198 14 13 214 211 35 35 208 200 593 457 446 593

39 高 知 県 131 142 11 12 142 154 5 5 62 65 244 209 224 244

40 福 岡 県 833 903 57 53 890 956 247 25 694 738 2,627 1,831 1,719 2,627

41 佐 賀 県 319 316 18 16 337 332 42 40 126 128 331 505 500 331

42 長 崎 県 153 141 16 12 169 153 13 9 256 279 626 438 441 626

43 熊 本 県 297 307 25 25 322 332 67 62 181 184 786 570 578 786

44 大 分 県 189 186 9 9 198 195 13 13 151 151 463 362 359 463

45 宮 崎 県 115 113 12 12 127 125 7 3 125 127 420 259 255 420

46 鹿 児 島 県 238 237 22 18 260 255 14 9 213 210 646 487 474 646

47 沖 縄 県 87 86 19 15 106 101 1 0 113 116 169 220 217 169

14,871 14,998 1,240 1,173 16,111 16,171 2,198 1,550 12,200 11,916 36,766 30,509 29,637 36,766
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（１）　Ｂ型肝炎ウイルス検査

肝炎ウイルス
検査事業

緊急肝炎ウイルス
検査事業 計

肝炎ウイルス
検査事業

緊急肝炎ウイルス
検査事業 計

肝炎ウイルス
検査事業

緊急肝炎ウイルス
検査事業 全体

平成23年度 52,776 229,004 281,780 417 2,188 2,605 0.8 1.0 0.9

（２）　Ｃ型肝炎ウイルス検査

肝炎ウイルス
検査事業

緊急肝炎ウイルス
検査事業 計

肝炎ウイルス
検査事業

緊急肝炎ウイルス
検査事業 計

肝炎ウイルス
検査事業

緊急肝炎ウイルス
検査事業 全体

平成3年度 33,268 231,752 265,020 296 1,609 1,905 0.9 0.7 0.7

「現在、Ｃ型肝炎ウイルス
に感染している可能性
が極めて高い」と判定

された者（人）

感染者率（％）

平成23年度特定感染症検査等事業における肝炎ウイルス検査の実績

受診者（人）
HBs抗原検査におい
て「陽性」と判定され

た者（人）
感染者率（％）

受診者（人）



受 診 者
ＨＢｓ抗原検査
に お い て 感 染 者 率 受 診 者

ＨＢｓ抗原検査
に お い て 感 染 者 率

「 陽 性 」 と
判定された者 （％）

「 陽 性 」 と
判定された者 （％）

（人） （人） Ｃ （人） （人） Ｃ
Ａ Ｂ （Ｂ／Ａ×100） Ｃ Ｄ （Ｄ／Ｃ×100）

1 北 海 道 368 8 2.2 0 0 0.0
2 青 森 県 19 0 0.0 438 5 1.1
3 岩 手 県 122 3 2.5 538 2 0.4
4 宮 城 県 18 2 11.1 1681 15 0.9
5 秋 田 県 154 4 2.6 187 5 2.7
6 山 形 県 356 4 1.1 0 0 0.0
7 福 島 県 10 0 0.0 180 4 2.2
8 茨 城 県 1018 3 0.3 0 0 0.0
9 栃 木 県 215 0 0.0 26 2 7.7
10 群 馬 県 468 2 0.4 0 0 0.0
11 埼 玉 県 1367 12 0.9 7 0 0.0
12 千 葉 県 2614 11 0.4 172 5 2.9
13 東 京 都 145 1 0.7 0 0 0.0
14 神 奈 川 県 57 2 3.5 3 0 0.0
15 新 潟 県 227 3 1.3 127 0 0.0
16 富 山 県 182 0 0.0 18 1 5.6
17 石 川 県 232 0 0.0 1432 10 0.7
18 福 井 県 252 0 0.0 38 0 0.0
19 山 梨 県 477 2 0.4 0 0 0.0
20 長 野 県 67 2 3.0 0 0 0.0
21 岐 阜 県 192 0 0.0 26 3 11.5
22 静 岡 県 1330 8 0.6 131 4 3.1
23 愛 知 県 512 4 0.8 78 2 2.6
24 三 重 県 634 2 0.3 58 1 1.7
25 滋 賀 県 626 3 0.5 6 2 33.3
26 京 都 府 268 2 0.7 86 4 4.7
27 大 阪 府 343 7 2.0 16230 118 0.7
28 兵 庫 県 456 2 0.4 1674 13 0.8
29 奈 良 県 179 1 0.6 9 0 0.0
30 和 歌 山 県 80 0 0.0 78 2 2.6
31 鳥 取 県 102 9 8.8 11 0 0.0
32 島 根 県 100 2 2.0 404 0 0.0
33 岡 山 県 173 2 1.2 101 5 5.0
34 広 島 県 12 1 8.3 2691 21 0.8
35 山 口 県 76 2 2.6 9267 55 0.6
36 徳 島 県 123 6 4.9 187 0 0.0
37 香 川 県 20 1 5.0 34 0 0.0
38 愛 媛 県 519 1 0.2 26 0 0.0
39 高 知 県 10 0 0.0 1531 6 0.4
40 福 岡 県 251 7 2.8 2086 23 1.1
41 佐 賀 県 49 1 2.0 3958 46 1.2
42 長 崎 県 276 2 0.7 1055 17 1.6
43 熊 本 県 397 7 1.8 110 2 1.8
44 大 分 県 152 0 0.0 26 2 7.7
45 宮 崎 県 360 2 0.6 78 1 1.3
46 鹿 児 島 県 65 2 3.1 623 9 1.4
47 沖 縄 県 0 0 0.0 0 0 0.0

15673 133 0.8 45411 385 0.8

肝炎ウイルス検査事業 緊急肝炎ウイルス検査事業

平成23年度　B型肝炎ウイルス検査実施結果

都道府県計



受 診 者
ＨＢｓ抗原検査
に お い て 感 染 者 率 受 診 者

ＨＢｓ抗原検査
に お い て 感 染 者 率

「 陽 性 」 と
判定された者 （％）

「 陽 性 」 と
判定された者 （％）

（人） （人） Ｃ （人） （人） Ｃ
Ａ Ｂ （Ｂ／Ａ×100） Ｃ Ｄ （Ｄ／Ｃ×100）

肝炎ウイルス検査事業 緊急肝炎ウイルス検査事業

平成23年度　B型肝炎ウイルス検査実施結果

48 札 幌 市 0 0 0.0 48644 561 1.2
49 仙 台 市 17 1 5.9 5428 52 1.0
50 さいたま市 570 2 0.4 17286 155 0.9
51 千 葉 市 35 3 8.6 0 0 0.0
52 横 浜 市 0 0 0.0 8241 66 0.8
53 川 崎 市 132 0 0.0 9101 88 1.0
54 相 模 原 市 0 0 0.0 71 5 7.0
55 新 潟 市 689 1 0.1 7453 77 1.0
56 静 岡 市 512 4 0.8 9266 80 0.9
57 浜 松 市 12546 61 0.5 46 2 4.3
58 名 古 屋 市 670 10 1.5 14797 100 0.7
59 京 都 市 2041 14 0.7 0 0 0.0
60 大 阪 市 5363 24 0.4 0 0 0.0
61 堺 市 149 1 0.7 8097 62 0.8
62 神 戸 市 761 21 2.8 233 1 0.4
63 岡 山 市 18 0 0.0 166 3 1.8
64 広 島 市 136 0 0.0 7574 55 0.7
65 北 九 州 市 0 0 0.0 7076 99 1.4
66 福 岡 市 372 10 2.7 12612 146 1.2
67 函 館 市 257 12 4.7 0 0 0.0
68 旭 川 市 104 8 7.7 0 0 0.0
69 青 森 市 107 0 0.0 1727 28 1.6
70 盛 岡 市 33 0 0.0 0 0 0.0
71 秋 田 市 81 1 1.2 84 1 1.2
72 郡 山 市 45 1 2.2 0 0 0.0
73 い わ き 市 159 2 1.3 0 0 0.0
74 宇 都 宮 市 149 1 0.7 0 0 0.0
75 前 橋 市 184 0 0.0 0 0 0.0
76 高 崎 市 127 0 0.0 0 0 0.0
77 川 越 市 872 4 0.5 2447 12 0.5
78 船 橋 市 51 1 2.0 0 0 0.0
79 柏 市 549 3 0.5 1140 10 0.9
80 横 須 賀 市 135 1 0.7 0 0 0.0
81 富 山 市 18 1 5.6 5 1 20.0
82 金 沢 市 38 1 2.6 226 0 0.0
83 長 野 市 0 0 0.0 0 0 0.0
84 岐 阜 市 75 0 0.0 59 1 1.7
85 豊 橋 市 156 2 1.3 31 1 3.2
86 岡 崎 市 77 0 0.0 0 0 0.0
87 豊 田 市 259 1 0.4 400 4 1.0
88 大 津 市 257 0 0.0 1 0 0.0
89 高 槻 市 24 0 0.0 0 0 0.0
90 東 大 阪 市 245 1 0.4 0 0 0.0
91 姫 路 市 21 0 0.0 6 0 0.0
92 尼 崎 市 333 4 1.2 26 0 0.0
93 西 宮 市 92 0 0.0 11 0 0.0
94 奈 良 市 39 3 7.7 24 0 0.0
95 和 歌 山 市 66 0 0.0 59 0 0.0
96 倉 敷 市 176 1 0.6 12 0 0.0
97 福 山 市 0 0 0.0 92 2 2.2
98 下 関 市 223 2 0.9 77 0 0.0
99 高 松 市 49 0 0.0 66 1 1.5



受 診 者
ＨＢｓ抗原検査
に お い て 感 染 者 率 受 診 者

ＨＢｓ抗原検査
に お い て 感 染 者 率

「 陽 性 」 と
判定された者 （％）

「 陽 性 」 と
判定された者 （％）

（人） （人） Ｃ （人） （人） Ｃ
Ａ Ｂ （Ｂ／Ａ×100） Ｃ Ｄ （Ｄ／Ｃ×100）

肝炎ウイルス検査事業 緊急肝炎ウイルス検査事業

平成23年度　B型肝炎ウイルス検査実施結果

100 松 山 市 356 2 0.6 256 2 0.8
101 高 知 市 72 3 4.2 1986 12 0.6
102 久 留 米 市 60 1 1.7 1371 10 0.7
103 長 崎 市 193 1 0.5 2523 27 1.1
104 熊 本 市 167 7 4.2 265 5 1.9
105 大 分 市 316 4 1.3 45 2 4.4
106 宮 崎 市 47 1 2.1 83 2 2.4
107 鹿 児 島 市 754 8 1.1 0 0 0.0
108 小 樽 市 74 0 0.0 309 6 1.9
109 八 王 子 市 0 0 0.0 141 0 0.0
110 町 田 市 19 1 5.3 0 0 0.0
111 藤 沢 市 28 1 3.6 0 0 0.0
112 四 日 市 市 334 1 0.3 200 6 3.0
113 呉 市 66 2 3.0 670 9 1.3
114 大 牟 田 市 0 0 0.0 1451 11 0.8
115 佐 世 保 市 34 3 8.8 1667 16 1.0

31532 237 0.8 173551 1721 1.0
116 千 代 田 区 461 1 0.2 0 0 0.0
117 中 央 区 14 2 14.3 0 0 0.0
118 港 区 0 0 0.0 0 0 0.0
119 新 宿 区 102 2 2.0 0 0 0.0
120 文 京 区 25 0 0.0 0 0.0
121 台 東 区 320 2 0.6 0 0 0.0
122 墨 田 区 0 0 0.0 0 3 0.0
123 江 東 区 110 0 0.0 0 0 0.0
124 品 川 区 77 3 3.9 697 5 0.7
125 目 黒 区 66 0 0.0 0 0 0.0
126 大 田 区 0 0 0.0 49 2 4.1
127 世 田 谷 区 1586 14 0.9 81 2 2.5
128 渋 谷 区 12 0 0.0 0 0 0.0
129 中 野 区 86 1 1.2 0 0 0.0
130 杉 並 区 43 0 0.0 0 0 0.0
131 豊 島 区 27 2 7.4 105 1 1.0
132 北 区 140 1 0.7 0 0 0.0
133 荒 川 区 2394 19 0.8 253 3 1.2
134 板 橋 区 65 0 0.0 0 0 0.0
135 練 馬 区 0 0 0.0 5678 28 0.5
136 足 立 区 43 0 0.0 18 1 5.6
137 葛 飾 区 0 0 0.0 232 3 1.3
138 江 戸 川 区 0 0 0.0 2929 34 1.2

5571 47 0.8 10042 82 0.8
52776 417 0.8 229004 2188 1.0合計

保健所設置市計

特別区計



受 診 者

「現在、Ｃ型肝炎
ウイルスに感染し
ている可能性 感 染 者 率 受 診 者

「現在、Ｃ型肝炎
ウイルスに感染し
ている可能性 感 染 者 率

が極めて高い」と
判定された者 （％）

が極めて高い」と
判定された者 （％）

（人） （人） Ｃ （人） （人） Ｃ
Ａ Ｂ （Ｂ／Ａ×100） Ｃ Ｄ （Ｄ／Ｃ×100）

 北 海 道 367 3 0.8 0 0 1.5
2 青 森 県 19 0 0.0 477 7 1.5
3 岩 手 県 124 3 2.4 539 2 0.4
4 宮 城 県 17 0 0.0 1676 15 0.9
5 秋 田 県 154 3 1.9 187 2 1.1
6 山 形 県 335 1 0.3 0 0 0.0
7 福 島 県 11 0 0.0 182 3 1.6
8 茨 城 県 1018 5 0.5 0 0 0.0
9 栃 木 県 212 3 1.4 27 0 0.0
10 群 馬 県 430 3 0.7 0 0 0.0
11 埼 玉 県 1400 13 0.9 7 0 0.0
12 千 葉 県 2619 11 0.4 174 7 4.0
13 東 京 都 141 0 0.0 0 0 0.0
14 神 奈 川 県 55 0 0.0 3 0 0.0
15 新 潟 県 192 0 0.0 127 0 0.0
16 富 山 県 172 0 0.0 18 0 0.0
17 石 川 県 232 0 0.0 1432 8 0.6
18 福 井 県 217 1 0.5 35 1 2.9
19 山 梨 県 473 3 0.6 0 0 0.0
20 長 野 県 66 1 1.5 0 0 0.0
21 岐 阜 県 193 0 0.0 26 1 3.8
22 静 岡 県 321 8 2.5 130 4 3.1
23 愛 知 県 494 7 1.4 79 1 1.3
24 三 重 県 640 3 0.5 58 0 0.0
25 滋 賀 県 616 5 0.8 6 0 0.0
26 京 都 府 267 3 1.1 86 0 0.0
27 大 阪 府 351 5 1.4 16230 126 0.8
28 兵 庫 県 427 3 0.7 1680 10 0.6
29 奈 良 県 179 1 0.6 9 0 0.0
30 和 歌 山 県 82 0 0.0 79 3 3.8
31 鳥 取 県 106 1 0.9 9 0 0.0
32 島 根 県 102 1 1.0 405 3 0.7
33 岡 山 県 173 0 0.0 101 3 3.0
34 広 島 県 12 0 0.0 3266 17 0.5
35 山 口 県 75 4 5.3 9267 87 0.9
36 徳 島 県 124 2 1.6 187 1 0.5
37 香 川 県 20 0 0.0 34 0 0.0
38 愛 媛 県 63 0 0.0 30 0 0.0
39 高 知 県 10 1 10.0 1564 10 0.6
40 福 岡 県 244 7 2.9 2086 43 2.1
41 佐 賀 県 52 0 0.0 3944 50 1.3
42 長 崎 県 278 0 0.0 1062 6 0.6
43 熊 本 県 399 6 1.5 111 5 4.5
44 大 分 県 150 2 1.3 26 1 3.8
45 宮 崎 県 355 3 0.8 78 3 3.8
46 鹿 児 島 県 65 0 0.0 623 7 1.1
47 沖 縄 県 0 0 0.0 0 0 0.0

14052 112 0.8 46060 426 0.9

平成23年度　Ｃ型肝炎ウイルス検査実施結果

肝炎ウイルス検査事業 緊急肝炎ウイルス検査事業

都道府県計



受 診 者

「現在、Ｃ型肝炎
ウイルスに感染し
ている可能性 感 染 者 率 受 診 者

「現在、Ｃ型肝炎
ウイルスに感染し
ている可能性 感 染 者 率

が極めて高い」と
判定された者 （％）

が極めて高い」と
判定された者 （％）

（人） （人） Ｃ （人） （人） Ｃ
Ａ Ｂ （Ｂ／Ａ×100） Ｃ Ｄ （Ｄ／Ｃ×100）

平成23年度　Ｃ型肝炎ウイルス検査実施結果

肝炎ウイルス検査事業 緊急肝炎ウイルス検査事業

48 札 幌 市 0 0 0.0 49221 169 0.3
49 仙 台 市 17 0 0.0 5459 39 0.7
50 さいたま市 571 0 0.0 17286 100 0.6
51 千 葉 市 35 0 0.0 0 0 0.0
52 横 浜 市 0 0 0.0 8246 82 1.0
53 川 崎 市 135 4 3.0 9098 64 0.7
54 相 模 原 市 0 0 0.0 71 3 4.2
55 新 潟 市 688 2 0.3 7453 20 0.3
56 静 岡 市 512 8 1.6 9266 97 1.0
57 浜 松 市 0 0 0.0 0 0 0.0
58 名 古 屋 市 670 9 1.3 14797 102 0.7
59 京 都 市 2041 32 1.6 0 0 0.0
60 大 阪 市 252 6 2.4 0 0 0.0
61 堺 市 149 2 1.3 8097 68 0.8
62 神 戸 市 680 12 1.8 233 1 0.4
63 岡 山 市 18 0 0.0 166 6 3.6
64 広 島 市 136 0 0.0 8952 46 0.5
65 北 九 州 市 0 0 0.0 7076 117 1.7
66 福 岡 市 377 2 0.5 12612 97 0.8
67 函 館 市 252 6 2.4 0 0 0.0
68 旭 川 市 106 2 1.9 0 0 0.0
69 青 森 市 102 0 0.0 1730 5 0.3
70 盛 岡 市 34 0 0.0 0 0 0.0
71 秋 田 市 80 0 0.0 81 4 4.9
72 郡 山 市 45 0 0.0 0 0 0.0
73 い わ き 市 159 1 0.6 0 0 0.0
74 宇 都 宮 市 137 0 0.0 0 0 0.0
75 前 橋 市 183 1 0.5 0 0 0.0
76 高 崎 市 120 0 0.0 0 0 0.0
77 川 越 市 874 3 0.3 2448 18 0.7
78 船 橋 市 51 1 2.0 0 0 0.0
79 柏 市 552 0 0.0 1139 6 0.5
80 横 須 賀 市 135 1 0.7 0 0 0.0
81 富 山 市 17 1 5.9 4 0 0.0
82 金 沢 市 38 1 2.6 226 0 0.0
83 長 野 市 38 0 0.0 0 0 0.0
84 岐 阜 市 75 0 0.0 59 2 3.4
85 豊 橋 市 155 1 0.6 31 0 0.0
86 岡 崎 市 74 0 0.0 0 0 0.0
87 豊 田 市 260 0 0.0 400 6 1.5
88 大 津 市 241 3 1.2 1 0 0.0
89 高 槻 市 24 0 0.0 0 0 0.0
90 東 大 阪 市 245 2 0.8 0 0 0.0
91 姫 路 市 21 0 0.0 6 0 0
92 尼 崎 市 333 6 1.8 26 1 3.8
93 西 宮 市 92 0 0.0 11 0 0.0
94 奈 良 市 39 2 5.1 24 0 0.0
95 和 歌 山 市 66 2 3.0 62 4 6.5
96 倉 敷 市 105 0 0.0 12 0 0.0
97 福 山 市 0 0 0.0 92 0 0.0
98 下 関 市 223 0 0.0 77 0 0.0
99 高 松 市 49 2 4.1 66 0 0.0



受 診 者

「現在、Ｃ型肝炎
ウイルスに感染し
ている可能性 感 染 者 率 受 診 者

「現在、Ｃ型肝炎
ウイルスに感染し
ている可能性 感 染 者 率

が極めて高い」と
判定された者 （％）

が極めて高い」と
判定された者 （％）

（人） （人） Ｃ （人） （人） Ｃ
Ａ Ｂ （Ｂ／Ａ×100） Ｃ Ｄ （Ｄ／Ｃ×100）

平成23年度　Ｃ型肝炎ウイルス検査実施結果

肝炎ウイルス検査事業 緊急肝炎ウイルス検査事業

100 松 山 市 358 3 0.8 256 2 0.8
101 高 知 市 72 2 2.8 2026 15 0.7
102 久 留 米 市 63 1 1.6 1371 14 1.0
103 長 崎 市 192 0 0.0 2531 16 0.6
104 熊 本 市 165 7 4.2 269 6 2.2
105 大 分 市 315 3 1.0 42 1 2.4
106 宮 崎 市 48 0 0.0 86 1 1.2
107 鹿 児 島 市 704 8 1.1 0 0 0.0
108 小 樽 市 74 0 0.0 307 4 1.3
109 八 王 子 市 0 0 0.0 142 0 0.0
110 町 田 市 20 0 0.0 0 0 0.0
111 藤 沢 市 28 0 0.0 0 0 0.0
112 四 日 市 市 367 0 0.0 200 0 0.0
113 呉 市 66 3 4.5 671 8 1.2
114 大 牟 田 市 0 0 0.0 1451 20 1.4
115 佐 世 保 市 36 1 2.8 1667 14 0.8

13714 140 1.0 175547 1158 0.7
116 千 代 田 区 461 2 0.4 0 0 0.0
117 中 央 区 14 1 7.1 0 0 0.0
118 港 区 0 0 0.0 0 0 0.0
119 新 宿 区 35 0 0.0 0 0 0.0
120 文 京 区 24 0 0.0 0 0 0.0
121 台 東 区 321 1 0.3 0 0 0.0
122 墨 田 区 0 0 0.0 98 1 1.0
123 江 東 区 109 1 0.9 0 0 0.0
124 品 川 区 77 0 0.0 697 3 0.4
125 目 黒 区 66 0 0.0 0 0 0.0
126 大 田 区 0 0 0.0 50 0 0.0
127 世 田 谷 区 1586 11 0.7 81 0 0.0
128 渋 谷 区 12 0 0.0 0 0 0.0
129 中 野 区 86 0 0.0 0 0 0.0
130 杉 並 区 43 0 0.0 0 0 0.0
131 豊 島 区 27 0 0.0 105 0 0.0
132 北 区 140 2 1.4 0 0 0.0
133 荒 川 区 2393 24 1.0 255 5 2.0
134 板 橋 区 65 2 3.1 0 0 0.0
135 練 馬 区 0 0 0.0 5678 1 0.0
136 足 立 区 43 0 0.0 18 0 0.0
137 葛 飾 区 0 0 0.0 232 1 0.4
138 江 戸 川 区 0 0 0.0 2931 14 0.5

5502 44 0.8 10145 25 0.2
33268 296 0.9 231752 1609 0.7

特別区計
合計

保健所設置市計



1　肝炎ウイルス検診等実績

（１）　Ｂ型肝炎ウイルス検診

40歳検診
40歳検診以外の
対象者への検診 計 40歳検診

40歳検診以外の
対象者への検診 計 40歳検診

40歳検診以外の
対象者への検診 全体

平成23年度 82,252 678,012 760,264 428 6,031 6,459 0.5 0.9 0.8

（２）　Ｃ型肝炎ウイルス検診

40歳検診
40歳検診以外の
対象者への検診 計 40歳検診

40歳検診以外の
対象者への検診 計 40歳検診

40歳検診以外の
対象者への検診 全体

平成23年度 82,343 674,410 756,753 148 4,092 4,240 0.2 0.6 0.6

（３）健康教育・健康相談

平成23年度

２　肝炎ウイルス検診の感染者率
（１）　40歳検診

４０歳
Ｂ型肝炎

ウイルス検
平成23年度 0.5

Ｃ型肝炎
ウイルス検

平成23年度 0.2

（２）　40歳検診以外の対象者への検診

41～
44歳

45～
49歳

50～
54歳

55～
59歳

60～
64歳

65～
69歳

70歳
以上

全体

Ｂ型肝炎
ウイルス検

平成23年度 0.7 0.7 0.8 1.0 1.0 1.1 0.8 0.9

Ｃ型肝炎
ウイルス検

平成23年度 0.2 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 1.2 0.6

平成２３年度健康増進事業における肝炎ウイルス検診等の実績

受診者（人）
HBs抗原検査におい
て「陽性」と判定され

た者（人）
感染者率（％）

受診者（人）

「現在、Ｃ型肝炎ウイル
スに感染している可能性

が極めて高い」と判定
された者（人）

感染者率（％）

（参考）Ｃ型及びＢ型肝炎ウイルス感染者率の推移について（全体）

健康教育 健康相談
実施回数（回） 参加延人数（人） 実施回数（回） 参加延人数（人）

（単位：％）

1,154 39,546 3,578 22,957

（単位：％）

0.7  

0.8  

0.9  

1.0  

1.1  

1.2  

1.3  

1.4  

H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 

感染者率（％） 

B型肝炎ウイルス感染者率の推移 

0.5  

0.7  

0.9  

1.1  

1.3  

1.5  

1.7  

H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 

感染者率（％） 

C型肝炎ウイルス感染者率の推移 



（１）40歳検診（都道府県）
Ｈ Ｂ ｓ 抗 原 検 査 に お い て 感 染 者 率

対 象 者 受 診 者 「 陽 性 」 と 判 定 さ れ た 者 （％）
（人） （人） （人） Ｃ

Ａ Ａ Ｂ （Ｂ／Ａ×100）
1 北 海 道 34,360 1,341               9                                               0.7
2 青 森 県 10,065 653                 5                                               0.8
3 岩 手 県 14,255 979                 10                                             1.0
4 宮 城 県 28,413 1,832               22                                             1.2
5 秋 田 県 12,144 662                 3                                               0.5
6 山 形 県 12,454 1,139               5                                               0.4
7 福 島 県 25,491 1,114               4                                               0.4
8 茨 城 県 40,372 2,992               5                                               0.2
9 栃 木 県 30,084 2,376               5                                               0.2
10 群 馬 県 22,555 1,970               6                                               0.3
11 埼 玉 県 102,574 3,476               25                                             0.7
12 千 葉 県 101,325 6,958               36                                             0.5
13 東 京 都 179,771 13,554             71                                             0.5
14 神 奈 川 県 53,892 2,840               21                                             0.7
15 新 潟 県 9,359 888                 4                                               0.5
16 富 山 県 9,408 1,178               4                                               0.3
17 石 川 県 17,187 1,859               10                                             0.5
18 福 井 県 11,312 729                 2                                               0.3
19 山 梨 県 7,887 793                 14                                             1.8
20 長 野 県 40,322 1,978               2                                               0.1
21 岐 阜 県 28,938 2,649               11                                             0.4
22 静 岡 県 47,555 4,373               22                                             0.5
23 愛 知 県 123,575 6,163               27                                             0.4
24 三 重 県 16,780 788                 7                                               0.9
25 滋 賀 県 21,977 953                 3                                               0.3
26 京 都 府 14,276 1,957               6                                               0.3
27 大 阪 府 100,433 2,892               21                                             0.7
28 兵 庫 県 92,546 1,970               6                                               0.3
29 奈 良 県 19,480 976                 3                                               0.3
30 和 歌 山 県 13,202 813                 2                                               0.2
31 鳥 取 県 7,173 329                 -                                               0.0
32 島 根 県 8,831 391                 4                                               1.0
33 岡 山 県 27,066 420                 2                                               0.5
34 広 島 県 24,654 404                 7                                               1.7
35 山 口 県 8,817 175                 2                                               1.1
36 徳 島 県 8,628 535                 -                                               0.0
37 香 川 県 13,288 1,127               5                                               0.4
38 愛 媛 県 11,212 457                 -                                               0.0
39 高 知 県 9,825 143                 -                                               0.0
40 福 岡 県 29,533 1,182               6                                               0.5
41 佐 賀 県 5,386 287                 2                                               0.7
42 長 崎 県 54,591 409                 6                                               1.5
43 熊 本 県 7,295 413                 4                                               1.0
44 大 分 県 78,540 390                 7                                               1.8
45 宮 崎 県 8,148 592                 3                                               0.5
46 鹿 児 島 県 11,061 1,355               5                                               0.4
47 沖 縄 県 31,753 798                 4                                               0.5

1,587,793 82,252             428                                           0.5

平成２３年度　B型肝炎ウイルス検査実施結果

都道府県合計



（１）40歳検診（指定都市）
Ｈ Ｂ ｓ 抗 原 検 査 に お い て 感 染 者 率

対 象 者 受 診 者 「 陽 性 」 と 判 定 さ れ た 者 （％）
（人） （人） （人） Ｃ

Ａ Ａ Ｂ （Ｂ／Ａ×100）
（再掲）
48 札 幌 市 0 -                    -                                               -
49 仙 台 市 15,050 -                    -                                               -
50 さいたま市 21,721 868                 5                                               0.6
51 千 葉 市 17,629 1,669               8                                               0.5
52 横 浜 市 不明 39                   3                                               7.7
53 川 崎 市 0 -                    -                                               -
54 相 模 原 市 778 778                 3                                               0.4
55 新 潟 市 0 -                    -                                               -
56 静 岡 市 0 -                    -                                               -
57 浜 松 市 12,287 2,137               12                                             0.6
58 名 古 屋 市 0 -                    -                                               -
59 京 都 市 0 -                    -                                               -
60 大 阪 市 ― 258                 2                                               0.8
61 堺 市 0 -                    -                                               -
62 神 戸 市 23,851 598                 1                                               0.2
63 岡 山 市 10,638 77                   -                                               0.0
64 広 島 市 3,502 18                   -                                               0.0
65 北 九 州 市 3,464 44                   -                                               0.0
66 福 岡 市 0 -                    -                                               -

108,920 6,486               34                                             0.5指定都市計



（２）40歳検診以外の対象者への検診（都道府県）
Ｈ Ｂ ｓ 抗 原 検 査 に お い て 感 染 者 率

受 診 者 「 陽 性 」 と 判 定 さ れ た 者 （％）
（人） （人） Ｃ

Ａ Ｂ （Ｂ／Ａ×100）
1 北 海 道 26,486             490                                          1.9
2 青 森 県 5,275              99                                            1.9
3 岩 手 県 11,963             116                                          1.0
4 宮 城 県 7,679              104                                          1.4
5 秋 田 県 3,216              34                                            1.1
6 山 形 県 12,261             101                                          0.8
7 福 島 県 16,477             118                                          0.7
8 茨 城 県 22,779             151                                          0.7
9 栃 木 県 16,111             112                                          0.7
10 群 馬 県 9,325              43                                            0.5
11 埼 玉 県 32,963             297                                          0.9
12 千 葉 県 40,468             334                                          0.8
13 東 京 都 89,246             730                                          0.8
14 神 奈 川 県 33,647             292                                          0.9
15 新 潟 県 9,503              80                                            0.8
16 富 山 県 2,015              18                                            0.9
17 石 川 県 2,647              19                                            0.7
18 福 井 県 9,647              115                                          1.2
19 山 梨 県 9,296              56                                            0.6
20 長 野 県 19,082             80                                            0.4
21 岐 阜 県 8,436              54                                            0.6
22 静 岡 県 34,268             224                                          0.7
23 愛 知 県 27,339             199                                          0.7
24 三 重 県 7,106              59                                            0.8
25 滋 賀 県 8,851              33                                            0.4
26 京 都 府 5,795              35                                            0.6
27 大 阪 府 28,146             247                                          0.9
28 兵 庫 県 36,829             306                                          0.8
29 奈 良 県 4,147              22                                            0.5
30 和 歌 山 県 9,822              54                                            0.5
31 鳥 取 県 2,888              53                                            1.8
32 島 根 県 1,861              19                                            1.0
33 岡 山 県 16,272             117                                          0.7
34 広 島 県 9,678              121                                          1.3
35 山 口 県 2,052              27                                            1.3
36 徳 島 県 3,568              31                                            0.9
37 香 川 県 9,287              59                                            0.6
38 愛 媛 県 5,108              53                                            1.0
39 高 知 県 1,433              12                                            0.8
40 福 岡 県 10,647             150                                          1.4
41 佐 賀 県 5,387              73                                            1.4
42 長 崎 県 8,227              88                                            1.1
43 熊 本 県 15,951             146                                          0.9
44 大 分 県 4,908              47                                            1.0
45 宮 崎 県 7,831              95                                            1.2
46 鹿 児 島 県 14,766             149                                          1.0
47 沖 縄 県 7,323              169                                          2.3

678,012           6,031                                        0.9

　

都道府県合計



（２）40歳検診以外の対象者への検診（指定都市）
Ｈ Ｂ ｓ 抗 原 検 査 に お い て 感 染 者 率

受 診 者 「 陽 性 」 と 判 定 さ れ た 者 （％）
（人） （人） Ｃ

Ａ Ｂ （Ｂ／Ａ×100）
（再掲）
48 札 幌 市 -                    -                                             -
49 仙 台 市 -                    -                                             -
50 さいたま市 16,418             150                                          0.9
51 千 葉 市 9,162              85                                            0.9
52 横 浜 市 1,401              22                                            1.6
53 川 崎 市 -                    -                                             -
54 相 模 原 市 6,978              59                                            0.8
55 新 潟 市 -                    -                                             -
56 静 岡 市 -                    -                                             -
57 浜 松 市 10,409             49                                            0.5
58 名 古 屋 市 -                    -                                             -
59 京 都 市 -                    -                                             -
60 大 阪 市 5,743              57                                            1.0
61 堺 市 -                    -                                             -
62 神 戸 市 8,487              72                                            0.8
63 岡 山 市 7,669              43                                            0.6
64 広 島 市 297                 6                                             2.0
65 北 九 州 市 2,201              33                                            1.5
65 福 岡 市 -                    -                                             -

68,765             576                                          0.8指定都市計



（１）40歳検診（都道府県）
「現在、Ｃ型肝炎ウイルスに 感 染 者 率

対 象 者 受 診 者 感染している可能性が極めて （％）
（人） （人） 高い」と判定された者（人） Ｄ

Ａ Ｂ Ｃ （Ｃ／Ｂ×100）
1 北 海 道 34,360          1,350               2                                        0.1
2 青 森 県 10,065          654                 14                                      2.1
3 岩 手 県 14,255          982                 1                                        0.1
4 宮 城 県 28,413          1,832               -                                        0.0
5 秋 田 県 12,144          661                 -                                        0.0
6 山 形 県 12,454          1,130               -                                        0.0
7 福 島 県 25,491          1,113               3                                        0.3
8 茨 城 県 40,372          2,995               11                                      0.4
9 栃 木 県 30,084          2,374               3                                        0.1
10 群 馬 県 22,555          1,973               3                                        0.2
11 埼 玉 県 102,574        3,476               11                                      0.3
12 千 葉 県 101,325        6,959               8                                        0.1
13 東 京 都 179,771        13,529             18                                      0.1
14 神 奈 川 県 53,892          2,841               6                                        0.2
15 新 潟 県 9,359           888                 -                                        0.0
16 富 山 県 9,408           1,178               -                                        0.0
17 石 川 県 17,187          1,860               -                                        0.0
18 福 井 県 11,312          730                 -                                        0.0
19 山 梨 県 7,887           792                 -                                        0.0
20 長 野 県 40,322          1,970               1                                        0.1
21 岐 阜 県 28,938          2,652               1                                        0.0
22 静 岡 県 47,555          4,425               1                                        0.0
23 愛 知 県 123,575        6,159               7                                        0.1
24 三 重 県 16,780          789                 2                                        0.3
25 滋 賀 県 21,977          956                 2                                        0.2
26 京 都 府 14,276          1,958               -                                        0.0
27 大 阪 府 100,433        2,894               5                                        0.2
28 兵 庫 県 92,546          1,971               5                                        0.3
29 奈 良 県 19,480          976                 3                                        0.3
30 和 歌 山 県 13,202          813                 4                                        0.5
31 鳥 取 県 7,173           328                 1                                        0.3
32 島 根 県 8,831           391                 -                                        0.0
33 岡 山 県 27,066          422                 -                                        0.0
34 広 島 県 24,654          406                 -                                        0.0
35 山 口 県 8,817           175                 -                                        0.0
36 徳 島 県 8,628           537                 -                                        0.0
37 香 川 県 13,288          1,126               2                                        0.2
38 愛 媛 県 11,212          458                 -                                        0.0
39 高 知 県 9,825           143                 -                                        0.0
40 福 岡 県 29,533          1,182               2                                        0.2
41 佐 賀 県 5,386           288                 4                                        1.4
42 長 崎 県 54,591          409                 -                                        0.0
43 熊 本 県 7,295           412                 2                                        0.5
44 大 分 県 78,540          391                 1                                        0.3
45 宮 崎 県 8,148           595                 21                                      3.5
46 鹿 児 島 県 11,061          1,385               3                                        0.2
47 沖 縄 県 31,753          815                 1                                        0.1

1,587,793      82,343             148                                    0.2

平成２３年度　Ｃ型肝炎ウイルス検査実施結果

都道府県合計



（１）40歳検診（指定都市）
「現在、Ｃ型肝炎ウイルスに 感 染 者 率

対 象 者 受 診 者 感染している可能性が極めて （％）
（人） （人） 高い」と判定された者（人） Ｄ

Ａ Ｂ Ｃ （Ｃ／Ｂ×100）
（再掲）
48 札 幌 市 -                 -                    -                                        -
49 仙 台 市 15,050          -                    184                                    -
50 さいたま市 21,721          868                 6                                        0.7
51 千 葉 市 17,629          1,669               3                                        0.2
52 横 浜 市 不明 39                   -                                        0.0
53 川 崎 市 -                 -                    -                                        -
54 相 模 原 市 778              778                 3                                        0.4
55 新 潟 市 -                 -                    -                                        -
56 静 岡 市 -                 -                    -                                        -
57 浜 松 市 12,287          2,189               -                                        0.0
58 名 古 屋 市 -                 -                    -                                        -
59 京 都 市 -                 -                    -                                        -
60 大 阪 市 ― 258                 1                                        0.4
61 堺 市 -                 -                    -                                        -
62 神 戸 市 23,851          598                 -                                        0.0
63 岡 山 市 10,638          77                   -                                        0.0
64 広 島 市 3,502           18                   -                                        0.0
65 北 九 州 市 3,464           44                   -                                        0.0
66 福 岡 市 -                 -                    -                                        -

108,920        6,538               197                                    3.0指定都市計



（２）40歳検診以外の対象者への検診（都道府県）
「現在、Ｃ型肝炎ウイルスに 感 染 者 率

受 診 者 感染している可能性が極めて （％）
（人） 高い」と判定された者（人） Ｃ

Ａ Ｂ （Ｂ／Ａ×100）
1 北 海 道 26,685                129                                    0.5
2 青 森 県 5,298                  28                                      0.5
3 岩 手 県 12,092                54                                      0.4
4 宮 城 県 7,683                  38                                      0.5
5 秋 田 県 3,216                  5                                        0.2
6 山 形 県 8,743                  20                                      0.2
7 福 島 県 16,471                73                                      0.4
8 茨 城 県 22,782                116                                    0.5
9 栃 木 県 16,139                93                                      0.6
10 群 馬 県 9,308                  62                                      0.7
11 埼 玉 県 32,965                185                                    0.6
12 千 葉 県 40,507                314                                    0.8
13 東 京 都 89,120                679                                    0.8
14 神 奈 川 県 33,726                188                                    0.6
15 新 潟 県 9,503                  18                                      0.2
16 富 山 県 2,020                  6                                        0.3
17 石 川 県 2,649                  10                                      0.4
18 福 井 県 9,630                  49                                      0.5
19 山 梨 県 9,214                  80                                      0.9
20 長 野 県 18,529                61                                      0.3
21 岐 阜 県 8,442                  36                                      0.4
22 静 岡 県 34,668                171                                    0.5
23 愛 知 県 27,548                308                                    1.1
24 三 重 県 7,114                  29                                      0.4
25 滋 賀 県 8,858                  23                                      0.3
26 京 都 府 5,795                  17                                      0.3
27 大 阪 府 28,163                161                                    0.6
28 兵 庫 県 36,842                295                                    0.8
29 奈 良 県 4,147                  18                                      0.4
30 和 歌 山 県 9,569                  50                                      0.5
31 鳥 取 県 2,886                  20                                      0.7
32 島 根 県 1,863                  16                                      0.9
33 岡 山 県 16,290                79                                      0.5
34 広 島 県 9,529                  74                                      0.8
35 山 口 県 2,054                  12                                      0.6
36 徳 島 県 3,566                  16                                      0.4
37 香 川 県 9,291                  56                                      0.6
38 愛 媛 県 5,048                  22                                      0.4
39 高 知 県 1,432                  10                                      0.7
40 福 岡 県 10,637                59                                      0.6
41 佐 賀 県 4,994                  94                                      1.9
42 長 崎 県 8,231                  45                                      0.5
43 熊 本 県 15,987                93                                      0.6
44 大 分 県 4,906                  26                                      0.5
45 宮 崎 県 7,772                  49                                      0.6
46 鹿 児 島 県 15,143                93                                      0.6
47 沖 縄 県 7,355                  12                                      0.2

674,410               4,092                                  0.6都道府県合計



（２）40歳検診以外の対象者への検診（指定都市）
「現在、Ｃ型肝炎ウイルスに 感 染 者 率

受 診 者 感染している可能性が極めて （％）
（人） 高い」と判定された者（人） Ｃ

Ａ Ｂ （Ｂ／Ａ×100）
（再掲）
48 札 幌 市 -                        -                                        -
49 仙 台 市 -                        -                                        -
50 さいたま市 16,418                94                                      0.6
51 千 葉 市 9,162                  105                                    1.1
52 横 浜 市 1,401                  6                                        0.4
53 川 崎 市 -                        -                                        -
54 相 模 原 市 6,978                  50                                      0.7
55 新 潟 市 -                        -                                        -
56 静 岡 市 -                        -                                        -
57 浜 松 市 10,686                17                                      0.2
58 名 古 屋 市 -                        -                                        -
59 京 都 市 -                        -                                        -
60 大 阪 市 5,743                  32                                      0.6
61 堺 市 -                        -                                        -
62 神 戸 市 8,487                  36                                      0.4
63 岡 山 市 7,696                  22                                      0.3
64 広 島 市 297                    4                                        1.3
65 北 九 州 市 2,201                  17                                      0.8
66 福 岡 市 -                        -                                        -

69,069                383                                    0.6指定都市計



（都道府県）

実施回数（回） 参加延人数（人） 実施回数（回） 参加延人数（人）

1 北 海 道 34                        1,737                 175                    578                     
2 青 森 県 33                        1,445                 46                      551                     
3 岩 手 県 22                        1,520                 24                      26                       
4 宮 城 県 20                        791                   8                        32                       
5 秋 田 県 4                         49                     9                        17                       
6 山 形 県 -                         -                       57                      128                     
7 福 島 県 34                        610                   38                      364                     
8 茨 城 県 104                      3,500                 147                    757                     
9 栃 木 県 -                         -                       27                      187                     
10 群 馬 県 5                         5                       15                      18                       
11 埼 玉 県 1                         121                   3                        3                         
12 千 葉 県 1                         63                     144                    319                     
13 東 京 都 -                         -                       172                    849                     
14 神 奈 川 県 -                         -                       -                        -                         
15 新 潟 県 -                         -                       2                        2                         
16 富 山 県 -                         -                       41                      440                     
17 石 川 県 1                         7                       14                      67                       
18 福 井 県 -                         -                       45                      266                     
19 山 梨 県 6                         363                   30                      283                     
20 長 野 県 176                      2,681                 65                      890                     
21 岐 阜 県 49                        1,759                 227                    636                     
22 静 岡 県 10                        1,231                 13                      63                       
23 愛 知 県 -                         -                       21                      177                     
24 三 重 県 -                         -                       11                      19                       
25 滋 賀 県 -                         -                       768                    1,244                   
26 京 都 府 -                         -                       106                    106                     
27 大 阪 府 99                        2,635                 156                    629                     
28 兵 庫 県 28                        1,585                 204                    2,725                   
29 奈 良 県 5                         222                   23                      47                       
30 和 歌 山 県 -                         -                       9                        54                       
31 鳥 取 県 1                         26                     -                        -                         
32 島 根 県 26                        1,340                 72                      132                     
33 岡 山 県 56                        1,944                 22                      563                     
34 広 島 県 2                         580                   49                      345                     
35 山 口 県 4                         176                   17                      55                       
36 徳 島 県 -                         -                       6                        36                       
37 香 川 県 -                         -                       -                        -                         
38 愛 媛 県 1                         24                     50                      103                     
39 高 知 県 -                         -                       5                        5                         
40 福 岡 県 94                        2,231                 208                    647                     
41 佐 賀 県 27                        747                   59                      1,621                   
42 長 崎 県 -                         -                       -                        -                         
43 熊 本 県 106                      8,380                 152                    2,779                   
44 大 分 県 6                         68                     2                        2                         
45 宮 崎 県 43                        211                   45                      214                     
46 鹿 児 島 県 156                      3,495                 137                    1,225                   
47 沖 縄 県 -                         -                       154                    3,753                   

1,154                    39,546               3,578                  22,957                  都道府県合計

肝炎ウイルス検診についての健康教育・健康相談の実施状況

健康教育 健康相談



（指定都市）

実施回数（回） 参加延人数（人） 実施回数（回） 参加延人数（人）

（再掲）
48 札 幌 市 -                         -                       -                        -                         
49 仙 台 市 -                         -                       -                        -                         
50 さいたま市 -                         -                       -                        -                         
51 千 葉 市 -                         -                       130                    130                     
52 横 浜 市 -                         -                       -                        -                         
53 川 崎 市 -                         -                       -                        -                         
54 相 模 原 市 -                         -                       -                        -                         
55 新 潟 市 -                         -                       -                        -                         
56 静 岡 市 -                         -                       -                        -                         
57 浜 松 市 -                         -                       -                        -                         
58 名 古 屋 市 -                         -                       -                        -                         
59 京 都 市 -                         -                       -                        -                         
60 大 阪 市 71                        1,871                 -                        -                         
61 堺 市 -                         -                       -                        -                         
62 神 戸 市 -                         -                       -                        -                         
63 岡 山 市 1                         270                   -                        -                         
64 広 島 市 -                         -                       -                        -                         
65 北 九 州 市 73                        1,808                 151                    169                     
66 福 岡 市 -                         -                       -                        -                         

145                      3,949                 281                    299                     指定都市計

健康教育 健康相談



平成２５年２月１日 

肝炎対策推進協議会御中 

 

母子感染防止の徹底について 

有川哲雄 清本太一 

 

 

 Ｂ型肝炎の最大の感染経路は母子感染である。昭和６０年６月から「Ｂ型肝

炎母子感染防止事業」が始まったことにより、新生児の母子感染によるＨＢＶ

キャリア率は、同事業開始前の約１０分の１以下にまで低下したと推計されて

いる。 

 他方で、現在においても、新規発生ＨＢＶキャリアのうち約６割から７割が

母子感染であるされている。 

 したがって、新規発生ＨＢＶキャリアをなくすためには，まずは母子感染防

止を徹底しなければならない。 

 この点，「肝炎対策の推進に関する基本的な指針」（平成２３年５月１６日

厚生労働省告示第１６０号）でも、「第２ 肝炎の予防のための施策に関する

事項（１）今後の取組の方針について」では、「国は、・・・各医療機関にお

いて、当該検査の結果が陽性であった妊婦から出生した乳児に対するＢ型肝炎

ワクチンの接種等の適切な対応が行なわれるよう指導を求める等のＢ型肝炎母

子感染予防対策を講じており、引き続きこの取組を進める。」と規定されてい

る。この規定は、単にＢ型肝炎母子感染防止事業を行なえばそれで足りるとい

うものではなく、より適切に母子感染の防止が図られるような取組を求めてい

るものである。 

 

第１ 厚生労働省に対する質問事項 

 

 平成１４年の厚生労働省科学研究により、ＨＢＶキャリア小児の３０％が母

子感染防止対策が適切に行われていないための感染であるとされている。 

 その後、厚労省雇用均等・児童家庭局母子保健課より、平成１６年と平成２

１年に「母子感染防止対策の周知徹底について」との事務連絡が、自治体や医

師会などになされている。そこで、平成１４年度以降の母子感染防止対策の実

施漏れ等による感染例の内容・件数等を厚生労働省は把握しているのか、明ら

かにされたい。 

 

第２ 要望事項 



 

 １ 母子感染防止対策の周知徹底について厚生労働省内で連携を取って（結

核感染症課と出生児を管轄する雇用均等・児童家庭局母子保健課の連携）、

再度医療従事者や関係団体に通達を行うとともに、産科と小児科及び肝臓専

門医との連携や周知徹底が行われているか調査、監督するべきである。 

 

 ２ 母子感染防止対策が適切に行われていない要因の一つに里帰り出産など

による当該母子が受診する産科と小児科の連携不足があげられる。妊産婦当

事者にＢ型肝炎の知識や予防の必要性、ワクチンスケジュールを把握させる

ことにより、実施忘れのリスクを減らすことが出来る。したがって、医療従

事者だけでなく、妊婦健診などでＨＢｓ抗原陽性者に対する知識の啓発を行

うべきである。 

 

 ３ 平成７年に厚生省心身障害研究 母子感染防止に関する研究班が作成し

た「Ｂ型肝炎の母子感染を防止するために」と題する免疫グロブリンとＨＢ

ワクチンの接種スケジュールが書き込めるパンフレットがあるが、このパン

フレットは、全てのＨＢｓ抗原陽性の妊婦に配布されておらず、また内容も

不十分である。 

妊娠を機にＢ型肝炎感染が発覚するケースも多くあり、その時点で肝臓専

門医へ受診するようになれば、知識不足のために重篤化することも少なくな

る。 

 そこで、母子手帳のようにワクチンの記録が書き込めると共に、妊産婦自

身の肝炎手帳としての用にも供することができる配布用資料を国が主導し

て作成すべきである。 

 

以上 
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